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ア

リ

カ

に

於

け

メ

る

法

人

税

l
l
i
〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
を
中
心
に

i

i

次
対
象
と
す
る
問
題
の
提
示

初
期
及
び
二

0
年
代
の
税
制

〈
以
上
、
二
回
巻
二
号
〉

第
二
章
ニ
ュ

I
デ
ィ

l
ル
期
の
税
制

第
一
節
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
税
制
の
成
立
過
程

ハ
以
上
、
二
六
巻
二
号
)

第
二
節
未
分
配
利
潤
税
の
成
立
と
崩
壊

第
一
款
未
分
配
利
潤
税
の
成
立

第
二
款
未
分
配
利
潤
税
の
構
造
と
欠
陥

第序

章論日

の

発

達

(三)

畠

武

道

山

第
三
款

未
分
配
利
潤
税
の
経
済
的
、
経
営
的
効
果
を
め

ぐ
る
争
い

第
四
款
未
分
配
利
潤
税
に
対
す
る
各
種
の
反
応
と
効
果

第
五
款
未
分
配
利
潤
税
の
廃
止

第
三
節
ニ
ュ

I
デ
ィ
l
ル
税
制
の
消
長

第
四
節
-
二

I
デ
ィ

l
ル
税
制
の
「
客
観
的
」
評
価
の
試
み

〈
以
上
、
本
号
〉
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第
三
章

戦
後
の
税
制



説
ヨ子£為
再開

第
一
款

未
分
配
利
潤
税
の
成
立

北法2&(4ï~'Z~592

第
二
節

未
分
配
利
潤
税
の
成
立
と
崩
壊

既
に
、

一
九
二

O
年
前
後
に
主
張
さ
れ
た

T
・
S
-
ア
ダ
ム
ス
、

〈
法
人

F
-
R
・
フ
ェ
グ
ミ
チ
子
イ
ル
ド
提
案
の
中
に
み
た
よ
う
に
、

ー
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
l
個
人
事
業
〉
の
間
に
厳
密
な
課
税
の
公
平
を
図
る
た
め
に
は
、
一
法
人
の
留
保
利
潤
に
、
課
税
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
の
中
で
も
特
に
閉
鎖
的
人
的
持
株
会
社
は
、
高
額
所
得
者
の
個
人
付
加
所
得
税
遁
脱
の
手
段
と
化
し
、
そ
れ
が
「
財
布
の
法
人

化
」
と
し
て
強
い
批
判
を
浴
び
続
け
て
い
た
こ
と
も
、
既
に
幾
度
か
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
行
為
を
い
く
ら
か
で
も
規
制
す
る
手
段
が
不

当
留
保
利
益
税
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
作
動
し
な
い
紙
上
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
、

こ
れ
ま
た
一
般
的
了
解
で
あ
っ
た
。

」
れ
ら
の
状
態
は
、

一
般
に
黙
認
さ
れ
続
け
、
ご
く
少
数
の
も
の
の
み
が
、
根
本
的
改
革
を
唱
え
て
活
発
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

し

か
し
こ
れ
ら
の
提
案
は
、
常
に
強
力
な
反
論
に
遭
遇
し
た
。
い
わ
く
、
「
偶
発
時
に
備
う
べ
き
剰
余
金
を
侵
蝕
す
る
」
「
企
業
の
健
全
な
発

展
を
妨
げ
る
」
「
経
営
判
断
に
連
邦
政
府
が
介
入
す
る
」
な
ど
。
か
く
し
て
、
産
業
立
国
観
と
株
式
投
機
熱
の
蔓
延
し
て
い
た
一
九
二

O
年

こ
れ
ら
の
提
案
を
浮
上
せ
し
め
る
条
件
が
三

0
年
代
に
至
っ
て
再
び
形
成

代
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
試
み
は
凡
て
失
敗
し
た
の
で
あ
る
が
、

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
本
章
第
一
節
よ
り
判
明
し
よ
う
。

一
九
三
六
年
の
未
分
配
利
潤
税

(
戸
ド
ロ
円
凶
仲
田
片
岡

1-σ
戸
丹
市
w
仏
匂
円
。
問
主
的
丹

P
H
)

は
、
こ
れ
ら
の
動
向
の
頂
点
に
位
す
る
税
制
で
あ
り
、
今
日
に
ま

で
至
る
ア
メ
リ
カ
税
制
史
の
中
に
あ
っ
て
も
、
画
期
的
か
つ
特
呉
な
存
在
で
あ
る
。
我
々
は
、

そ
の
成
立
か
ら
崩
壊
に
至
る
過
程
の
中

に
、
法
人
税
制
を
め
ぐ
る
論
争
と
社
会
的
動
向
の
集
約
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
提
案

未
分
配
利
潤
税
の
導
入
は
、

一
九
三
六
年
三
月
に
彼
が
連
邦
議
会
に
送
っ
た
補
正
予
算
教
書
に
は
じ
ま
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
彼
の



提
案
が
、
突
如
と
し
て
想
起
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
が
本
来
有
し
て
い
た
政
治
的
気
質
の
あ
る
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
こ

う
。
即
ち
、
ロ
ー
ズ
グ
ェ
ル
ト
は
、
以
前
よ
り
投
機
に
利
用
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
法
人
留
保
利
潤
を
課
税
に
よ
り
取
り
締
る
べ
き
こ
と
を

円

I
V

広
言
し
て
い
た
が
、

一
九
三
五
年
の
あ
の
「
富
の
存
分
配
教
書
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
コ
メ
ン
ト
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
結

局
、
我
々
は
事
業
の
凡
て
の
分
野
に
お
け
る
不
必
要
な
持
株
会
社
の
排
除
を
通
し
て
、
租
税
に
よ
る
法
人
構
造
の
簡
素
化
を
図
る
べ
き
で

あ
る
。
我
々
は
同
様
に
、
愚
か
で
不
必
要
な
法
人
剰
余
を
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
複
雑
で
困
難
な
問
題
は
、
本
連
邦
議
会
の
現
在

の
会
期
の
残
り
の
時
間
で
は
、
十
分
に
討
議
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
μ
ご
と
。
そ
し
て
三
六
年
に
発
生
し
た
偶
発
事
時
、
遂
に

彼
を
具
体
的
提
案
に
踏
み
切
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈

1
)

既
に
一
九
三
二
年
の
大
統
領
候
補
受
諾
演
説
の
中
で
、
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
巨
大
な
法
人
剰
余
へ
の
非
難
と
そ
の
規
制
の
必
要
性
会
}
口
に
し
て
い

る

(
E
3
3「
g
L
F
Z
H
b
内
句
、
民
、
州
、
ミ
km

吋
民
昔
、
h
e
b
L
て
タ
一
回
ω
N
'

ヲ
田
山
田
口
。

r
r
p
叫
d

宮
内
p
b
h
h

コF
R
R

弘、
3
H輔
岡
崎
叫
4

お

hp
℃
一
∞
・
〉
。

τ，，
』
)
同

N
d
q
z
o
s
-件
、

』

U
N
h
目

v
h
h
n

同

V
Q』

V
2
4
s、
同
九
弘
子
守
2
旬
、
ア
〈
c--AW
日

y

M
〕ーや

(
3
)

本
稿
前
出
二
六
巻
二
号
一
四
七
頁
、
参
照
。

国アメリカに於げる法人税の発達

法
人
税
制
合
理
化
の
手
段
と
し
て
の
未
分
配
利
潤
税

ま
ず
、
教
書
の
内
容
を
便
宜
上
四
つ
に
区
分
し
、
主
要
部
分
を
訳
出
し
よ
う
。

(
一
〉
「
事
業
所
得
に
対
す
る
現
行
税
制
の
改
良
方
法
に
関
す
る
広
範
閤
の
研
究
は
、
事
業
利
潤
が
非
法
人
企
業
よ
り
生
じ
た
か
又
は
法
人
事
業
よ
り
生

じ
た
か
、
更
に
は
稼
得
所
得
と
し
て
直
の
所
有
者
に
分
配
さ
れ
た
か
又
は
留
保
さ
れ
た
か
を
間
わ
ず
、
凡
て
の
事
業
利
潤
の
享
受
者
の
聞
に
税
負
担
の
公

正
な
分
配
を
図
る
べ
く
改
正
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
正
当
と
し
て
い
る
。
法
人
税
と
非
法
人
事
業
の
所
有
者
に
課
さ
れ
る
税
と
の
聞
に
現
存
す
る
格
差

は
、
小
事
業
の
法
人
成
り
を
困
難
乃
至
不
可
能
に
し
て
い
る
」
o

(
二
)
「
巨
大
な
所
得
の
納
税
者
に
よ
っ
て
コ

γ
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
法
人
内
へ
の
剰
余
金
の
蓄
積
は
、
未
分
配
法
人
所
得
に
付
加
税
を
免
除
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
い
る
。
株
主
は
分
配
、
未
分
配
法
人
所
件
の
双
方
の
利
益
所
有
者
で
あ
る
か
ら
、
自
由
慨
は
、
つ
ま
り
基
本
的
公
平
の
問
題
で
あ
る

北法26(4・3)593



説

が
、
利
益
所
有
者
に
分
配
さ
れ
た
か
留
保
さ
れ
た
か
を
間
わ
ず
、
凡
て
の
法
人
所
得
に
対
す
る
税
負
担
の
公
平
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

現
行
法
の
も
と
に
あ
っ
て
、
法
人
税
は
配
当
の
支
払
を
必
要
と
し
て
い
る
株
主
に
渡
る
法
人
利
潤
に
あ
ま
り
に
深
く
ひ
た
り
き
り
、
利
得
を
未
分
配
の
ま

ま
に
し
て
お
く
余
裕
の
あ
る
株
主
の
持
分
は
、
現
行
付
加
税
を
全
く
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
行
付
加
税
を
遁
脱
す
る
方
法
は
、
所
得
税
法
そ

れ
自
体
と
同
じ
位
に
古
く
か
ら
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
遁
脱
形
式
を
阻
止
せ
ん
と
し
て
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
な
さ
れ
た
試
み
も
、

成
功
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
窓
口
惑
は
し
だ
い
に
増
大
し
て
き
た
。
今
や
そ
れ
は
そ
の
現
出
す
る
不
公
平
と
連
邦
歳
入
に
対
す
る
深
刻
な

影
響
と
い
う
観
点
か
ら
、
撹
乱
的
割
合
に
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
も
し
こ
の
未
分
配
所
得
が
分
配
さ
れ
た
な
ら
、
そ
れ
は
株
主
の
所
得
に
加
え

ら
れ
、
他
の
個
人
所
得
と
同
じ
よ
う
に
課
税
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
現
実
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
人
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
株
主
に
よ
っ
て
‘
所
得

は
留
保
さ
れ
る
。
わ
ず
か
一
年
を
と
っ
て
み
て
も
、
政
府
は
一
二
ニ
ビ
リ
オ
γ
ダ
ラ
l
以
上
に
達
す
る
歳
入
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
。

(
三
)
「
稼
得
所
得
と
し
て
分
配
さ
れ
な
い
法
人
所
得
(
他
法
人
よ
り
の
配
当
を
含
む
〉
に
対
す
る
適
当
な
課
税
は
、
現
行
法
人
税
、
法
人
資
本
税
及
び

そ
れ
に
関
連
す
る
超
過
利
潤
税
並
び
に
現
行
の
配
当
に
対
す
る
個
人
普
通
所
得
税
の
免
除
の
廃
止
を
同
時
に
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
利
潤
に
対
す
る

我
々
の
犯
税
の
中
の
深
刻
な
二
重
の
不
公
正
を
是
正
す
る
こ
と
に
な
る
。
未
分
配
法
人
所
得
に
対
す
る
税
率
は
累
進
的
と
し
、
も
し
法
人
利
潤
が
分
配
さ

れ
株
主
の
手
元
で
課
税
さ
れ
た
な
ら
得
ら
れ
る
の
と
お
よ
そ
同
等
の
歳
入
を
得
ら
れ
る
よ
う
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
我
々
法
人
税
の
改

革
は
、
組
税
手
続
、
法
人
会
計
及
び
我
国
の
市
民
に
よ
る
全
体
の
事
項
の
理
解
の
簡
素
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
税
制
改
革
に
お
け

る
明
白
な
進
歩
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
」
。

(
四
)
「
財
務
省
は
、
こ
の
簡
素
化
と
不
公
正
の
排
除
が
、
総
額
九
二

O
ビ
リ
オ
ン
ダ
ラ
ー
を
得
る
た
め
に
何
の
不
公
正
も
な
く
実
行
に
移
さ
れ
う
る
こ

と
を
示
す
た
め
の
見
積
り
を
、
喜
ん
で
連
邦
議
会
に
提
出
す
る
で
あ
ろ
う
」
中
略
〕
政
府
が
緊
急
に
必
要
と
し
て
い
る
歳
入
に
目
を
や
る
と
、
主
と
し
て

本
会
計
年
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
、
五
七

0
ミ
リ
オ
ン
ダ
ラ
l
の
支
出
が
あ
る
。
こ
の
額
は
、
た
と
え
復
旧
経
過
が
二
年
乃
至
三
年
に
渡
っ
て

も
、
何
ら
か
の
方
法
で
国
臨
時
に
回
収
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

北法26(4・4)594

=̂ 
d岡

以
下
、
簡
単
な
解
説
を
加
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
付
は
、
法
人
事
業
と
非
法
人
事
業
(
個
人
事
業
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
)
聞
に
存
す
る

税
負
担
の
格
差
の
是
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
幾
度
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
人
は
単
に
比
例
税
率
よ
り
な
る
法
人
税
を
支
払
う

こ
と
に
よ
っ
て
残
り
を
将
来
の
投
資
の
た
め
の
剰
余
金
と
し
て
蓄
積
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
個
人
や
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
の

所
有
者
は
す
べ
て
の
利
潤
に
つ
き
総
合
累
進
税
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、

法
人
が
そ
の
利
潤
を
不
当
に
必
要
限
度
を
こ
え



て
留
保
し
た
場
合
に
は
も
と
よ
り
、
合
理
的
要
請
に
基
づ
き
留
保
し
た
場
合
に
も
、
そ
こ
に
税
負
担
の
格
差
が
生
じ
る
。
企
業
形
態
の
差

異
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
税
負
担
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
、
経
営
単
位
と
し
て
の
法
人
に
他
の
事
業
と
同
等
の
負
担
を
課
す
こ
と

は
、
も
と
よ
り
税
負
担
の
公
平
の
観
点
か
ら
は
望
ま
し
い
と
い
え
る
o

尤
も
小
事
業
主
も
「
法
人
成
り
」
に
よ
っ
て
法
人
と
同
等
の
特
典

を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
は
と
も
か
く
、
税
格
差
が
「
小
事
業
の
法
人
成
り
を
困
難
乃
至
不
可
能
に
し

て
い
る
」
と
い
う
指
摘
の
意
味
は
明
確
で
な
い
。
む
し
ろ
税
以
外
の
種
々
の
要
因
に
よ
っ
て
「
法
人
成
り
」
が
困
難
な
事
業
の
救
済
が
、

念
頭
に
あ
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

次
に
同
は
、
本
税
の
中
心
的
目
標
が
富
裕
者
に
よ
る
ん
ザ
財
布
の
法
人
化
。
の
防
止
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

主
I
パ
ー
ト
ナ
ー

i
個
人
事
業
主
〉
聞
の
公
平
実
現
が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
併
せ
て
均
等
の
比
例
法
人
税
率
適
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
〈
富
裕
株
主
l
弱
小
株
主
〉
聞
の
税
負
担
格
差
の
是
正
も
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
以
上
の
目
的
を
、
法
人
に
対

」
こ
で
は
ま
ず
八
株

国

ず
る
課
税
に
よ
っ
て
完
全
に
達
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
間
接
的
に
配
当
を
強
制
す
る
た
め
の
威
嚇
的
効
果
が
中
心
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
「
株
主
は
分
配
、
未
分
配
法
人
所
得
の
双
方
の
利
益
所
有
者
で
あ
る
か
ら
、
利
益
所
有
者
に

分
配
さ
れ
た
か
留
保
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
凡
て
の
法
人
所
得
に
対
す
る
税
負
担
の
公
平
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
主
張
は
、
我
々

アメリカに於ける法人税の発達

に門
U
C
N
N
2
言
、
〈
・
司
R
F
F
号
、
判
決
の
下
り
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
、
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
法
人
擬
制
説
の
発
想
に
近
い
も
の
で
、

一
九
三
五

年
の
法
人
累
進
税
を
提
案
し
た
「
富
の
再
分
配
計
画
教
書
」
で
と
っ
て
い
た
実
在
説
的
発
想
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か

L

未
分
配
利
潤
税
率
は
累
進
構
造
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
構
成
は
む
し
ろ
実
在
説
的
説
明
に
な
じ
む
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
、
結
局
、

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
念
頭
に
は
両
者
の
厳
密
な
区
分
は
毛
頭
な
く
、
両
者
が
便
宜
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ロ

北法26(4・5)595

次
に
伺
で
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、

未
分
配
利
潤
税
の
導
入
と
交
換
に
そ
の
他
の
法
人
課
税
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
税
制
簡
素

化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
彼
の
提
案
の
「
要
」

で
あ
っ
て
、
未
分
配
利
潤
税
が
単
な
る
富
裕
者
収
奪
税
で



ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の

北法26(4・6)596

説

は
な
く
、
極
め
て
合
理
的
に
思
料
さ
れ
た
八
法
人
|
株
主
〉
課
税
の
一
方
式
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

詳
述
す
る
が
、
従
来
よ
り
多
額
の
歳
入
を
あ
げ
て
い
る
法
人
税
全
廃
な
ど
を
含
む
実
に
大
掛
り
な
も
の
で
あ
っ
て
、
」
の
方
式
に
つ
い
て
は
次
に

論

気
質
に
相
応
し
い
大
胆
な
発
想
と
行
動
力
に
支
え
ら
れ
た
提
案
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
更
に
帥
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
が
歳
入
調
達
の

《

8
)

た
め
に
こ
の
税
の
提
案
を
し
た
こ
と
は
疑
い
が
な
く
、
彼
が
歳
入
調
達
の
必
要
性
を
無
視
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

ぃ
。
し
か
し
こ
の
点
を
と
ら
え
て
、
彼
が
補
整
的
財
政
理
論
に
無
知
で
あ
っ
た
と
か
、
旧
来
と
い
さ
さ
か
も
か
わ
ら
な
い
租
税
観
を
有
じ

て
い
た
と
か
い
う
非
難
は
、
あ
ま
り
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
発
想
が
多
く
は
道
義
的
社
会
政
策
的
観
点
に
支
え
ら
れ
て
い

た
と
し
て
も
、
ニ

0
年
代
の
租
税
政
策
が
こ
れ
ら
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

や
は
り
そ
こ
に
は
長
足
の

進
歩
が
み
ら
れ
、
今
日
に
ま
で
連
な
る
多
く
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
て
こ
れ
も
、

個
人
的
発
想
に
の
み
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
、
あ
る
い
は
ジ
ョ
ン
ズ
議
員
ら
の
民
主
党
の
伝
統
及
び
多
く
の
共
和
党
左

派
、
革
新
党
の
伝
統
を
承
継
し
、
実
現
さ
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

専
ら
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の

(
1
〉

m
D
2
2乙
グ
。
、
・
円
R
H
J

〈

c-・印

-
B
-
一O
印ll
一c
m
・
(
U
F
m
-
C
-
b
c・ゎ・同
WEra-ε
吋
宮
同
2
2
5
〉
♀
え

-uω
∞1
M
m

恥喜・同町内。、制

見
き
・
品
目
白
句
会
∞
|
品
目
吋

2
8
5
一
『
問
主
任

g
e
g
q
a
』
ぷ
ト
・
同
S
・
g
・

gu
コ
・
∞
(
一
白
色
、
以
下
、

r
a
t
-色
。
ロ
は
円
。
聞
広
・

3
・
の
よ

う
に
略
称
引
用
す
る
。

(
2
)

の
『
-
F
m
m
u
r
z
c
p
∞
目
。
。
内
定
書
・
ト
・
河
内
H
r
G
M
一
-
Z
N
ω
(
一
∞
ω
由

)

山

門

2
1
F
Hよ
J

℃・∞ム・

〈

3
〉
例
え
ば
、
法
曹
、
民
者
な
ど
は
そ
も
そ
も
法
人
成
り
が
不
可
能
で
あ
る
が
、
小
規
模
な
商
会
な
ど
も
、
財
政
上
の
理
由
か
ら
法
人
成
り
は
得
策
で
な

い
と
い
わ
れ
る
(
戸
兵
2
・
(
U
C
P
E
-
w
司

-
S
N
ω
h
F
O
阿
佐
・

3
・w
H
》・∞品・)。

(
4
)

「
法
人
所
得
の
課
税
方
法
変
更
の
主
た
る
目
的
の
一
つ
は
、
現
在
の
均
一
法
人
税
率
に
起
因
す
る
大
株
主
と
小
徐
主
の
間
の
不
平
等
を
除
去
す
る
こ

と
で
あ
る
」

(
r
a
F
H
V
J
M
Y
8・ロ-一品・)。

(
5
〉
こ
の
点
は
、
次
に
款
を
改
め
て
説
明
す
る
。

〈

6
〉
戸
内
向
p
h
c
E
B
咽
℃
・

5
M
A
ア=・

MM-



(
7
)

こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
両
者
を
厳
密
に
区
分
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
兵
体
的
政
策
、
選
択
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
様
な
区
別

は
無
意
味
に
近
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
「
前
年
の
法
人
実
在
説
的
立
場
か
ら
一
八
O
度
転
換
し
た
完
全
な
法
人
擬
制
的
立
場
か
ら
の
勧
告
」
「
ロ
l
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
政
府
が
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
三
六
年
に
か
け
て
、
法
人
税
の
基
本
観
を
一
転
さ
せ
た
」
(
宮
島
洋
「
現
代
租
税
政
策
の
形
成
過
程
l
ア
メ

リ
カ
連
邦
法
人
税
に
つ
い
て
i
」
『
証
券
研
究
』
三
三
号
ニ
ニ
六
頁
、
二
一
一
一
一
真
註
〔
げ
〕
〉
と
い
う
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
但
し
、
向
上
一
一
一
一
一
一
一

頁
註
帥
及
び
同
「
『
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
』
の
再
検
討
」
(
『
経
済
評
論
』
一
九
七
二
年
二
月
号
一
八

O
頁

)

の

指

摘

参

照

。

-

(
8
〉
』
・
∞
・
去
三
5
・
pw
」
E
E
3
2
0『

F
L
U
E
r
c昨
止
の
D
弓
O
B
Z
P
0
2
F
3
8
ミ
主
・
』
γ
N
N
E
-
晶

子

山

M

(

一8
3
・

(
9
〉
例
え
ば
、
そ
も
そ
も
論
稿
の
執
筆
意
図
が
異
な
る
が
、
ア
メ
リ
カ
経
済
研
究
会
編
『
ニ
ュ

i
デ
ィ

1
ル
の
経
済
政
策
」
(
四
二
一
|
二
頁
、
四
一
一
三

頁
註
〔
7
〕
〔
西
川
執
筆
〕
〉
の
見
解
参
照
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
(
本
稿
二
六
巻
二
号
一
五
二
頁
註
〔
初
〕
〉
。

(
叩
)
参
照
間

E
Z
R
毛
-EN--HY一
u
h
y由民
E
2
・。、・

2-LV℃・ムム
I
A∞u
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

『ロ
l
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
時
代
』
第
三
巻
、
四
一
八
真
。

経
済
政
策
の
手
段
と
し
て
の
未
分
配
利
潤
税

同

以
上
述
べ
た
様
に
、
水
分
配
利
潤
税
の
直
接
の
目
的
は
〈
法
人
l
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
!
個
人
事
業
〉
聞
に
厳
格
な
-
謀
税
の
公
平
を
ち

た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
背
後
に
は
隠
れ
た
る
動
機
・
目
的
と
し
て
、
未
分
配
利
潤
課
税
に
よ
る
マ
ネ

l
・
フ
一
ロ
-

i
の
管
理
、
証
券
市
場
の
活
性
化
と
い
う
過
激
な
経
済
統
制
論
者
の
「
理
論
」
が
存
在
す
る
と
一
般
に
伝
播
さ
れ
、
か
つ
信
じ
ら
れ
て
い

た
ω

こ
の
点
は
、
し
か
し
必
ず
し
も
「
理
論
」
と
い
う
程
に
明
確
な
形
で
は
提
唱
さ
れ
て
お
ら
ず
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
も
異
な

石
。
ま
た
現
在
の
筆
者
は
そ
れ
ら
各
種
文
献
を
縦
横
に
分
析
す
る
余
力
を
欠
い
て
い
る
の
で
、

アメリカに於ける法人税の発達

」
こ
で
は
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
明
ら
か

に
す
る
に
留
め
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
提
唱
者
達
に
よ
っ
て
様
々
に
主
張
さ
れ
た
未
分
配
利
潤
税
の
経
済
政
策
的
効
果
と
は
、
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
①
個
々
の
株
主

及
び
資
本
市
場
機
構
に
よ
る
資
金
分
配
は
、
利
潤
留
保
よ
り
も
一
一
周
有
効
な
資
本
供
給
の
合
理
的
使
用
を
保
証
す
る
、
②
証
券
取
引
委
員

:11::法26ぐ4・7)597

会
そ
の
他
の
国
家
機
関
に
よ
る
法
人
資
金
調
達
の
統
制
は
、
自
己
金
融

m
利
潤
留
保
)
に
よ
る
よ
り
も
株
式
発
行
に
よ
っ
て
資
金
調
達
の

よ
り
効
果
的
と
な
る
、
③
も
し
株
式
発
行
に
よ
っ
て
取
引
の
資
金
調
達
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に

式
き
な
部
分
が
な
さ
れ
る
方
が
、



説

他
の
法
人
の
株
式
へ
の
同
額
の
投
資
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
と
、

未
分
配
利
潤
が
、

し
ば
し
ば
他
の
法
人
の
株
式
へ
の
投
資
に

北法26(4・8)598

論

使
用
さ
れ
、
経
済
的
権
力
の
集
中
を
強
め
て
い
た
の
で
あ
る
、
④
配
当
と
い
う
形
の
利
潤
分
配
は
、
受
取
配
当
の
一
定
割
合
は
再
投
資
さ

れ
ず
消
費
に
廻
さ
れ
る
が
故
に
、
購
売
力
を
増
大
さ
せ
る
(
不
況
の
原
因
に
関
す
る
過
少
消
費
説
の
立
場
か
ら
の
消
費
拡
大
の
主
張
v
。

し
か
し
よ
り
慎
重
で
深
甚
な
未
分
配
利
潤
税
の
理
論
構
成
は
、

一
九
三
三
年
に
ブ
レ
ー
ン
・
ト
ラ
ス
ト
の
一
人
で
あ
る

R
・
G
・
タ
グ

ハ
3
v

ウ
ェ
ル
が
著
し
た
吋
恥
同

H
E
t
h
Hえ
と
り
な
丘
、
ご
ミ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
、
と
人
々
は
信
じ
て
い
た
。
彼
の
主
張
は
、
き
わ
め
て
大

雑
把
に
整
理
・
図
式
化
す
る
と
、
次
の
様
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
企
業
は
設
備
投
資
を
過
剰
に
行
っ
た
↓
従
っ
て
、
過
剰
生
産
は
生
じ
て
い
な
い
が
、
消
費
者
は
価
格
騰
貴
に
よ
っ
て
欲
求
す

る
総
て
の
材
を
取
得
で
き
な
い

L
企
業
内
へ
の
資
本
配
分
の
不
適
正
に
よ
る
遊
休
設
備
の
存
在
が
、
高
物
価
の
一
原
因
で
あ
る
↓
資
本
、

貯
蓄
が
一
般
的
に
過
剰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
配
分
が
不
適
正
で
悪
性
投
資
が
な
さ
れ
て
い
る
↓
不
適
正
投
資
は
是
正

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
ー
そ
の
資
金
源
は
、
株
主
の
利
害
に
反
し
て
取
締
役
の
手
中
に
あ
る
法
人
剰
余
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
府
の
圧
力
に
よ

っ
て
分
配
を
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
↓
分
配
を
強
制
さ
れ
た
資
金
は
、
再
投
資
の
際
に
証
券
市
場
の
通
常
回
路
を
通
り
、
検
査
規
制
さ

れ
る
↓
配
当
を
強
制
す
る
た
め
に
未
分
配
法
人
剰
余
へ
の
課
税
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
徴
収
し
た
税
収
に
基
づ
く
政
府

留
保
基
金
が
開
設
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
↓
そ
の
政
府
基
金
は
、
景
気
安
定
の
た
め
の
政
府
支
出
に
充
当
さ
れ
る
。

か
く
し
て
、
政
府
は
未
分
配
法
人
剰
余
の
規
制
手
段
と
公
共
支
出
の
た
め
の
財
源
調
達
手
段
の
双
方
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
が
、
政
府
は
健
全
な
経
営
者
の
事
業
判
断
に
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
伝
統
的
信
念
(
そ
の
中
に
は
厳
正

な
公
平
課
税
を
主
張
し
た
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
も
含
ま
れ
る
)
に
正
面
よ
り
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

こ
の
考
え
方
に
全
く
心
を
動
か
さ
れ
な
か
っ
た

巨
大
な
法
人
剰
余
の
存
在
と
経
済
的
権
力
の
横
行
に
反
接
す
る
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
、

と
は
い
え
ま
い
。
ま
た
、

』
の
考
え
方
が
人
々
の
支
持
を
得
る
条
件
も
存
在
し
た
。

し
か
し
こ
の
法
人
剰
余
の
国
家
的
規
制
と
い
う
タ
グ



ウ
ェ
ル
流
の
考
え
方
が
、
必
要
以
上
に
財
界
や
保
守
派
を
刺
激
し
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
凡

か
く
し
て
未
分
配
利
潤
税
は
、
こ
の
点
か

ら
も
、
難
儀
な
攻
撃
材
料
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同

(
1
〉
財
界
は
、
未
分
配
利
潤
税
を
大
統
領
自
身
の
提
案
と
み
る
よ
り
も
、
無
知
な
大
統
領
を
背
後
よ
り
タ
グ
ウ
ェ
ル
、
エ
ッ
ク
レ

l
ズ
、
フ
ラ
ン
P
フ
7

ー
タ
ら
が
け
し
か
け
た
結
果
と
み
て
い
た

(
E
Cア
叫
が
-
H
a
m
S
3
H
F偽

q
・'凶

J
-
Y
E
N
)。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
論
議
に
ロ

1
ズ
ヴ
エ
ル

卜
も
モ

1
ゲ
ン
ソ

i
も
殆
ん
ど
関
知
し
て
は
い
な
か
っ
た
(
シ
ュ
レ
シ
ン
ガ
ー
・
前
掲
書
、
四
二
ハ
頁
)
。
但
し
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
が
こ
の
考
え
方
を

支
持
し
な
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
彼
は
後
の
一
九
三
八
年
四
月
二
九
日
の
議
会
宛
教
書
の
中
で
そ
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
、
之
と
え

2
5

2
H
h
h
E
M
Q官

S

P
品
S
F
E江
}
M
P
一回
ω∞
-
∞
ω

P
品
-
h
R
-
沼田印
U
H
d
民同門戸

3
2
h
h
N
G官、
H
g
n同
河
内
円
。
苦
言
え
Q
5
2

〔巧
B
E口問昨
D
P
U
(
U
・
H
O一司
0
・
一
宏
一
〕
司
・
一
回
)
。

(
2
)

こ
こ
で
は
の
・
の
己

HHd-zの
C口
口
付
江
口
問
斗

y
g
ュ2
0『

{UO門司
G
E
P
E
n
o
g
m
吋
民
主

5pww吋
F
a
b
-
h
v
-
M∞プ

M
S
(
一宏
O
〉
・
の
要
約
を
利

用
し
た
。
ま
た
過
少
消
費
説
の
立
場
よ
り
す
る
法
人
剰
余
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
岡
山
再
三
巾
ア
毛
・
ぇ

?

3・↓
mil-
吋
の
他
に

ZmFω
・
の
C
E
S
-
-

3
・一

ω印
-Foi-ω
印

ド

E
・
E
-
M一
ω
i
y
∞
・
が
詳
細
で
あ
り
、
文
献
も
そ
こ
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
次
に
述
べ
る
タ
グ
ウ
ェ
ル
も
こ
の
考
え
方
を
と
っ

て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
後
に
三
六
年
の
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
中
で
支
持
さ
れ
た
(
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l

・
前
掲
書
、
四
一
八
頁
)
。

〈

3
〉

3
己
ア
毛
・

5
J
司・

-
U
N
h
F
S
F
毛
・
町
民
HJ
旬
宅
十
の
他
に
∞
ω
の
3
同

-
H
N
R
N
コO
旭
町
包
l
M吋
U0・
M∞
吋
∞
・
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。

(
4
)

河・

0
・
斗
晶
君
。
一
ア
叫
4
z
r
b
E
Hミ
a
h
b
u円
札
、
止
ま
の
他
に
彼
の
叫
，
ENWQHH向。・刊号

N
V
3
3町
、
ぬ
町
、
一
室
-
F己
gw
凶

R
ぎ
誌
宮
崎
、

3
ミ
な
、

な
ど
に
そ
の
論
旨
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
∞

5
7
-
F
。、

.
R
Hよ
問
者
-

一品
3
1
5
・
の
要
約
を
参
照
し
た
。

(
5
)
(
U
C
E
e
。
』
?
ミ
ニ
目
指

-
M
g
l
N由
0・
を
一
般
的
に
参
照
さ
れ
た
い
。

〈

6
〉

回
Z
E刊
『
唱
。
、
.
町
民
HJU-Mω
・

〈

7
〉

特

に

E
S
E
H之
と
む
な
門
会
ご
ま
の
中
の
次
の
様
な
記
述
が
、
保
守
派
の
怒
り
を
招
い
た
。
「
投
資
の
統
制
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
複
雑
な

問
題
で
は
な
い
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
原
理
は
僅
か
に
二
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
総
て
の
投
資
を
公
開
市
場
へ
と
強
制
し
、
新
た
な
資
本
発
行
を
規
制
す
る

こ
と
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
①
法
人
格
賦
与
を
州
に
替
え
て
連
邦
に
認
め
、
②
剰
余
を
市
場
へ
と
強
制
す
る
た
め
の
課
税
権
の
行
使
の
正
し
さ
を
認
め

北法26(4・9)599

アメリカに於ける法人税の発達



ミ危ム
白岡

る
な
ら
ば
、
そ
の
い
、
ず
れ
も
が
不
可
能
で
は
な
い
。
も
し
企
業
が
統
制
さ
れ
る
べ
き
な
ら
、
事
業
へ
の
法
人
格
賦
与
は
州
か
ら
国
家
へ
移
譲
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。
新
し
い
資
本
の
種
4

の
用
途
へ
の
流
入
は
監
視
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
価
格
は
統
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
今
日
部
分
的
又

は
全
体
的
に
忘
却
さ
れ
て
い
る
活
性
的
利
益
が
防
禦
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
「
計
画
化
は
必
然
的
に
連
邦
政
府
の
機
能
と
な
ろ
う
。
計
画
機
関
が
政
府
に

取
っ
て
替
わ
る
。
事
業
は
、
論
理
上
消
滅
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
の
強
調
の
た
め
の
誇
張
で
は
な
い
。
自
動
車
産
業
の
ご
と

き
新
し
い
産
莱
は
も
は
や
発
生
し
は
し
ま
い
」
「
未
来
は
ロ
シ
ア
に
み
え
つ
つ
あ
る
。
我
が
政
治
家
達
は
役
務
を
放
棄
し
、
又
は
大
な
り
小
な
り
穏
健
に

免
職
さ
せ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
我
が
憲
法
と
法
令
は
改
正
さ
れ
よ
う
」
(
∞
ω
h
g
h
・』
N
2
N寸∞
ω
・
の
リ
ー
ド
議
員
の
発
言
に
引
用
さ
れ
た
も
の
に

よ
る
〉
。

:ititミ26(4・10)600

説

未
分
配
利
潤
税
の
論
理
構
造

諸
政
策
の
集
結
点
と
し
て
の
米
分
配
利
潤
税

未
分
配
利
潤
税
は
、
各
種
の
稜
線
上
に
形
成
さ
れ
た
諸
政
策
の
原
点
た
る
意
義
を
有
す
る
。
そ
の
一
稜
線
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

一
九
二
一
、
二
四
年
に
立
法
が
試
み
ら
れ
、

一
部
を
実
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
一
般
的
留
保
利
潤
課
税
の
系
譜
で
あ
る
。
一
般
的
留
保
利
潤
課
税
の
目
標
は
、
さ
し
あ
た
り
、
事
業
形
態

の
差
異
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
〈
個
人
事
業
l
バ

l
ト
ナ
l
シ
て
ブ
1
法
人
〉
聞
の
税
負
担
の
格
差
の
是
正
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
事
業

単
位
と
し
て
扱
う
限
度
に
お
い
て
税
の
効
果
を
中
立
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
未
分
配
利
潤
税
の
効
果
と
し
て
、
均
一

の
法
人
税
率
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
八
大
株
主

l
小
株
主
〉
聞
の
税
負
担
格
差
の
除
去
が
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
法
人
自
体
に
謀

(
3
)
 

税
す
る
方
式
を
採
る
限
り
個
人
の
担
税
力
に
完
全
に
応
じ
た
課
税
を
図
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
の
み

が
こ
れ
を
良
く
な
し
う
る
。
し
か
し
闘
な
ミ
「
〈
・
〉
h
h
N
S
S
F
q
判
決
以
来
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
に
基
づ
く
持
分
課
税
が
違
憲
視
さ

現
実
に
分
配
さ
れ
た
利
潤

そ
し
て
一
九
三
四
年
の
人
的
持
株
会
社
課
税
に
よ
っ
て
そ
の

九
一
七
年
に
一
度
試
み
ら
れ
、

れ
て
い
る
以
上
、
残
さ
れ
た
手
段
は
、
あ
く
ま
で
実
際
に
配
当
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
威
嚇
的
圧
力
を
加
え
て
、

ハ
4
)

に
累
進
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
こ
の
未
分
配
利
潤
税
は
、
「
強
制
配
当
方
式
」
に
類
似
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

る。



一
九
一
三
年
法
以
来
の
不
当
留
保
利
益
税
の
発
展
系
列
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
は
事
業
単
位
相
互
よ
り
は
、

業
体
を
構
成
す
る
個
人
、

第
二
の
稜
線
は

そ
の
事

つ
ま
り
八
個
人

i
パ
ー
ト
ナ
ー

l
株
主
〉
聞
の
】
諜
税
の
公
平
を
凶
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
町
帆
向
、
同
句
、
〈
・

h
h
R
H
円。ミ九

vq判
決
以
来
、
法
人
自
体
に
罰
則
的
威
嚇
を
加
え
て
配
当
支
払
を
強
制
す
る
と
い
う
間
接
的
方
式
に
変
質
し
て
い
た
。
し
か
し

こ
れ
さ
え
「
付
加
税
通
脱
の
意
図
」
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
の
要
件
故
に
、
幾
度
の
改
正
や
適
用
強
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
無

力
で
あ
っ
た
。
未
分
配
利
潤
税
は
、
そ
れ
ら
要
件
を
凡
て
不
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
三
四
年
の
人
的
持
株
会
社
課
税
を
最

〈

6
、

大
限
拡
張
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
未
分
配
利
潤
税
に
よ
っ
て
、
利
潤
の
大
部
分
を
留
保
し
て
い
る
法
人
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
る
大
株
主
に
打
撃
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
当
該
法
人
の
小
株
主
も
い
く
ら
か
の
損
害
を
被
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

が
、
小
株
主
は
も
と
も
と
法
人
の
経
営
権
を
奪
わ
れ
、
本
来
な
ら
ば
受
領
で
き
る
は
ず
の
配
当
を
減
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
未

分
配
利
潤
税
賦
謀
に
よ
っ
て
従
来
以
上
の
不
利
益
を
被
る
可
能
性
は
少
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第一ニ
m
り
稜
線
は
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
自
身
の
指
摘
し
た
ご
と
く
、
抜
け
穴
封
じ
込
め
に
よ
る
政
府
歳
入
の
橋
加
で
あ
る
が
、

」
の
占
山
に

同

つ
い
て
は
多
言
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。

アメリカに於ける法人税の発達

第
四
の
稜
線
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
系
譜
で
あ
る
。
留
保
利
潤
に
対
す
る
課
税
は
一
定
程
度
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税

の
代
替
た
る
役
割
を
は
た
す
。
こ
の
間
題
は
徐
々
に
そ
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、

は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
未
だ
十
分
論
議
さ
れ
る
ま
で
に

第
五
の
稜
線
は
、
税
制
の
簡
素
化
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
箇
所
を
か
え
て
、

や
や
詳
し
く
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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1
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ニ
の
点
に
つ
い
て
は
、
∞
戸
高
E
2・
。
、
.
円
た
よ
宅
-
ω
l
一
T
Y由民
「

t
p
毛
・
町
民
H

-

宅
・
主
l
品
∞
・
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
稿
前
出
、
五
九
六
頁
註

(
4
1

Q
-
H
N・0‘

m
m
C
・
(
リ
・
豆
長
。
ァ
毛
・
円
ご

J
3・ム一
o
l
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ζ
2
2・。、‘町民
H

-

甘
・
印
ツ
=
・

3
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C
R
F
a
-
P
E
E
-
-
3・
S
N
ω
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①
法
人
は
「
未
分
配
刺
潤
税
」
に
の
み
服
す
る
o

②
分
配
利
潤
(
配
当
及
び
そ
の
予
定
部
分
)
は
法
人
税
に
服
さ
ず
、
受
領
さ
れ
た
時

点
で
個
人
所
得
税
に
の
み
服
す
る
。
@
配
当
に
関
す
る
二
重
課
税
は
か
く
し
て
発
生
し
な
い
か
ら
、
法
人
及
び
個
人
に
対
す
る
受
取
配
当

控
除
措
置
は
廃
止
さ
れ
る
。
④
そ
の
他
の
一
切
の
法
人
課
税
は
廃
止
。

以
上
を
図
示
す
る
と
、
次
の
と
お
り
。

法
人
利
潤

株
主
の
受
取
配
当

他法人

干

¥
ワ
戸
」
d
u
R
町

ノ
ヌ
孫
自
手
小
・
3
A
H

未分配利潤 l

未
分
配
利
潤

分配利潤

同アメリカに於ける法人税の発達

〈
未
分
配
利
潤
税
〉

〈
個
人
所
得
税
〉

か
く
し
て
法
人
利
潤
は
、
分
配
利
潤
も
未
分
配
利
潤
も
た
だ
一
度
所
得
税
を
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
税
制
は
大
い
に
簡
素
化
さ
れ

る
と
と
も
に
、
分
配
部
分
に
関
す
る
限
り
、
一
切
の
他
の
所
得
と
の
税
負
担
の
格
差
は
是
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
こ

北法26(4・13)603

の
方
式
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
ほ
ど
に
完
全
と
は
い
え
な
い
が
、
法
人
を
独
立
の
課
税
主
体
と
し
て
承
認
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
以
上
、



説

く
前
進
さ
せ
る
一
方
、

真
に
止
む
を
得
な
い
次
善
の
方
式
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
o

か
く
し
て
こ
の
提
案
は
、
従
来
よ
り
試
み
ら
れ
た
税
制
簡
素
化
案
を
大
き

法
人
税
と
個
人
所
得
税
の
統
合
と
い
う
究
極
的
課
越
に
向
け
た
貴
重
な
第
一
歩
を
記
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
お
v

/、、

、ーノ

。3〈
2
・。、・町民同
J

℃

印

。

一

国

ω
一ァ。、
-
n
な
令
官
件
・

5

E円
円

r
q噌
℃

-
m
M
吋・)。
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論

議
会
に
お
け
る
攻
防
と
修
正

未
分
配
利
潤
税
の
評
価
を
め
ぐ
る
攻
防

米
分
配
利
潤
税
を
め
ぐ
る
政
治
的
攻
防
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
序
説
の
部
分
で
触
れ
た
。

」
こ
で
は
重
複
を

避
け
な
が
ら
、
「
理
論
」
闘
争
と
目
さ
れ
る
部
分
を
摘
出
し
、
審
議
経
過
を
追
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
提
案
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
受
け
い
れ
た
法
案
が
歳
入
小
委
員
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、

?
ド
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
教
書
発
表
三
週
間
後
の
三
月
二
六
日
で
あ
る
。

歳
入
委
員
会
に
提
出

さ
れ
た
の
が
、

ひ
き
続
き
コ
一
月
三

O
日
か
ら
四
月
七
日
に
渡
っ
て
公

聴
会
が
開
催
さ
れ
た
。
財
務
長
官
モ

l
ゲ
ン
ソ

l
は、

ハ
1
v

支
持
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
既
述
の
よ
う
に
公
聴
会
を
欠
席
し
た
た
め
に
、

」
の
法
案
に
も
と
も
と
気
乗
薄
で

大
統
領
が
欲
す
る
が
故
に
彼
も
こ
の
提
案
を

れ
た
。
彼
は
「
彼
の
な
し
う
る
最
善
を
、

弁
護
の
全
責
任
は
顧
問
役
の
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
に
委
ね
ら

円

2
v

い
や
お
そ
ら
く
何
人
か
が
な
し
う
る
最
善
を
つ
く
し
て
」
本
税
を
弁
護
し
た
が
、

」
こ
で
は
不

必
要
な
非
難
を
か
わ
す
た
め
に
、
本
税
の
提
案
に
は
タ
グ
ウ
ェ
ル
、

エ
ッ

y
レ
!
ズ
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
l
等
の
過
激
派
及
び
彼
本
人

法
人
の
巨
大
な
利
潤
留
保
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
過
大
貯
蓄
・
過
少
消
費
が
大
恐
慌
の
原
因
で
あ
る
こ

ハ
3
)

と
、
本
税
は
資
金
の
円
滑
な
流
動
と
適
正
配
分
に
効
果
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
。
財
務
省
の
正
式
の
代
表
者
は
、

も
闘
与
し
て
い
な
い
こ
と
、

ガ
イ
・
へ
ル
ヴ

ア
リ
ン
グ
歳
入
局
長
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
専
ら
税
負
担
の
公
平
と
歳
入
確
保
の
側
面
か
ら
本
税
を
弁
護
し
、
「
企
業
の
内
部
経
営
に
干
渉
」

〈

4
}

す
る
意
図
は
も
う
と
う
・
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。



四
月
二
一
日
、
歳
入
委
員
会
は
、
民
主
党
よ
り
な
る
多
数
決
を
も
っ
て
、
歳
入
小
委
員
会
案
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
可
決
し
た
が
、

報
告
書
の
中
で
は
、
未
分
配
利
潤
税
の
提
案
理
由
が
、
①
法
人
内
へ
の
利
潤
留
保
を
通
じ
た
個
人
に
よ
る
付
加
税
通
脱
の
防
止
、
②
〈
法

人
i
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

l
個
人
事
業
〉
聞
に
存
す
る
深
刻
な
不
公
正
の
排
除
、
③
現
行
法
人
税
率
に
起
因
す
る
大
法
人
と
小
法
人
間
の

不
公
正
の
排
除
、
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
共
和
党
員
よ
り
な
る
少
数
意
見
書
は
、
ま
ず
、
米
分
配
利
潤
税
の
欠
点
を
、
事
業
の
生
存
に
必
要
な
十
分
な
剰
余
金
の
蓄
積
を

妨
げ
、
不
況
失
業
克
服
に
必
要
な
事
業
拡
張
を
妨
げ
、
小
企
業
を
正
迫
し
、
法
人
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
、
健
全
な
所
得
課
税
原
則
を
侵
害

(
6
d
 

し
て
い
る
等
々
、
一
四
の
反
対
理
由
を
列
記
し
、
こ
の
提
案
が
タ
グ
ウ
エ
リ
ア
ン
哲
学
に
基
づ
く
共
産
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
非

難
し
、
更
に
財
務
長
官
モ
l
ゲ
ン
ソ
l
の
敵
前
逃
亡
行
為
に
ま
で
非
難
の
鋒
を
向
け
た
。

そ
の

ド
院
本
会
議
に
お
け
る
審
議
は
、

ド

l
ト
ン
歳
入
委
員
長
の
一
時
間
一
分
に
及
ぶ
長
大
な
趣
旨
説
明
の
後
開
始
さ
れ

四
月
二
一
日
、

た
ω

し
か
し
、
数
人
の
共
和
党
議
員
が
同
長
な
反
対
意
見
を
述
、
べ
た
も
の
の
、

大
部
分
の
議
員
は
二
三
六
頁
に
も
及
ぶ
法
案
の
内
容
を
ほ

伺

らと
れん
たへど
。豆理
解
で、

き
ず

ま
た
極
端
に
欠
席
が
め
だ
っ
中
で
、
本
法
案
は
四
月
二
九
日
、

上
院
に
送

さ
し
た
る
修
正
も
な
し
に
可
決
さ
れ
、

アメリカに於ける法人税の発達

」
の
公
聴
会
へ
財
界
は
満
々
た
る
自
信

さ
て
、
上
院
財
政
委
員
会
の
公
聴
会
は
四
月
三

O
日
i
五
月
一
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
が
、

を
も
っ
て
多
数
の
代
弁
者
を
送
り
込
み
、
未
分
配
利
潤
税
が
不
京
気
に
備
え
た
利
潤
留
保
を
阻
げ
、

小
企
業
の
成
長
を
阻
げ
て
独
占
形
成

あ
る
い
は
企
業
を
新
し
い
資
金
の
た
め
に
金
融
市
場
へ
追
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
家
を
銀
行
家
の
意
の
ま
ま
に
さ
せ
る

な
ど
の
攻
撃
を
執
槻
に
繰
り
返
し
た
。
下
院
案
を
支
持
し
た
の
は
わ
ず
か
に
財
務
省
関
係
者
の
み
で
あ
っ
た
が
、

を
胡
長
し
、

北法26(4・15)605

し
ぶ
し
ぶ
萱
場
し
た
モ

ー
ゲ
ン
ソ

l
は
、
提
案
の
目
的
が
付
加
税
遺
脱
防
止
に
あ
る
点
を
一
証
言
す
る
と
早
急
に
立
ち
去
り
、

繰
り
返
し
た
た
め
、
ま
た
し
て
も
反
対
者
達
の
あ
ら
ゆ
る
非
難
と
質
問
を
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
が
受
け
る
羽
目
に
な
っ
た
。

ヘ
ル
グ
ァ
リ
ン
グ
も
同
様
の
発
言
を

オ
リ
フ
ァ
ン
ト



説

は
、
不
当
留
保
利
益
税
や
人
的
持
株
会
社
課
税
が
不
十
分
な
以
上
、

〈
法
人

l
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

l
個
人
事
業
〉
聞
の
課
税
公
平
を
図

山

口問

る
た
め
に
未
分
配
利
潤
税
が
必
要
な
こ
と
、
恐
慌
の
緩
和
機
能
の
あ
る
こ
と
、
立
法
者
は
、

し
た
り
、
事
業
組
織
を
統
制
す
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
な
ど
を
必
死
に
主
張
し
た
が
v

彼
の
け
い
け
い
た
る
眼
光
と
重
厚
な
音
声
も
遂
に

法
人
利
潤
留
保
に
対
す
る
経
営
判
断
に
干
渉

北法26(4・16)606

保
守
的
な
財
政
委
員
会
を
動
か
す
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
多
数
メ
ン
バ
ー
は
財
界
の
猛
攻
に
動
揺
し
、
遂
に
下
院
法
案
を
拒
否
し
、

ブ
ラ
ッ
ク
、
ラ
フ
ォ
レ
ッ
ト
、
パ
ッ
ト
・
ハ
リ
ソ
ン
な
ど
が
猛
反
対

し
た
の
で
、
名
ば
か
り
の
法
人
留
保
税
を
法
案
に
付
け
加
え
、
上
院
本
会
議
に
提
出
し
た
。
財
政
委
員
会
は
、
そ
こ
で
様
々
の
理
由
を
あ

げ
て
下
院
案
に
反
対
し
て
い
る
が
、
主
た
る
も
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
下
院
案
は
歳
入
額
が
全
く
不
確
定
な
空
前
の
試
み
で

あ
る
こ
と
、
②
租
税
通
脱
に
使
用
さ
れ
な
い
多
く
の
法
人
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
、
③
新
規
法
人
の
成
長
を
妨
げ
る
、
④
不
十
分
な
剰

余
金
し
か
有
し
な
い
小
法
人
に
重
く
、
大
法
人
に
有
利
、
⑤
法
人
統
制
権
を
会
社
役
員
や
取
締
役
か
ら
政
府
の
立
法
部
門
へ
移
行
さ
せ

る
、
等
々
。

そ
の
代
り
法
人
所
得
税
の
増
額
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

六
月
二
日
よ
り
財
政
委
員
会
案
の
審
議
を
開
始
し
た
上
院
本
会
議
は
、
早
く
も
三
日
後
こ
の
提
案
を
可
決
し
た
が
、
下
院
に
比
較
す
る

と
白
熱
し
た
論
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
骨
抜
き
さ
れ
た
財
政
委
員
会
案
に
さ
え
、
共
和
党
及
び
民
主
党
の
一
部
の
議
員
は
猛
反
対
し
た

勺
よ
り
一
層
精
力
的
な
主
役
は
ブ
ラ
ッ
ク
と
ラ
フ
ォ
レ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
財
政
委
員
会
の
提
案
す
る
一
率
三
%
の
法
人
税
率

引
き
上
げ
と
七
%
の
留
保
利
潤
課
税
案
は
、
応
能
課
税
と
い
う
大
部
分
の
ア
メ
リ
カ
人
の
信
奉
す
る
租
税
原
則
に
違
反
し
、
ま
た
富
裕
者

の
付
加
税
遁
脱
を
防
止
し
え
な
い
こ
と
、
大
多
数
の
株
主
は
配
当
を
期
待
し
て
い
る
こ
崎
、
下
院
案
よ
り
も
財
政
委
案
の
方
が
よ
ほ
ど
差

別
的
に
重
い
税
負
担
を
小
法
人
に
課
し
て
い
る
こ
と
、
悪
し
き
経
営
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
の
巨
大
な
法
人
剰
余
を
規
制
す
る
必

要
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
狸
由
に
、

一
二
・
五
l
一
五
劣
よ
り
な
る
累
進
法
人
税
及
び
二

O
、

一二

O
Zの
二
段
階
の
税
率
よ
り
な
る
留
保
利

潤
課
税
案
を
修
正
案
と
し
て
提
出
し
た
。
こ
の
提
案
は
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
及
び
下
院
案
と
は
異
な
っ
て
法
人
税
廃
止
を
内
容
と
し
な
い



も
の
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
提
案
に
ほ
ぼ
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
大
多
数
の
議
員
が
欠
席
し
、
大

統
領
選
挙
を
ひ
か
え
て
早
期
閉
会
が
望
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
む
し
ろ
両
院
協
議
会
で
の
審
議
に
期
待
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
彼
ら

が
こ
の
修
正
案
を
撤
回
し
た
た
め
、
表
決
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

か
く
し
て
最
後
の
抗
争
の
舞
台
は
両
院
協
議
会
に
移
さ
れ
、
そ
こ
で
双
方
の
不
満
の
た
ち
こ
め
る
中
で
妥
協
が
図
ら
れ
た
が
、
大
統
領

の
圧
力
と
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
指
導
す
る
下
院
委
員
の
努
力
が
功
を
奏
し
、
か
な
り
緩
和
さ
れ
は
し
た
が
、
ど
う
に
か
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
提
案

の
外
形
を
止
め
る
法
案
が
作
成
さ
れ
、
こ
の
協
議
会
案
が
、
ひ
と
し
き
り
反
対
派
の
不
満
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
、
両
院
の
本
会
議
で
可
決

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
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四
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。
芯
色
町
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河
内
町
・
∞
一
一
印
・

n『・司
RM]
・
。
、
.
円
む
・
・
司
・
一
回
印
・

同

Mm己f
。
Mv
・
R
H
・
・
司
・
一
回
目
・
門
町
・
∞
口
。
。
ぉ
h
・
M
N
R・∞
O
口吋・

阿川・。
-
h
V
0・
。
・
∞
v
r
3
c
。、.円帆
H
J
H》・ミム匂山田己角川
}
L
2
・。
hv-
円む・・司・

N∞
UHM白
己
・
。
、
-
R
H
・・円
y
一回印・

シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
l
・
前
掲
書
、
四
一
九
|
四
二

O
頁、

E
z
f
§
・
門
戸
℃
・
一
回
目
・
な
お

MN・。・
h
v

の
・
。
・
呂
美
冬
毛
・

2
H
:
3・
ミ

T
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ケメリガに於ける法人税の発達
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説止 J 、
、

品
吋
白
・
参
照
。
各
種
の
財
界
の
代
表
者
、
か
一
証
言
し
た
が
、
そ
の
中
に
ま
じ
っ
て
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
商
工
会
議
所
代
表
明
門
主
月
・

3
5
E
E
の
名
前
が
み

え
る
〈
河
・

0
・
除
。
・

(γ

∞
rro可一。、・
2H-w
℃

-Aa一
唱
ロ
・
二
・
)
。

(
叩
〉
財
務
省
側
の
証
人
名
も
戸
。
-
b
の
・
。
・
∞

r
r
a・。、・
2
H
-
古

-
A
3・
D
U
・
に
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
プ
ラ
ッ
キ
ー
は
彼
ら
の
主
張
を
、
①

未
分
配
利
潤
税
は
、
独
占
を
助
長
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
小
法
人
た
優
遇
し
、
小
法
大
の
筒
潔
さ
が
財
務
経
営
、
殊
に
利
潤
の
再
投
資
に
有
利
で
あ

る
、
②
大
多
数
の
法
人
は
証
券
売
却
、
株
式
配
当
発
行
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
十
分
な
資
本
の
確
保
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
③
巨
大
な
剰
余

金
が
必
ず
し
も
配
当
、
賃
金
、
一
雇
用
の
維
持
を
保
証
す
る
と
は
限
ら
な
い
、
の
三
点
に
要
約
し
て
い
る
。
参
照
、
野
津
『
米
国
税
制
発
達
史
』
五
一
五

l
二
ハ
頁
、
H
V
ω

ロ
ア
毛
・
円
h
H
J

召
・
-
U
印
l
l
-
8
・

(
日
〉
目
巳
ァ
。
、
・

2
T
喜
一
u
m
l
一
号

ハ
ロ
〉
戸
。
-
b
o
-
h
-
∞
一
ω
r
q
e
毛
・
ミ
H
-
L
Y
当
?
∞

5
7
-
F
毛
・
円
た
よ
司

M

∞
山
E
z
f
。
hv

町民
H・4

ガ
・
一
均
一
シ
ュ
レ
江
ノ
ン
カ
l
・
前
掲
書
、
四

二
O
頁。

(
3
p
z
z
o
F
毛

2F-
司
N
?
p
z
ヶ
。
、
・

5
岨℃・

2
プ

ω
o
E
2
5
4
4・
q
h
H
'
w

宅

-MDTM一0
・
財
政
委
員
会
は
、
更
に
、
⑥
未
分
配
利
潤
税

は
事
業
拡
大
と
一
雇
用
を
遅
ら
せ
る
、
⑦
下
院
案
は
、
上
院
案
に
比
べ
て
不
安
定
で
よ
り
生
産
的
で
な
い
、
③
事
業
が
既
定
の
こ
と
と
し
て
い
る
税
体
系

の
突
然
の
変
更
を
も
た
ら
す
、
⑨
法
人
利
潤
と
法
人
拡
張
を
弱
め
、
結
局
課
税
ベ
ー
ス
を
狭
め
る
、
⑮
下
院
案
は
そ
れ
で
な
く
て
も
混
乱
し
て
い
る
所

得
税
法
を
更
に
複
雑
に
す
る
、
⑬
財
務
省
は
、
景
気
回
復
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
配
当
所
得
の
増
加
額
を
過
小
評
価
し
、
個
人
所
得
税
額
を
少
く
見

積
り
す
ぎ
て
い
る
、
等
の
理
由
も
あ
げ
て
い
る
(
∞
5
E
R
毛・
2
h
J

℃・NU・)。

(
川
門
)
そ
の
代
表
者
は
、
パ

l
ド
、
グ
ラ
ス
両
議
員
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
∞
u
h
g
h
・
河
内
町
・
8
勾
l
u
c
g
・
の
ウ
オ
ル
シ
ュ
議
員
の
論
議
を
参
照
さ
れ

た
い
。
そ
こ
に
は
全
国
の
産
業
界
か
ら
彼
に
送
ら
れ
て
き
た
多
数
の
書
簡
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

(
日
〉
∞
山
内
s
h
・
ぬ
R
-
∞
∞
一
。
|
∞
∞
二
・

(
日
)
=
ミ
・
3
8
お
1
8
お
・
8
8
l
u
ロ
ミ
・

(
げ

)isミ
J

H

》
∞
∞
一
品
・
こ
れ
は
、
彼
ら
が
上
院
財
政
委
員
会
報
告
少
数
意
見
書
に
お
い
て
提
案
し
た
も
の
(
E
口
ケ
主
-
号
よ
司

-
S∞
・
)
と
基
本
的
に

同
一
の
も
の
と
み
て
よ
い
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
下
院
案
は
あ
ま
り
に
複
雑
で
あ
る
と
い
う
欠
点
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ベ
イ
リ
l
議
員
が
執
働
に

食
い
さ
が
っ
た
よ
う
に
(
宮
内
u
g
h
-
同

N
R
-
g
Z
I
g
-
印
)
、
，
フ
ラ
ッ
ク
H
ラ
フ
オ
レ
ヅ
ト
提
案
は
、
法
人
税
の
全
廃
を
含
ま
な
い
点
に
お
い
て
、

ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
提
案
及
び
下
院
案
と
は
性
格
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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(
同
〉
∞
Q

門

u
g
h
-
H出

R
-
U
D印
N

え

H

N

0

・

b
o
-
n
-
E
p
r
q・。、・
2
h
w
七
・
ム
コ
・

3
戸
山
ア
。
、
-
R同J

℃・一回∞・

(
げ
)
阿
川
・

0
・

b
o
p
巴
尖
弓
・

ξ
・
町
民
同
;
匂
・
ミ
プ

F
=ア
毛
・
円
h
H
J

古
一
泊
∞
一
シ
ユ
レ
ジ
ン
ガ

l
・
前
掲
書
、
四
二

O
頁
。
一
一
一
名
の
共
和
尚
易
委
員

は
署
名
を
拒
否
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
及
び
ウ
オ
ル
シ
ュ
雨
上
院
議
員
は
少
数
報
告
書
を
提
出
し
て
抵
抗
し
た
。
そ
の
全
文
は
∞
〕
の

sh-
局、

n
-
-
o
-
8
1

呂
志
子
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
m
ω
)
H
N
・
0
・
h
V
0・
(υ

・
∞
F
r
a
-
毛
・
町
民
H
J

宅
・
ム
コ
ー
ミ
∞

u
p
Eニ2
・。、・

2
.
?
司

ω↓

hEz--
も
・
町
民
同
・
・
℃
-
一
回
∞
・

修
正
に
よ
る
未
分
配
利
潤
税
の
不
純
化

一
層
重
要
な
問
題
は
、
右
記
の
よ
う
な
波
乱
を
き
わ
め
た
審
議
経
過
の
中
で
、

相
互
密
接
に
連
関
し
た
論
理
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
た
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
未
分
配
利
潤
税
構
想
が
、
如
何
な
る
変
容
を
被
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
変
容
経
過
を
た
ど
る

さ
て
、

こ
と
に
し
よ
う
ο

下
院
歳
入
小
委
員
会
及
び
全
体
委
員
会
作
成
の
原
集
の
骨
子
は
、
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。

現
行
の
法
人
(
一
所
得
)
税
を
全
廃
し
、
法
人
に
は
、
法
人
の
調
整
純
所
得
に
対
す
る
未
分
配
利
潤
額
の
割
合
に
応
じ
て
、
法
人
純

同

①
 所

得
に
付
加
税
を
課
す
。

②
税
率
は
、
一
万
ド
ル
以
下
の
純
所
得
法
人
に
は
一

l
二
九
・
七
%
、

累
進
税
率
と
す
る
。

四
l
四
二
・
五
%
の

一
万
ド
ル
以
上
の
純
所
得
法
人
に
は
、

アメりカすこ於lずる法人税の発達

③ 

調
整
純
所
得
は
、
純
所
得
よ
り
公
債
利
子
を
減
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
法
人
よ
り
の
受
取
配
当
額
は
控
除
で
き
な
い
。
未
分
配

純
所
得
は
、
更
に
未
分
配
利
潤
税
、
支
払
配
当
額
を
減
じ
て
算
出
す
る
。
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④ 

分
配
利
潤
(
配
当
)
に
は
法
人
税
を
謀
さ
ず
、
株
主
段
階
で
、
普
通
所
得
税
、
付
加
所
得
税
を
課
す
(
個
人
の
受
取
配
当
控
除
の

廃
止
〉
。

⑤
 
銀
行
、
信
託
会
社
、
破
産
会
社
に
は
、
純
一
所
得
に
対
し
て
一
五
%
の
定
税
率
を
適
用
す
る
。
外
国
会
社
も
一
率
に
二
二
・
五
%
と



説

す
る
。
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⑥ 

配
当
支
払
制
限
契
約
を
株
主
と
の
聞
に
締
結
し
て
い
る
法
人
に
は
、
支
払
禁
止
額
に
等
し
い
調
整
純
所
得
に
は
二
二
・
五
%
の
税

を
、
そ
れ
以
外
の
未
分
配
利
潤
に
は
未
分
配
利
潤
税
を
課
す
。

別
表
の
税
率
表
に
よ
り
、
配
当
可
能
利
潤
を
欠
く
法
人
は
救
済
さ
れ
る
。

法
人
資
本
税
、
超
過
利
潤
税
は
廃
止
。

。議

⑦ ③ 下
院
本
会
議
は
、
⑥
の
税
率
を
一
五
%
に
引
き
下
げ
た
ほ
か
に
、
二
点
に
わ
た
る
簡
単
な
修
正
の
後
、
右
課
税
案
を
承
認
し
た
。

根
本
的
修
正
は
、
上
院
財
政
委
員
会
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
が
、
骨
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
お

さ
て

現
行
法
人
税
は
廃
止
せ
ず
、
法
人
税
の
累
進
税
率
に
一
律
三
%
の
上
積
み
を
行
う
。

未
分
配
利
潤
税
率
は
七
芹
と
す
る
。

個
人
受
取
配
当
控
除
は
廃
止
す
る
。

法
人
資
本
税
、
超
過
利
潤
税
は
廃
止
し
な
い
。

確
か
に
、
上
院
財
政
委
員
会
案
も
、
従
来
の
歴
史
的
経
過
を
知
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
特
に
②
、
③
の
点
で
評
価
す
べ
き
も
の
を
含
ん

で
い
る
。
②
は
、
二

0
年
代
初
頭
の

T
・

s
・
ア
ダ
ム
ス
の
提
案
に
ほ
ぼ
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
③
は
、
従
来
か
た
く
な
に
受
取
配

当
控
除
廃
止
を
拒
ん
で
き
た
上
院
が
、
配
当
二
重
課
税
を
是
認
し
た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
勺
し
か
し
こ
の
上
院
財
政
委
員

会
案
の
最
大
の
問
題
点
は
、
下
院
案
に
み
ら
れ
る
〈
法
人

i
個
人
〉
税
制
の
統
合
と
簡
素
化
の
理
念
を
全
く
無
視
し
、
そ
れ
ら
を
単
に
法

人
課
税
及
び
配
当
課
税
の
強
化
、
留
保
利
潤
へ
の
課
税
と
い
う
問
題
に
す
り
か
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
従
っ
て
〈
法
人
税
廃
止
l
未
分
配

① ④③②  
刺
潤
税
新
設
l
受
取
配
当
控
除
廃
止
〉
の
三
位
一
体
の
論
理
的
連
関
は
全
く
失
わ
れ
、
そ
れ
ら
が
個
々
ば
ら
ば
ら
に
導
入
さ
れ
て
、

層

多
く
の
混
乱
と
不
公
正
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
配
当
二
重
課
税
に
つ
い
て
み
る
と
、

下
院
案
で
は
法
人
税
が
廃
止
さ
れ
る
か



ら
、
二
重
課
税
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
上
院
財
政
委
員
会
は
〈
留
保
利
潤
課
税

l
受
取
配
当
控
除
廃
止
〉
の
み
を
採
用
し
た
か
ら
、
配
当

の
み
な
ら
ず
留
保
利
潤
に
対
し
て
も
二
重
課
税
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
な
税
制
が
下
院
案
以
上
に
中
小
企
業
を
保
護
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
か
ど
う
か
は
多
分
に
疑
問
で
あ
る
。
但
し
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
上
院
財
政
委
員
会
が
受
取
配
当
控
除
廃
止
を
受
け
容
れ
た

こ
と
は
、
多
分
に
無
理
解
と
妥
協
の
副
産
物
と
い
う
感
が
強
い
が
、
所
得
税
法
導
入
以
来
、
は
じ
め
て
配
当
二
重
課
税
の
タ
ブ
ー
が
打
ち

破
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
点
で
そ
の
意
義
は
大
き
い
。
こ
こ
に
富
裕
者
、
資
産
所
得
者
重
課
の
た
め
に
は
ら
わ
れ
て
き
た
一
般
世
論
、
議
会

の
進
歩
派
の
努
力
が
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
成
果
も
、
従
来
の
経
緯
を
無
視
し
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
上
院
財
政
委
員
会
案
は
、
初
原
の
構
想
を
大
き
く
は
ず
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
法
人
税
を
廃
止
し
な
い
以
上
、

一
定
税
率
に
よ
る
留
保
利
潤
税
も
「
い
く
ら
か
の
妥
協
が
不
可
避
」
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る

七
%
と
い
う本

稿
二
四
巻
二
号
一
ニ
一
一

l
二
頁
の
、

T
-
s
・
ア
ダ
ム
ス
提
案
を
想
起
せ
よ
〉
。
し
か
し
な
が
ら
三
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
の
場
合
に
は
、

両
院
協
議
会
で
原
則
を
無
視
し
た
妥
協
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
結
果
は
一
一
層
悲
惨
な
も
の
と
な
っ
た
。
即
ち
、

フ
ェ
ア
チ
ヤ
イ
ル
ド
的

同

留
保
利
潤
税
案
と
ア
ダ
ム
ス
的
留
保
利
潤
税
案
と
い
う
原
理
的
に
相
容
れ
な
い
、

一
に
あ
る
両
原
ト
勲
一
川
相
互
に
つ
き
あ
わ
さ
れ
、
ば
ら
ば
ら
に
取
捨
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

混
乱
は
極
度
に
増
大
す
る
こ
と
に
な
っ

そ
の
点
で
セ
ッ
ト
と
し
て
の
み
採
用
さ
る
べ
き
二
者
択

アメリカに於ける法人税の発達

た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
両
院
協
議
会
に
お
い
て
、
未
分
配
利
潤
税
率
は
七

i
二
七
広
に
大
き
く
引
き
下
げ
ら
れ
た
も
の
の
復
活
し
、

い
ず
れ
も
累
進
税
率
よ
り
な
る
法
人
税
と
未
分
配
利
潤
税
が
併
存
す
る
と
い
う
、

前
後
に
例
を
み
な
い
、
何
人
も
予
想
し
な
か
っ
た
税
制
が
出
来
上
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
や
法
人
は
、
法
人
税
、
法
人
資
本
税
、
超
過
利
潤

ま
た
法
人
税
は
麗
止
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、

北法26(4・21)611

税
の
他
に
、
複
雑
難
解
に
し
て
、

一
般
納
税
者
、
上
下
両
院
議
員
は
も
と
よ
り
、
租
税
学
者
、
会
計
士
さ
え
容
易
に
理
解
で
き
な
い
未
分

配
利
潤
税
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ュ
I
ラ

l
は
嘆
息
し
て
い
う
、
コ
ニ
三
年
以
降
、
多
く
の
新
し
い
混
乱
し
た
税
法
が
制
定
さ

れ
た
。
翌
年
ど
ん
な
新
た
な
租
税
変
更
が
な
さ
れ
る
の
か
を
、
誰
も
予
言
で
き
な
い
。
納
税
者
が
新
し
い
税
(
特
に
複
雑
な
税
が
早
急
な



説

時
期
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
時
〉
を
調
整
す
る
た
め
の
、
相
当
の
期
間
が
要
求
さ
れ
て
い
る
」
。
し
か
る
に
三
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
は
、
「
連

邦
議
会
が
か
つ
て
可
決
し
た
う
ち
で
最
も
混
乱
し
た
税
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
結
果
は
、
し
か
し
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
自
身
が
望
ん
だ
も

さき£与
両咽

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
猛
反
対
運
動
を
繰
り
返
し
た
実
業
界
・
財
界
の
労
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

円
以
・
河
・
。
・
除
。
・
。
・
包
ω
r
q
-
も
・
ミ
て
苦
'
A
吋
丁
目
当
N
U
F喜一
2
・。、・

5
・
L叩
-
M中
l
M
m
u
ω
2
L
E
g
-

毛
-
n
a
-
-
3
・
N
8
1
8円

M
二
i
M
一ω
-
M
-
m
l
l
M
一
回
日
野
洋
・
前
掲
書
、
五
一
一

l
五
一
二
頁
。

〈

2
)

∞戸喜一
2
・
§
・
門
誌

J
3・
N吋
l
N∞
山
野
津
・
前
掲
謡
、
五
一
一
一
一
頁
。

(
3
)
F
o
r
-
R
毛

門

戸

芸
-

M

∞
l
N田
町
野
津
・
前
掲
書
、
五
二

O
!五
二
一
頁
。

(
4
)

こ
れ
が
財
界
・
共
和
党
の
影
響
力
に
よ
っ
て
よ
び
起
さ
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
皮
肉
な
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
(
の
お
l

『

6
2
・。
k
v

・
町
民
同
よ
司
・
ム
・
)
。

(
5
)

本
稿
、
二
四
泳
三
号
三
一
二
頁
。

(
6
)
F
F
g
g
H
H
d
-
吋

E
E
L
S
E
a
E
S
A
ミ。
E
F
}
Y
Mプ
Z
E
T
E
-
W
O
R
E
S
-
ミ
ミ
司
お
(
U
C

も
守
主
S
E
a
-
R
F
宅
-
m∞
中
i

2
0
u
〈
'
ヱ
目

ω
r
E
U『
-
R
Z命毛句お円円
G
Z
E
司
め
ハ
}
ぬ

E
-
H
D
n
O
B
命、円
ω
u
E
C
D
D
u
w
w
m
N
h
k山町内号、・

M
ムNUMht~(-uω
由〉・

ハ
7
〉
∞
戸
凶
作

E
R
も
・
町
民
H
L
3
・
N
O吋
i
N
口∞・

ハ
8
〉

MN
・
0

白
川
河
・
の
呂
美
冬
、
吋
宮
町
，

E
司品目

N
S
S
君
。
吋
Q
H
W
H
Y
A
N
ω
L
M白
島
・
前
掲
論
文
、
二
二
八
頁
。

第
二
款

未

分

配

利

潤

税

の

構

造

と

欠

陥

未
分
配
利
潤
税
の
法
的
構
造

課
税
所
得
の
算
定
手
続

未
分
配
利
潤
税
は
、
表
題
ど
お
り
「
未
分
配
利
潤
」
に
課
税
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

ら
れ
る
「
調
整
純
所
得
」
合
去

E
芯
仏
ロ
2
5
8
5
m
)
に
対
す
る
「
未
分
配
純
所
得
」

(
C
E
U
E
E門
主
ロ
2
2
8
5与
の
割
合
に
応
じ

「
純
所
得
」

に
各
種
の
控
除
と
調
整
を
施
し
て
得

北法26(4・22)61Z 



て
、
「
純
所
得
」
に
課
税
さ
れ
る
。
即
ち
「
未
分
配
純
所
得
で
計
ら
れ
た
額
で
あ
る
が
、
『
法
人
純
所
得
』
に
課
税
さ
れ
る
」
税
で
あ
る
。

「
調
整
純
所
得
」
と
は
「
純
所
得
」
よ
り
通
常
法
人
税
、
二
六
条
例
項
の
公
債
利
子
、
同
刷
、
制
項
で
認
め
ら
れ
た
一
定
持
株
会
社
、

国
民
抵
当
協
会

7
E
F
0
5
7
5円
高
指
骨
出
回
日

2
z
t
oロ
)
へ
の
控
除
を
差
し
引
い
た
額
で
あ
る
。
「
未
分
配
純
所
得
」
は
「
調
整
純
所
得
」

よ
り
更
に
、
二
七
条
規
定
の
「
支
払
配
当
控
除
」
合
同
色
広
町

2
去
三
骨
三
官
三
)
及
び
二
六
条
の
「
配
当
支
払
制
限
契
約
」

(
g
E
E円仲間

門
町
三
門
戸
円
江
口
問
}
富
山
、
百
四
国
民

C
町内
k
i号
ロ
仏
)
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
特
別
控
除
を
差
し
引
い
た
も
の
で
あ
る
“
つ
ま
り
配
当
支
払
を
多
く
す

る
こ
と
に
よ
り
「
未
分
配
純
所
得
」
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
「
調
整
純
所
得
」
に
対
す
る
「
未
分
配
純
所
得
」
の
割
合
も
逓
減
し
て
、

税

同

負
担
の
軽
減
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
「
支
払
配
当
控
除
」
の
内
容
は
次
に
詳
し
く
み
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
現
金
配
当
の
他
に
、

株
式
、
財
産
、
社
債
に
よ
る
配
当
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
株
主
の
課
税
所
得
を
構
成
す
る
限
り
控
除
を
認
め
ら
れ
、
ま
た
課
税
年
度
内
の
支

払
配
当
額
が
(
未
分
配
利
潤
税
の
軽
減
節
税
を
図
っ
て
)
「
調
整
純
所
得
」
を
超
過
し
た
時
に
は
、
超
過
額
は
二
年
の
繰
越
控
除
を
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
の
み
を
、
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
「
配
当
支
払
制
限
契
約
」
に
対
す
る
特
別
控
除
は
、
一
九
三
六
年
五
月
一
日
以
前

に
債
務
の
履
行
の
た
め
に
利
潤
利
得
の
一
部
の
配
当
を
制
限
す
る
契
約
(
但
し
書
面
に
よ
る
こ
と
)
が
締
結
さ
れ
て
い
た
場
合
に
、
現
実

に
支
払
わ
れ
取
り
除
か
れ
た
負
債
額
の
控
除
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
負
貸
会
社
の
救
済
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

銀
行
、
破
産
乃
至
支
払
不
能
法
人
、
保
険
会
社
、
二
五
一
条
の
特
権
を
認
め
ら
れ
る
法
人
、

アメリカに於ける法人税の発達

一
九
二
二
年
の
中
国
取
引
法
に
よ
っ
て
組

織
さ
れ
た
法
人
及
び
連
邦
農
業
貸
付
法
に
よ
る
土
地
銀
行

G
O
F
E
皆

2
r
c
z
ω
g
r
m
2
m
g
p
N包

E
骨
円
子
巾
吋
色
四
日
戸
司

2
5

F
O
白
ロ
〉
三
)
は
、
未
分
配
利
潤
税
を
免
除
さ
れ
る
。
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(
l
)

条
文
の
内
容
及
び
解
釈
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
∞
E
Z
F
も・

5
・u

℃
・
昌
弘
司
A
-
L向
-
E
S
P
E
E
-
E
J『
宮
回
E
Z
g
c
E
Eユ
}
E
g
L

p
c『5
0『の
2
3
2
2
0口
¥
w
h品
目

M
1
Q

町
内
ト
~
・
一
戸
一
回

(
-
8
3
一宮
R
Eロ・。
h
v

・
町
民
?
司

-
g
z
m
o』
-
L
L
-
F
-
Y向。
H
h
R
s
・
-
a
F
P
E
g
g
g丹
え

の
8
5
-
U
H凶
E
r
=
Z
2
5
Cロ
L
q
子

何

回

凶

作

〈

2
5
〉
円
円
三
一
回
ω白
¥
J
由一~~・入山
R
H町、・

ωω
ム(一

g
m〉
U

H

N

・
出
・
玄
O

口門司
0
5
2子
R

吋
宮
、
吋
E
Cロ
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C
E
E片
手
己
主

F
g
s
p
a
-
印
同
号
d-HWE-NNS-
一
U
-
N吋i
N∞ハ
-
8
3
二凶
g
B
1・
。
、
・
円
む
よ
同
y
N
A
N・
の
他
に
、

g
h
a
g
H・
ト
・
河
内
d
・

5
2
C
a
e
n
g
同
司
e
-
h・
M
N
S
ω
ω
N
(
-
8
3
H
g
q・
、
白
-
h
-
N
N
E
-
g
c
s
e
・
の

H
h
m
u
z
z
g
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
2
〉
但
し
、
こ
の
点
の
理
解
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
る

o
Q
-
r
m
F
。。一

B
・
L
・
5
Nご
河
内
ロ
E
n
g
-
も・

5
ニ
宅
-
-
u
l
N
O
山富
E
F
A
C
T

宮
E

5

3

5

5
含
同
Z
H
N
0
8
3
5
〉
円
件
。
ご
∞
ω?uw
玉
P
H
h
h品
・
宝
0・
由
主
(
一
回
ω∞〉・

(
3
)

閣
一
品
会
〉
(
一
〉
・
こ
の
際
、
法
人
税
、
超
過
利
潤
税
の
場
合
と
は
異
な
り
、
法
人
よ
り
の
受
取
配
当
は
全
額
純
所
得
に
算
入
さ
れ
る
。

〈
4
〉
四
一
品
(
白
)
〈
M
)

・

(
5
〉

(uh・
冨
科
目
口
"
も
・
円
h
H
J
3・
ωω
中

|ω
ム

D
L・
ω・
帯
広
2
2・
E
C
E
2
E
r
c
E
早
急
円
ω

吋
z
p
c
r
r
S
U
M
-
品
叫

aE
』

hah-
品印
ω・
念
日
・

h

宇田吋(一回一凶町一)・

ハ
6
〉

ωnF
仏ヨ
E
-
p
tに
お
な
詰
阿
古
。
ミ
。
『
町
内
件
宮
内
・
吋
Q
N
h
a
g
M・
3
・
M-mlMM0
・円
{
-
Y
向
門
戸
母

2
・。見
v
・

s・-ヲ
ω
ω
m
l
g
u
u
r
E
B
E
-

二
吋
B
N
〉

hah-
品目
l
A印印・

(
7
)
掛
玉

(
6
・
銀
行
及
び
保
険
会
社
は
、
預
金
者
、
保
険
加
入
者
の
た
め
に
利
潤
を
留
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
未
分
配
利
潤
税
を
賦
課
す
る
の
は
適
当

で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
な
お
、
外
国
法
人
以
外
の
免
税
会
社
は
上
院
財
政
委
員
会
で
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
最
後
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ

ク
土
地
銀
行
は
両
院
協
議
会
で
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
々
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

ω。片山
E
g
w
t
h
p
同
主
号
、
二
必
-
N一N
!日一

T
F
O間
宮

{
u
o
-
Z
E
-
-
℃
お
M
M
W

出-一
0

・
を
参
照
。
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論

税
率
は
、
調
整
純
所
得
に
対
す
る
未
分
配
純
所
得
の
割
合
に
応
じ
て
、
累
進
税
率
よ
り
な
る
。

ま
た
調
整
純
所
得
五
万
ド
ル
以
下

の
法
人
に
対
し
て
は
、
留
保
割
合
が
調
整
純
所
得
の
一

O
%を
超
過
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

五

0
0
0ド
ル
を
超
過
し
な
い
額
に
つ
い

て
は
、
特
別
控
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

円

2
》

い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
中
小
企
業
の
税
負
担
が
、
幾
莫
か
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

次
に
税
率
表
を
掲
げ
、

そ
れ
を
下
院
通
過
案
と
比
較
し
て
み
よ
う
。



「ム!未分配
|悦!純所得
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20%: '円
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同

[毒糾謀署
調整純所得 1./

一lyrF山川叫山ド古1斗v主4平午|トドムr万ド判
4%引
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10% 

率

1% 

29.7 
% 

税

アメリカに於ける法人税の発達

40% 
以下

印%
以下

603百
以上

17 
% 

27 
% 

57.5 
Z以上

70.3 
%以上

42.5 
M 

こ
れ
よ
り
判
明
す
る
よ
う
に
、
下
院
案
(
左
図
〉
は
法
人
を
調
整
純
所
得
に
よ
っ
て
一
万
ド
ル
以
上
と
以
下
に
二
分
し
、
前
者
に
は
留

保
率
の
最
高
プ
ラ
ケ
ッ
ト
を
五
七
・
五
%
に
止
め
な
が
ら
四
二
・
五
%
の
高
税
率
を
適
用
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
対
し
て
は
七

0
・

三
%
の
留
保
率
を
最
高
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
と
し
つ
つ
な
お
税
率
を
二
九
・
七
%
と
す
る
な
ど
、
細
か
い
配
慮
が
み
ら
れ
る
。
成
立
案
は
、
税
率

中
小
法
人
へ
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を
大
幅
に
引
き
下
げ
た
が
、
そ
れ
は
細
か
い
累
進
税
構
造
を
廃
し
、
専
ら
大
法
人
へ
の
適
用
税
率
を
引
き
下
げ
た
だ
け
で
、

の
適
用
税
率
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
る
。
結
局
、
成
立
し
た
未
分
配
利
潤
税
は
、

中
小
法
人
に
相
対
的
に
重
く
な
る
よ



説

結
果
だ
と
す
る
な
ら
、

こ
れ
が
下
院
案
は
中
小
法
人
に
重
い
負
担
を
課
す
と
し
て
下
院
案
に
反
対
し
て
上
院
で
修
正
さ
れ
た

そ
の
不
合
理
性
が
特
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
低
税
率
で
、
大
法
人
及
び
大
所
得
者
の

お
お
い
に
疑
問
と
い
え
よ
う
。

北法26(4・26)616

う
改
悪
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

ミム
員同

支
配
管
理
す
る
法
人
に
利
潤
分
配
を
強
要
で
き
る
か
ど
う
か
も
、

〆声、、 r、

2 1 、J 、、ーノ

湖一ムーハゲ)・。『・

ω常
ヨ
同
v
y

。kv
・ミ
F
-
ヲ

Nム∞・

由
一
ム
(
円
〉
-
E
o
E
門
戸
。
r
p
も
・
町
民
H
J
官
民
一

ω件。
5
1
u
も
・
1
H
J
宅
・
M
A
U
l
N
印

O
U
C悶
F
E
J
3
・
∞
吋
|
∞
∞
・
し
か
し
「
a
z
-
n
D
E
B
-

℃
-
G
N
印
・
は
、
高
額
正
味
財
産
及
び
通
常
高
利
潤
を
得
て
い
る
法
人
は
確
実
に
資
本
を
保
持
し
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
期
利
益
の
判
断
の
み
で
特
別

控
除
を
認
め
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
合
理
性
が
な
い
と
し
て
、
こ
の
方
式
に
反
対
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
特
別
控
除
を
規
定
し
た
条
文
は
表
現
が

難
解
で
解
釈
が
わ
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

Z
E
e
-
n
F
F
も
・
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2
y
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ω
L
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v
o
r
E
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・
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円
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F

E
-
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℃
・
由
0

・
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対
立
を
参
照
。

(
3
〉
(
い
町
・
呂
美
弓
唱
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T
M
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-
N凶
E為

-
h
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吋
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回
E
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支
払
配
当
控
除
と
そ
の
利
用
価
値

支
払
配
当
控
除
の
内
容

未
分
配
利
潤
税
率
は
、
以
上
の
よ
う
に
累
進
税
率
よ
り
な
り
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
利
潤
分
配
を
増
加
さ
せ
、
留
保
割
合
を
減

少
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
税
負
担
を
軽
減
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
装
置
が
「
支
払
配
当
控
除
」
な
の
で
あ
る
。

さ
て
支
払
配
当
控
除
は
二
七
条
に
規
定
さ
れ
、
調
整
純
所
得
よ
り
未
分
配
純
所
得
の
算
出
過
程
で
控
除
さ
れ
る
が
山
二
七
条
に
よ
れ

ば
、
現
金
配
当
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
現
物
配
当
、
債
券
配
当
も
控
除
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
一
一
五
条
的
の
規
定
に
従
い
「
合
衆
国
憲
法

(
4
)
 

修
正
二
ハ
条
の
意
味
内
に
お
い
て
株
主
に
対
す
る
所
得
を
構
成
す
る
」
株
式
配
当
、
更
に
は
「
凶
株
式
と
、
も
し
選
択
さ
れ
ず
に
分
配
さ

倒
現
金
又
は
財
産
」
と
の
選
択
権
が
株
主
に
与
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、

れ
た
場
合
に
税
を
免
除
さ
れ
る
種
類
の
株
式
を
取
得
す
る
権
利
、



そ
の
株
式
も
課
税
株
式
配
当
と
し
て
扱
わ
れ
、
控
除
の
対
象
と
な
る
。

〈

1
)

〈

2
)
(
3
)
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〈
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〉

円
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間
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・

(
U
C
T
H
E
-
-
Z・
一

ω
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戸
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山
間

E

勺

pw
℃
一
(
〕

0
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期
一
品
(
白
)
戸
一
~
)
・

期

日

吋

ハ

ロ

γ
(
c
γ
(
L
Y
(
o
一)-

m
二

印

(

『

)

(

』

〉

・

湖

一

一

印

(

「
)

(

M

〉

・

資
本
金
組
入
れ
と
支
払
配
当
控
除

侍

か
く
し
て
未
分
配
利
潤
税
負
担
を
如
何
に
軽
減
す
る
か
に
腐
心
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

現
金
配
当
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
二

0
年
代
の
安
易
で
放
漫
な
「
す
き
か
え
し
」

(
1
0
若
宮
島
〉
と
い
わ
れ
る
利
潤
留
保
と
再
投

資
経
営
に
探
く
染
っ
た
経
営
感
覚
は
容
易
に
捨
て
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
は
三

0
年
代
に
至
っ
て
も
利
潤
留
保
政
策
を
一
.
偶
発
損

失
及
び
将
米
の
事
業
拡
張
の
資
金
源
と
し
て
の
内
話
留
保
の
必
要
性
」
と
い
う
名
目
で
弁
護
し
、
譲
歩
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、

一二

0
年
代
の
恐
慌
期
に
あ
っ
て
、
特
に
中
小
法
人
は
資
金
に
欠
乏
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
必
要
性
は
大
き
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

ま
た
、
例
え
ば
法
人
利
潤
が
現
金
収
入
と
い
う
形
式
を
と
ら
ず
に
、
固
定
資
産
価
格
の
増
加
、
負
債
額
の
減
少
な
ど
に
よ
っ
て
発
生
し

た
場
合
の
よ
う
に
、
現
金
配
当
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
予
想
さ
れ
う
る
。

か
く
し
て
現
金
配
当
は
経
営
者
の
保
守
的
感
覚
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
経
営
者
は
別
の
手
段
を
探
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際

現
金
配
当
以
外
の
株
式
配
当
、
債
券
配
当
な
ど
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は
配
当
と
称
し
て
も
現
金
を
実
際
に
分

配
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
金
は
法
人
内
に
留
保
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
若
干
詳
し
く
み
る
こ
と
に
し
ょ

北法26(4・27)617

法
人
経
活
者
は
、

そ
の
際
最
も
簡
単
な
方
法
は

アメリカに於ける法人税の発達

う
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・
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g
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印
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E
日
P
も・

2
H
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ωω
中
lω
勾
一
男
民
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ω
口
Z
E
E
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E
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E
S
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Z
吋
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;合

(

一

)

株
式
配
当
の
利
用
|
|
従
来
、
株
主
の
配
当
へ
の
欲
求
を
満
た
し
つ
つ
、

経
営
者
が
自
由
に
処
分
し
う
る
利
潤
を
留
保
す
る
手

段
と
し
て
多
用
さ
れ
た
の
が
、
株
式
配
当
(
ス
土
ッ
ク
・
デ
ィ
ピ
デ
ン
ド
)
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
経
営
者
が
株
式
配
当
が
株
主
の
課
税
所

得
と
な
ら
な
い
こ
と
を
望
む
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
町
民
同
諸
問
「
〈
・
足

R
C司
与
ミ
判
決
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
か
く
じ
て

こ

0
年
代
に
は
株
式
配
当
の
大
流
行
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
は
、
そ
の
利
害
状
況
を
逆
転
さ

つ
ま
り
支
払
配
当
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
「
株
主
に
対
す
る
所
得
を
構
成
」
す
る
株
式
配
当
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

〈

2
v

営
者
は
、
株
式
配
当
が
む
し
ろ
個
人
所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
ま
た
、
最
高

せ
た
。

経

裁
よ
り
救
い
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
未
分
配
利
潤
税
が
連
邦
議
会
で
可
決
さ
れ
る
以
前
に
、
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
下
さ
れ

た
「
爆
弾
に
も
み
え
た
」
内

2
と
お
誌
、
ぐ
岡
正
ミ
ヱ
司
h

判
決
な
の
で
あ
る
。

同
町
民
宮
内
「
〈

-hhhHSS~vq
判
決
で
は
、
実
は
普
通
株
の
み
が
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
に
対
し
て
普
通
株
を
も
っ
て
な
さ
れ
る

株
式
配
当
の
所
得
性
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
最
高
裁
判
所
は
そ
の
場
合
の
株
式
配
当
を
非
課
税
と
宣
言
し
た
。
し
か
し
一
般
に
同
ご
苫
旬
、

〈
・
〉
h
b
g
S
F
町
、
判
決
は
株
式
配
当
一
般
を
非
課
税
と
し
た
も
の
と
受
け
と
ら
れ
、
議
会
も
か
く
解
し
て
一
九
一
一
一
年
の
歳
入
法
で
す
ベ

ハ
4
v

て
の
株
式
配
当
を
非
課
税
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
同
ご
司
、
、
〈
・
ミ

b
S宮
守
ミ
判
決
の
適
用
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
す
る



同

見
解
が
強
く
な
り
、
三
三
年
の
吋
ミ

ahg
』

h
a
¥
h
・
内
。
・
(
〈
・
向
。
遺
書
・
〉
判
決
で
は
、
優
先
株
主
に
対
す
る
普
通
株
に
よ
る
株
式
配

当
は
同
な
諸
問
、
〈
・
ミ
ミ
色
遣
官
、
判
決
と
は
事
案
と
本
質
を
異
に
し
、
「
こ
の
場
合
に
は
、
既
存
の
又
は
未
確
定
の
権
利
の
割
合
的
再
分
配

で
は
な
く
、
(
各
株
主
の
)
実
質
的
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
」
場
合
で
あ
る
と
し
て
、
株
式
配
当
の
所
得
性
が
一
部
肯
認
さ
れ
た
。
同

2
と

S
札

4
・
司
氏
2
1
a
h
判
決
は
こ
の
見
解
を
採
用
し
た
も
の
で
、
「
株
主
に
彼
の
従
来
の
株
式
保
有
が
現
わ
し
て
い
た
利
益
と
異
な
る
利
益
を
与

え
る
」
よ
う
な
株
式
配
当
は
、
憲
法
上
課
税
所
得
と
な
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
r

こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
株
式
配
当
課
税
史
上
も
重
大
な
意
義
を
有
す
る
判
決
で
あ
る
が
、
未
分
配
利
潤
税
の
実
施
に
与
え
る
影
響
も
ま

た
甚
大
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
支
払
配
当
控
除
の
対
象
と
な
る
配
当
と
は
株
主
の
所
得
を
構
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
株
主
の
割
合
的
地
位
に
変
動
を
及
ぼ
す
株
式
配
当
は
皆
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
普
通
株
に
対
す
る
優
先

株
、
優
先
株
に
対
す
る
普
通
株
に
よ
る
株
式
配
当
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
各
種
の
累
積
配
当
権
、
議
決
権
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

り
、
そ
の
範
囲
は
一
層
拡
大
す
る
か
ら
で
あ
る
o

ま
た
、
例
え
ば
好
期
を
み
は
か
ら
っ
て
普
通
株
に
転
換
可
能
な
優
先
株
に
よ
る
株
式
配

当
を
ま
ず
普
通
株
主
に
行
い
、
後
に
普
通
株
に
転
換
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
巧
妙
な
方
法
も
可
能
と
な
ろ
う
。

こ
の
様
に
、
未
分
配
利
潤
税
の
施
行
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を
あ
わ
ぜ
て
下
さ
れ
た
内

2
と
ミ
ミ
〈
・
固
と
刊
誌
、

3
h
判
決
に
よ
っ
て
、
経
営

者
は
未
分
配
利
潤
税
に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
従
前
ど
お
り
利
潤
留
保
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
判
決
は
経
営
の

危
機
を
救
う
と
同
時
に
、
未
分
配
利
潤
税
の
効
果
を
か
な
り
弱
め
た
の
で
あ
っ
た
。

アメリカ亡於ける法人税の発達

ハ
1
U

本
稿
前
出
二
四
巻
二
号
三
二
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
そ
の
後
、
株
式
配
当
の
課
税
を
取
り
扱
っ
た
す
ぐ
れ
た
論
稿
、
金
子
宏
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
所

得
税
に
お
け
る
株
式
配
当
の
取
扱
い
」
租
税
法
研
究
第
一
号
一

O
七
頁
以
下
(
特
に
一
一
四

l
五
頁
)
が
発
表
さ
れ
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
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』
一
七
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頁
。
一
般
に
、
口
一
一
色
ち
=
↓
2
?
同
)
玉
。
再
三
円
ロ
件
。
日
注
目
グ
ニ
ぬ
と
よ
ば
れ
る
が
、

F
Zロ
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も・

2
・

2
r
ぇ
・
℃
・

3
印
唱
ロ
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5
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に
要
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説
明
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(
7
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M
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C
・
ω

玄
ア
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口
「
え
J
一M
g
-
こ
の
著
名
な
判
決
に
関
し
て
は
、
ま
ず
金
子
・
前
掲
論
文
、
一
一
四

i
一
二
二
頁
、
竹
内
・
前
掲
書
、
一
七

七
l
一
八
四
頁
を
参
照
せ
よ
。
事
実
も
同
書
に
略
記
さ
れ
て
い
る
が
、
普
通
株
と
議
決
権
な
き
優
先
株
を
発
行
し
て
い
る
会
社
が
優
先
株
に
対
し
て
の

み
普
通
株
に
よ
る
株
式
配
当
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
件
上
告
人
は
そ
の
後
優
先
株
の
一
部
を
譲
渡
し
て
譲
渡
所
得
を
得
た
が
、
税
務
当
局
は
先
に

配
当
さ
れ
た
普
通
株
に
も
優
先
株
の
取
得
原
価
の
価
額
を
按
分
し
て
低
い
原
価
し
か
認
め
な
か
っ
た
た
め
に
、
上
告
人
が
本
件
株
式
配
当
は
課
税
所
得

で
あ
る
か
ら
優
先
株
の
取
得
価
額
は
配
当
株
に
按
分
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
来
し
て
出
訴
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
文
献
も
問
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に
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し
い
が
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も
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ω
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E
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-
町
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H
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υ
C
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N
1
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E
z
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-
3
ω
2
1
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H

Fomr.
同vp
・
司
司
・
一
口
ω
1
1
一{〕ム・

〈
叩
)
円
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四
2
・
3
J
℃・

-
O
M
w

ロ・一
N

一

(
け
)
の
B
r
ω
E
・。、・

2
H
、七・吋・

(
門
は
〉
回
S
E
q
-
毛
・
町
民
同
J
℃℃・

ω
一l
l
ω
N
U
「内向
E
E
R〈
J
ヲ

ωω
ヂ
=
・

3
・
を
参
照
に
両
者
の
前
後
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
一

九
三
六
年
三
月
三
日
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
、
教
蓄
を
議
会
に
提
出
↓
一
二
月
一
一
六
日
、
歳
入
小
委
員
会
、
未
分
配
利
潤
税
原
案
作
成
、
歳
入
委
員
会
に
提
出

↓一一一月一一一

O
日
、
歳
入
委
員
会
公
聴
会
開
始
、
同
日
、
本
件
の
サ
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
認
め
ら
れ
る
↓
四
月
一
一
一
日
、
歳
入
委
員
会
、
原
案
可
決

i
四
月
二

九
日
、
下
院
本
会
議
、
原
案
可
決
i
四月一一一

O
日
i
五
月
一
一
一
日
、
財
政
委
員
会
公
聴
会
開
催
↓
五
月
一
八
日
、
判
決
↓
六
月
一
日
、
財
政
委
員
会
案

を
作
成
可
決
↓
六
月
四
日
、
上
院
本
会
議
、
財
政
委
員
会
案
可
決
↓
六
月
二

O
日
、
連
邦
議
会
に
お
け
る
審
議
終
了
↓
六
月
一
一
一
一
日
、
大
統
領
署
名
。

以
上
よ
り
、
本
判
決
が
そ
れ
以
降
の
連
邦
議
会
で
の
法
案
審
議
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
註
(
同
〉
参
照
。

論

北法26(4・30)620



(
門
川
〉
の
B
E
E
-
も
ミ
・
・

3
・
プ
デ
一

M
一
宮
町
志

-
C一ZE--
℃
-
G
N
P
=
-
M
ω
-
Z聞な・

3
・・

3
・一
O
ア
l
一口∞-

ハ
リ
門
)
こ
の
点
は
、
註
(
ロ
〉
指
摘
の
よ
う
に
、
法
案
審
議
の
過
程
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
と
ラ
フ
オ
レ
ァ
ト
は
、
あ
く
ま
で
も
未
分
配
利
潤

税
の
導
入
を
求
め
る
財
政
委
員
会
少
数
報
告
書
を
提
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
「
〔
柏
町
2
F
N
S人
〈
・
同
ミ
言
、
宮
崎
判
決
の
結
果
〕
我
々
の
提
案
の

も
と
で
も
、
法
人
は
何
ら
付
加
法
人
税
を
支
払
う
こ
と
な
く
そ
の
事
業
を
連
常
す
る
の
に
必
要
な
総
て
の
金
銭
利
潤
を
留
保
で
き
る
こ
と
は
疑
い
が
な

い」

(
ω
2
L
E
E
-
も
・
己
J

勺
-

M

会
・
)
と
述
べ
、
プ
ラ
ッ
ク
は
更
に
本
会
議
で
も
そ
の
説
明
を
繰
り
返
し
て
い
る
(
∞
山

h
s
h
-
H
N
p
g二
・
〉
。
こ

の
よ
う
に
、
米
分
配
利
潤
税
の
支
持
者
に
よ
っ
て
、
米
分
配
利
潤
税
回
避
の
道
を
ひ
ら
く
本
判
決
が
未
分
配
利
潤
税
弁
護
の
た
め
に
も
ち
出
さ
れ
る
と

こ
ろ
に
、
事
態
の
微
妙
さ
と
悲
劇
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
戸
内
包
子
同
ロ
ミ
・
℃
・

8
P
コ

5
・〉。
f

ブ
ラ
ッ
ク
の
本
会
議
に
お
け
る
発
言
に
い
う
よ
う

に
、
未
分
配
利
潤
税
は
こ
の
判
決
に
よ
り
大
き
な
欠
陥
を
か
か
え
る
こ
と
二
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
∞
5
7
-
F
も・
2
H
J

司
ヲ
一
晶
子
l
一
ミ
・
参
照
。

日

社
債
配
当
の
利
用

1
1社
債
配
当
は
、
株
式
配
当
と
異
な
り
剰
余
金
の
資
本
組
入
れ
を
伴
わ
な
い
債
務
の
受
け
入
れ
で
あ
る
た

め
、
会
社
財
務
状
態
を
弱
体
化
さ
せ
る
o

し
か
し
将
来
の
社
債
に
対
す
る
支
払
利
子
は
配
当
と
は
奥
な
り
損
金
性
を
有
す
る
か
ら
、
法
人

利
渦
(
純
所
得
)
を
減
少
さ
せ
、
か
く
し
て
未
分
配
利
潤
税
と
法
人
税
の
双
方
を
減
少
さ
せ
る
。
更
に
、
数
年
後
に
、
未
分
配
利
潤
税
が

大
幅
修
正
な
い
し
廃
止
さ
れ
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
、
払
込
剰
余
金
に
よ
っ
て
そ
れ
を
回
収
す
る
か
株
式
と
交
換
す
る
こ
と
に
よ
り
簡
単
に

再
資
本
組
入
れ
を
図
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
こ
と
は
別
に
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
o

(
一
一
〉

アメリカに於ける法人税の発達
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F
E
E
n
g・
3
V
-
E
H
J
七・

8
H
C回一
ω
-
F
Z
・

3
ω
ω
吋

|ωω
∞-

M

向
。
コ
年
r
r
p
ご
、
.
ミ
?
・
℃
・

ω
∞

ス
ク
リ
ッ
プ
配
当
の
利
用
|
|
合
衆
国
に
お
け
る
ス
ク
リ
ッ
プ
と
は
、

手
形
、
証
書
な
ど
を
い
う
o

ス
グ
ザ
ッ
プ
配
当
の
効
用
は
、

f¥ 

一一、ーノ

一一

i
六
年
の
短
期
間
の
後
の
支
払
い
を
約
定
し
た
約
束
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そ
こ
で
支
払
配
当
控
除
の
対
象
と
な
る
配
当
方
式
と
し
て
未
分
配
利
潤
税
を

軽
減
さ
せ
な
が
ら
、
現
金
配
当
の
支
払
い
を
当
分
繰
り
延
べ
る
こ
と
に
あ
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
単
な
る
現
金
支
払
い
の
延
期
は
あ
ま
り
効

用
を
も
た
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
未
分
配
利
潤
税
を
め
ぐ
る
政
治
的
攻
防
と
三
六
年
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
如
何
に
よ
っ
て
は
、
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説

早
急
に
未
分
配
利
潤
税
の
廃
止
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
は
、
ス
ク
リ
ッ
プ
配
当
の
魅
力
を
大
き
な
も
の
と
し
よ
う
。
ま
た
満

ハ
q
o
v

期
後
に
そ
れ
ら
を
株
式
、
社
債
に
転
換
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ス
ク
リ
ッ
プ
配
当
は
手
続
や
会
計
処
理
が
簡
単
な
だ
け

(
4》

に
、
未
分
配
利
潤
税
回
避
の
簡
便
な
手
段
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る
。

u 

a聞

新
株
引
受
権
配
当
及
び
現
金
配
当
と
株
式
配
当
の
選
択
権
の
利
用
|
|
株
式
配
当
自
体
は
株
主
の
課
税
所
得
を
構
成
し
な
く
て

も
、
そ
れ
が
課
税
株
式
配
当
引
受
権
及
び
現
金
配
当
・
現
物
配
当
と
と
も
に
株
主
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
配
当
は

課
税
株
式
配
当
と
し
て
、
支
払
配
当
控
除
の
対
象
と
な
る
。
も
し
こ
の
際
課
税
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
、
株
主
は
専
ら
非
課
税
の
株
式
配

当
ば
か
り
を
選
択
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
経
営
者
は
次
の
よ
う
に
し
て
株
主
を
操
作
で
き
る
。
即
ち
①
と
る
に

足
ら
ぬ
現
金
配
当
と
株
式
配
当
を
選
択
に
お
き
、
実
際
に
は
株
式
配
当
の
選
択
を
強
要
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
経
営
者
は
株
式
配
当
の

際
の
面
倒
な
持
分
テ
ス
ト
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
普
通
株
に
よ
る
株
式
配
当
を
支
払
配
当
控
除
の
対
象
た
る
-
課
税
株
式
配

当
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
現
金
配
当
を
す
る
と
同
時
に
新
株
引
受
権
を
提
供
し
、
そ
の
後
で
新
株
引
受
価
格
を
そ
の
株
式
の
市
場
価

格
よ
り
低
く
し
て
、
結
局
株
主
に
引
受
権
を
行
使
さ
せ
て
現
金
を
会
社
金
庫
に
回
収
す
る
。
こ
れ
は
従
来
よ
り
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。

(

四

〉

③
一
部
払
込
株
式
を
使
用
し
、
現
金
配
当
宣
言
と
同
時
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
払
込
請
求
を
行
う
。
こ
れ
は
結
局
、
剰
余
金
か
ら
資
本
金
へ

の
書
き
換
え
に
す
ぎ
な
い
が
、
外
国
に
は
例
が
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
で
の
利
用
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
株
主
の
選
択
権
を
利
用
し
な
が
ら
現
金
を
回
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、

経
蛍
者
は
未
分
配
利
潤
税
を
回
避
し
な
が
ら
利
潤
留
保



を
凶
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
若
干
の
手
続
を
要
す
る
が
、
未
分
配
利
潤
税
が
長
期
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
れ
ば
、

当
然
頻
繁
な
利
用

が
予
想
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1〉
明
二
印
(
同
〉
(
同
〉
・

ハ
2
〉
以
下
の
記
述
は
、
の
旨

r
z
g
毛・

5
J
Z・吋
i
∞
に
よ
っ
た
。

(
3
)
U
D
E
一r
o
p
。、・
2
H
・・

3--MK
アロ
N

・
は
、
先
に
現
金
配
当
を
な
し
、
そ
の
後
、
追
加
株
式
と
交
換
す
る
と
い
う
方
法
を
挙
げ
て
い
る
。
な
お
、

。35
P
。、
-
E
F
-
-》・

2
・
2

・
一
・
参
照
。

そ
の
他
の
回
避
手
段

以
上
は
法
律
自
体
の
認
容
す
る
未
分
配
利
潤
税
軽
減
手
段
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
の
回
避
手
段
・
遇
脱
手
段
と
し
て
は
、
小
規
模
法
人

の
場
合
の
法
人
解
散
、
経
費
控
除
の
水
増
し
、
持
株
会
社
利
用
、
破
産
・
支
払
不
能
会
社
・
財
産
管
理
会
社
の
擬
装
、
外
国
会
社
利
用
、

の
利
用
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
更
に
利
潤
隠
蔽
に
よ
る
秘
密
積
立

国

免
税
証
券
へ
の
投
資
、
相
互
投
資
会
社

金
の
蓄
積
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
未
分
配
利
潤
税
に
特
有
の
遁
脱
手
段
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

(
Z
E
E戸
同
ロ
〈
巾
え
の
c
弓
・
)

アメリカに於ける法人税の発達
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・・同
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未
分
配
利
潤
税
の
技
術
的
欠
点

四
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こ
れ
ま
で
は
、
未
分
配
利
潤
税
の
内
包
す
る
種
々
の
欠
点
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
「
抜
け
穴
」

に
対
す
る
無
防
備
の
存
在
と
い
う
点
か
ら

批
判
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
で
観
点
を
か
え
て
、

を
、
指
摘
し
て
お
く
の
が
公
平
で
あ
ろ
う
。

未
分
配
利
潤
税
が
正
常
に
機
能
し
た
場
合
に
法
人
に
及
ぼ
す
種
々
の
不
平
等



ミム
a間

グ
ラ
ハ
ム
は
、
未
分
配
利
潤
税
の
基
本
構
造
と
意
図
を
全
体
と
し
て
正
当
な
も
の
と
評
価
し
て
い
る
が
、

る
こ
と
も
忘
れ
て
い
な
い
。
グ
ラ
ハ
ム
が
欠
点
と
し
て
あ
げ
る
の
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

ω設
備
陳
腐
化
の
た
め
の
積
立
金
の
認
容
規
定

が
な
い
の
で
、
実
際
に
は
稼
得
さ
れ
て
い
な
い
額
に
重
課
す
る
こ
と
に
な
る
。

ω純
損
失
の
繰
越
控
除
規
定
が
な
い
の
で
、
前
年
度
に
損

失
を
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
法
人
に
不
利
。

ωキ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
課
税
さ
れ
る
の
に
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
の
認
容
規
定
が
な

い
。
帥
価
格
上
昇
期
に
は
利
益
が
水
増
計
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

z
n
w
Z
2
w

そ
の
技
術
的
欠
点
を
指
摘
す
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説

及
び

L
I
F
O
な
ど
、

保
守
主
義
的
余
計
処
理

方
法
を
認
め
る
よ
う
制
限
を
緩
和
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
施
行
当
初
の
税
法
に
あ
り
が
ち
の
技
術
的
欠
点
で
あ
っ
て
、

そ
の
適
用
の
際
の
無
数
の
不
公
正
な
細
部
に
存
す
る
」

グ

ラ
ハ
ム
も
、
こ
の
不
公
正
は
「
原
理
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、

こ
と
を
承
認

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
欠
点
と
し
て
、

一
般
的
に
、
州
法
規
定
に
よ
っ
て
配
当
の
支
払
い
が
不
可
能
な
法
人
に
ま
で
配
当
支
払
い
を
強
要
す
る
、

課
税
年

度
終
了
前
に
配
当
額
の
決
定
を
要
求
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
、
課
税
所
得

l
会
計
上
の
所
得

l
配
当
可
能
利
益
の
三
者
を
混
同
し
、
同

じ
も
の
と
み
な
し
て
い
る
、
謀
税
ず
み
利
益
か
ら
の
配
当
に
対
す
る
繰
り
戻
し
、
繰
り
越
し
規
定
が
な
い
、
各
種
の
課
税
緩
和
規
定
が
厳

格
す
ぎ
て
、
戸
}
と
に
一
九
三
六
年
以
降
に
配
当
制
限
契
約
を
締
結
し
た
法
人
に
不
利
で
あ
る
、
等
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

」
れ
ら

す
べ
て
が
如
何
様
に
も
改
善
不
可
能
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
先
の
場
合
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
未
分
配
利
潤
税
に
批
判
的
な
論
者
が
こ
ぞ
っ
て
あ
げ
る
欠
点
と
は
、
本
税
の
複
雑
さ
で
あ
る
。
「
我
々
は
そ
の
混
乱
に
困
ー
惑
さ

れ
、
不
平
等
に
凌
辱
さ
れ
、
健
全
な
事
業
経
営
に
干
渉
さ
れ
、
途
方
に
く
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
誇
張
で
あ
る
と
し
て
も
、

ま
た
「
混

乱
し
た
未
分
配
利
潤
税
が
、
既
に
普
通
法
人
税
、
法
人
資
本
税
、

上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
」
こ
と
の
原
因
が
、

超
過
利
潤
税
の
徴
収
に
よ
っ
て
混
乱
さ
せ
ら
れ
て
い
た
法
人
税
体
系
の

む
し
ろ
財
界
・
産
業
界
の
猛
反
対
に
動
揺
し
た
上
院
財
政
委
員
会
の
大
幅
法
案
修
正
に
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
て
も
、

ビ
ュ

l
ラ
!
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
支
払
配
当
控
除
、
株
式
配
当
に
関
す
る
処
置
、

低
所
得
法
人
課
税
の
方
式
、



調
整
純
所
得
及
び
未
分
配
純
所
得
の
概
念
規
定
の
仕
方
、

否
め
な
い
と
い
え
よ
う
。

免
税
法
人
の
範
囲
な
ど
の
点
に
、
本
質
的
乃
至
付
随
的
な
混
乱
が
あ
る
こ
と
は

し
か
し
技
術
的
欠
点
と
さ
れ
た
も
の
を
一
瞥
し
て
も
、

て
、
未
分
配
利
潤
税
が
前
代
未
聞
の
異
彩
な
税
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
る
程
度
は
い
た
し
か
た
の
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
む
し

こ
れ
ら
は
早
急
の
立
法
に
伴
う
不
可
避
の
欠
陥
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ

ろ
こ
れ
ら
の
欠
点
は
、
施
行
を
ま
っ
て
徐
々
に
修
正
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

伺
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アメリカに於ける法人税の発達

五

ま
と
め

l
効
果
の
予
測

最
後
に
、
グ
ラ
ハ
ム
が
未
分
配
利
潤
税
の
効
果
に
対
し
て
下
し
た
結
論
を
引
用
し
て
、
ま
と
め
と
し
よ
う
。

「
新
法
は
公
開
会
社
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
当
期
利
益
の
分
配
を
も
た
ら
そ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
分
配
は
経
営
の
必
要
に
応
じ
て
現
金

配
当
と
課
税
株
式
配
当
に
二
分
さ
れ
よ
う
。
全
体
と
し
て
現
金
配
当
は
従
来
の
慣
行
と
さ
れ
て
き
た
も
の
よ
り
は
幾
分
増
大
し
よ
う
。
特

に
利
潤
の
伴
う
拡
張
分
野
が
限
ら
れ
て
い
る
会
社
の
場
合
に
は
そ
う
な
ろ
う
。
し
か
し
他
の
法
丸
に
関
し
て
い
う
と
、
事
業
に
再
投
資
す

る
当
期
利
益
の
割
合
に
著
し
い
変
化
は
お
こ
り
そ
う
に
も
な
い
。
も
し
こ
れ
ら
断
言
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
新
し
い
罰
則
税
は
、
帳
簿
上

~t法26(4 ・35)625



説

の
問
題
は
別
と
し
て
、
重
大
な
法
人
政
策
に
対
し
て
深
い
撹
乱
的
効
果
を
も
つ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
今
日
要
求
さ
れ
る
弾
力
的

な
資
本
組
入
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
又
は
す
る
つ
も
り
の
な
い
会
社
の
場
合
に
は
P

無
数
の
例
外
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
。
更

に
、
新
税
法
の
中
に
は
、
全
く
真
実
の
利
益
た
り
え
な
い
額
を
課
税
に
服
せ
し
め
、
分
配
を
強
要
す
る
と
い
う
深
刻
な
技
術
的
欠
点
が
み

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
不
公
正
は
、
い
く
ら
か
の
法
人
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
そ
の
株
主
に
と
っ
て
非
常
に
有
害
で
あ
ろ
う
。
株
主
の
利
害
が
一

般
的
に
関
係
し
て
い
る
限
り
、
配
当
支
払
の
よ
り
一
層
の
自
由
化
は
、
特
に
非
経
済
的
な
法
人
拡
張
の
範
囲
の
縮
減
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
ら
の
有
利
に
作
用
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
資
産
中
の
利
益
の
タ
す
き
か
え
し

o
を
正
当
化
す
る
と
い
う
よ
り
特
殊
な
責
任
が
、

経
営
に
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
。

論

グ
ラ
ハ
ム
は
、
未
分
配
利
潤
税
の
剰
余
金
規
制
効
果
に
は
ほ
と
ん
ど
期
待
し
て
い
な
い
。
経
営
者
が
種
々
の
手
段
を
駆
使
し
て
従
来
ど

お
り
の
利
潤
留
保
を
図
る
こ
と
は
十
分
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
未
分
配
利
潤
税
が
全
く
効
果
を
有
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
法
人

ハ
Z
V

経
営
者
は
、
多
少
経
営
を
健
全
化
さ
せ
、
株
主
に
経
営
状
態
を
公
開
し
、
若
干
の
配
当
を
増
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
グ
ラ

(
3
v
 

ハ
ム
の
わ
ず
か
の
期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

か
く
し
て
、
多
く
の
抜
け
穴
と
技
術
的
欠
点
を
有
す
る
未
分
配
利
潤
税
の
前
途
は
、
多
難
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

の
37ω
ヨ
・
。
、
・
門
社
唱
匂
・
印
・

(
2
〉
グ
ラ
ハ
ム
は
剰
余
金
の
資
本
組
入
れ
に
よ
り
未
分
配
利
潤
税
が
完
全
に
回
避
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
も
し
再
投
資

利
得
、
が
公
表
資
本
額
に
お
け
る
割
合
的
増
加
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
な
ら
、
財
務
経
営
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
性
格
が
、
株
主
及
び
経
営
者
の
双
方
に

明
ら
か
と
な
る
。
事
業
資
本
の
拡
張
を
そ
れ
に
対
応
し
た
利
得
の
増
加
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
叉
は
増
加
株
式
数
に
対
し
て
基
本
的
な
現
金
配
当
率
を

維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
と
い
う
、
よ
り
一
一
層
明
憾
な
寅
任
が
経
営
者
に
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
再
投
資
利
'
侍
が
十
分
に
生
産
的

か
否
か
を
疑
う
に
足
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
こ
の
経
営
者
に
対
す
る
一
一
層
特
殊
な
攻
撃
は
、
経
営
者
を
し
て
、
こ
の
よ
う
な
再
投
資
に
反

対
さ
せ
現
金
支
払
い
に
好
意
的
な
ら
し
め
よ
う
。
上
記
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
株
主
の
利
益
で
あ
ろ
う
」
(
芯
ミ
・
可
-
S
)。

北法26(4・36)626



こ
の
予
測
さ
え
い
さ
さ
か
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
観
が
す
る
が
、
こ
れ
が
政
財
界
を
激
動
さ
せ
た
未
分
配
利
潤
税
の
効
果
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

そ
の
役
割
は
あ
ま
り
に
軽
小
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
3
〉
同
旨
、

r
m
z・の
GEE--
官・

5
2
.
ま
た
、
∞
S
E
q
-
毛
・
ミ

H
4
3・二回
I
l
一N
D

・一
N
4
i
l
一M
m
岨
エ
一
l
l
-
ぉ
・
等
の
評
価
も
参
照
η

第
三
款

未
分
配
利
潤
税
の
経
済
的
、
経
営
的
効
果
を
め
ぐ
る
争
い

本
款
で
は
、

こ
れ
ま
で
検
討
の
回
避
さ
れ
て
き
た
問
題
の
一
部
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、

未
分
配
利
潤
税
は
種
々

ま
た
効
果
の
点
で
も
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
が
存
し
た
。
そ
れ
ら
に
対
す
る
反
対
者
の
多
く
の
批
判
の
中
に
は
、
正

そ
れ
故
耳
を
傾
む
け
る
べ
き
見
解
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
反
対
者
の
主
張
の
力
点
が
、
未
分
配
利
潤
税
の
技
術

的
欠
点
や
、
抜
け
穴
の
存
在
に
あ
っ
た
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
彼
ら
は
端
的
に
、
そ
れ
が
会
社
経
営
上
も
た
ら
す
効

果
と
租
税
に
よ
る
法
人
経
営
へ
の
介
入
と
い
う
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
的
課
税
原
則
を
認
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
未
分
配
利

の
矛
盾
と
欠
陥
に
満
ち
、

鵠
を
得
て
お
り
、

伺

潤
税
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
論
議
の
う
ち
主
た
る
も
の
を
抄
出
し
て
参
考
に
供
し
よ
う
。

アメリカに於ける法人税の発達

法
人
貯
蓄
の
重
要
性
を
め
ぐ
る
論
議

法
人
貯
蓄
擁
護
論

未
分
配
利
潤
税
に
反
対
す
る
論
者
(
即
ち
法
人
貯
蓄
の
弁
護
者
)
は
、
ま
ず
「
最
近
一
世
紀
に
お
け
る
合
衆
国
の
偉
大
な
産
業
の
発
達

は
、
産
業
に
投
資
さ
れ
た
資
本
の
恒
常
的
上
昇
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
「
こ
の
資
本
は
、
明
ら
か
に
主
と
し
て
企
業
内
部
か
ら
発

生
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
法
人
利
潤
に
対
す
る
制
限
が
、
国
民
生
活
の
恒
常
的
発
展
に
と
り
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
」
こ
と
な

北法26(4・37)627

ど
を
、
専
ら
強
調
し
て
止
ま
な
い
。

ま
た
経
営
財
務
学
者
は
、
更
に
留
保
利
潤
の
長
所
を
一
層
洗
練
さ
れ
た
観
点
よ
り
、
次
の
よ
う
に
列
挙
す
る
ov
①
将
来
の
企
業
拡
張
・



説

特
に
若
く
て
急
足
な
成
長
会
社
及
び
新
顔
で
市
場
信
用
の
な
い
法
人
に
安
易
で
簡
便
な
資
金
源
を
提
供
す
る
。

②
定
額
配
当
の
維
持
を
可
能
に
す
る
。
@
企
業
信
用
を
増
大
さ
せ
る
。
④
不
況
時
に
お
け
る
企
業
の
防
備
役
。
⑤
債
権
保
険
保
有
者
へ
の

成
長
の
た
め
の
資
金
源
、

北法26(4・38)628

三点‘
pffil 

支
払
い
を
保
証
す
る
。
⑥
租
税
回
避
が
可
能
。
⑦
証
券
価
格
を
操
作
で
き
る
。
⑧
企
業
経
営
者
の
方
が
再
投
資
判
断
能
力
を
有
す
る
。
⑨

不
況
時
の
賃
金
確
保
の
資
金
源
と
な

ro
⑮
経
営
上
の
保
守
主
義
は
一
般
に
望
ま
し
い
、
等
々
。

こ
れ
ら
の
主
張
は
、
特
に
目
新
し
い
も
の
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
、
ニ

0
年
代
の
企
業
成
長
期
を
通
し
て
経
営
者
が
い
だ
い
て
き
た
信

念
と
実
感
を
整
理
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
未
曾
有
の
大
不
況
期
に
あ
た
っ
て
は
、

む
し
ろ
留
保
利
潤
批
判
者
逮
の
主
張
に
多
く
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

こ
の
二

0
年
代
的
感
覚
の
当
否

こ
そ
が
問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、

る。
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で
は
回
E
E
2・
吋
E

C
足
止
コ
吉
岡
足
、
3
コ
ご
吋
白
F

3
・
弓
l
吋0
・
に
整
理
さ
れ
た
も
の
を
引
用
し
た
。
そ

の
他
司
-
S口
町
&
主
¥
勺
3
r
r
g
え
の
2
3
5
π
l
ω
日℃
7E
〉ハ

E
r
M
E
E
t
s
-
u
w
〔

-
u
o
g
b
R
H
h
-
N
N
E
-
M
3・
M
a
l
M
g
等
も
参
照
。

(
5
)

こ
の
主
張
は
、
特
に
未
分
配
利
潤
税
の
反
論
と
し
て
な
さ
れ
た
。

C
K
E
a
-
。
号
、
。
日
と
S
匂
S
S
R・
3
・一回印
fl一
∞
町
一
戸
出
・

ζ
gお
cl

ョ。
a

J

R

〉

R
E
E
F
D民
冨
a
r
c
r
p向
E
丹
切
印
河

2
2
0
L
吉
宮
古
門
件
一
凶
作
目
ロ
nHZE口
四
回
C
H
L
g
c『
同
，

EωtcD¥umNRH-K山町内
H町、・
U
0
・
由
。
(
一

g
e
・

法
人
貯
蓄
批
判
論

し
か
し
先
述
の
種
々
の
利
潤
留
保
を
弁
護
す
る
論
拠
に
対
し
て
は
、

ほ
ぼ
同
等
の
批
判
者
達
(
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
未
分
配
利
潤
税
の



支
持
者
で
は
な
い
が
、

ほ
ぽ
一
致
す
る
〉
の
反
論
が
存
在
す
る
。
先
の
記
述
毎
に
反
論
を
対
比
さ
せ
て
ゆ
く
と

(
つ
ま
り
①
に
は
①
を
、

国

②
に
は
②
を
)
、
次
の
様
に
な
る
。

①
⑧
実
際
問
題
と
し
て
、
過
去
に
繁
栄
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
配
当
を
し
て
い
れ
ば
、
証
券
市
場
で
の
資
金
調
達
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な

川
恥
つ
ま
り
証
券
市
場
の
利
子
率
よ
り
も
当
該
会
社
の
利
廻
り
が
高
い
場
合
に
証
券
売
却
の
困
難
は
存
在
せ
ず
、
逆
の
場
合
に
財
務
及
び

営
業
経
営
に
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
①
@
銀
行
は
も
は
や
事
業
・
産
業
の
全
能
無
謬
の
予
一
言
者
で
は
な
く
、
ま
た
S
E
C
な
ど
に
よ

っ
て
鋭
制
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
日
常
、
銀
行
回
路
を
通
し
て
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
孔
①
@
企
業

は
既
に
十
分
に
拡
張
し
て
お
り
、
ま
た
規
模
の
拡
大
が
必
定
な
の
で
も
な
い
。
規
模
拡
大
の
欲
求
は
、
む
し
ろ
経
営
者
の
個
人
的
動
機
よ

り
発
生
す
ふ
吋
)
@
ω
現
在
の
不
況
期
に
、
留
保
利
潤
が
安
定
配
当
に
廻
さ
れ
た
実
例
は
な
川
v
多
く
は
損
失
の
穴
埋
め
、
こ
げ
つ
き
憤
権

の
帳
消
し
等
に
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
主
張
と
実
践
は
一
致
し
て
い
な
い
。
②
⑥
安
定
配
当
を
常
に
株
主
が
望
ん
で
い
る
の

で
も
な
な
あ
る
時
期
に
配
当
率
が
高
い
程
、
株
価
が
上
昇
し
、
株
主
の
利
益
に
結
び
つ
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
勺
②
@
剰
余
金
な
る
も

の
も
、
た
か
だ
か
会
計
上
の
保
証
に
す
ぎ
ず
、
大
恐
慌
の
ご
と
き
不
況
時
に
株
主
が
配
当
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
基
金
で
は

な
川
町
ま
た
株
式
配
当
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
利
用
す
れ
ば
、
利
益
が
存
在
し
な
く
て
も
現
金
フ
ァ
ン
ド
、
法
定
剰
余
金
を
配
当
の
た
め
に
利

用
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
③
安
定
配
当
は
企
業
収
益
力
の
記
録
と
し
て
信
用
に
足
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
安
定
配
当
が
短
期
信
用
を

増
大
さ
せ
る
と
い
う
証
拠
も
、
危
険
の
少
な
い
特
定
の
経
営
行
為
を
良
し
と
す
る
銀
行
家
の
偏
見
で
あ
る
。
④
@
二

0
年
代
の
留
保
政
策

は
、
現
に
不
況
を
防
止
し
え
な
か
っ
た
。
④
⑥
不
況
時
に
備
え
た
利
用
留
保
な
ら
、
そ
れ
は
流
動
資
産
や
現
金
と
し
て
維
持
さ
れ
ね
ば
な

ら
ず
、
固
定
資
産
や
企
業
拡
張
に
投
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
流
動
資
産
の
ま
ま
保
有
す
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
会
社
に
も
た
ら

さ
れ
る
収
益

?
2
5ロ
)
は
、
あ
ま
り
に
も
低
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
v
も
と
も
と
貸
借
対
照
表
上
の
剰
余
と
現
金
剰
余
と
の
問
に
、
密
接
な

関
係
は
な
い
。
結
局
、
法
人
の
地
位
に
影
響
を
与
え
る
の
は
資
産
状
態
な
の
で
あ
る
。
法
人
は
巨
額
の
剰
余
を
有
し
な
が
ら
配
当
を
な
し

iヒt去26(4・39)629
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説

え
な
い
こ
と
も
あ
り

Y
そ
の
場
合
に
信
用
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
M
r
⑤
先
述
の
と
お
り
、
大
部
分
の
法
人
は
従
来
ど
お
り
利
潤
を

留
保
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
債
権
者
へ
の
影
響
も
あ
り
え
な
い
。
社
債
投
資
の
安
全
性
は
未
来
利
潤
に
対
す
る
実
体
的
再
投
資
予
測

論

に
よ
っ
て
計
ら
れ
た
り
約
束
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
過
去
の
利
益
の
記
録
、
現
在
の
財
政
状
態
及
び
将
来
へ
の
見
込
み
な
ど
の
一

般
的
見
解
に
基
づ
き
購
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
多
数
の
契
約
条
項
に
よ
っ
て
契
約
書
の
中
で
防
禦
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ

匂
恥
⑥
留
保
利
潤
は
、
担
税
力
の
重
要
な
標
章
で
あ
る
個
人
所
得
税
を
回
避
し
た
利
潤
で
あ
M
r
⑦
コ
メ
ン
ト
不
要
。
③
良
き
経
営
者
と

投
資
家
は
一
致
せ
ず
、
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
法
人
管
理
者
・
経
営
者
が
経
済
全
体
を
扱
う
能
力
を
有
し
、
又
は
彼
ら
が
業
務
の
合
理
的
範
囲

内
で
行
動
し
て
い
る
と
い
う
い
か
な
る
証
拠
も
存
在
せ
ち
v

む
し
ろ
管
理
者
が
個
人
的
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
証
券
へ
の
エ
フ
ェ
ク
ト
を

考
え
て
取
得
や
売
却
が
な
さ
れ
て
い
る
。
取
締
役
は
投
資
の
た
め
に
で
は
な
く
、
法
人
事
業
の
管
理
の
た
め
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

利
潤
留
保
は
社
会
の
貯
蓄
を
保
存
す
る
ど
こ
ろ
か
逆
に
霧
散
さ
せ
た
。
@
そ
の
よ
う
な
例
を
み
ず
。
む
し
ろ
蓄
積
は
不
況
を
拡
大
さ
せ

た
。
⑮
保
守
主
義
の
経
営
慣
習
は
、
健
全
な
事
業
判
断
を
代
替
せ
ず
、
本
来
有
す
る
欠
陥
か
ら
の
防
備
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

の
無
条
件
信
奉
へ
の
批
判
の

以
上
の
過
大
な
利
潤
留
保
を
批
判
す
る
論
者
の
主
張
の
中
に
、
二

0
年
代
に
全
盛
で
あ
っ
た
「
巨
大
さ
」

台
頭
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
て
そ
れ
こ
そ
三

0
年
代
が
輩
出
し
た
新
し
い
価
値
観
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(
1
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回
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。
s
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吋
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説

(
初
)

本
稿
前
出
、
二
四
巻
二
号
三
三
四
頁
註
(
2
)参
照
。

:1七法26(4・42)632

論

法
人
貯
蓄
を
め
ぐ
る
論
議
の
ま
と
め

さ
て
、
法
人
貯
蓄
弁
護
論
、
批
判
論
の
い
ず
れ
に
組
み
す
べ
き
か
。
結
局
、
問
題
は
い
ず
れ
の
主
張
が
「
真
実
」
に
合
致
し
、

ま
た
大

恐
慌
の
原
因
が
本
当
に
過
剰
な
貯
蓄
と
企
業
の
過
大
拡
張
に
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
実
証
す
る
た
め
に
は
、
膨
大

そ
こ
に
当
該
論
者
の
法
人
観
、

な
資
料
と
検
証
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
際
に
も
お
そ
ら
く
最
終
的
結
論
は
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、

租
税
観
、
資
本
主
義
観
が
混
入
し
て
く
る
の
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

異
」
(
出

B
E
2
2
0『
C
窓
口
百
ロ
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 し
て
み
れ
ば
、

結
局
各
々
の
論
旨
は
、

「
見
解
の
相

一
つ
の
明
確
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
人
貯
蓄
の
価
値
に
対
す
る
「
見

解
の
相
同
さ
は
如
何
に
し
て
生
じ
、
そ
こ
で
は
何
が
最
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
既
に
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
は
二

0
年
代
を
支
配
し
た
経
営
理
念
が
組
上
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
人
経
営
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の

し
か
し
そ
れ
ら
の
論
争
よ
り
、

あ
り
方
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
「
法
人
に
よ
る
所
得
の
抑
制
は
、
株
主
に
よ
る
不
本
意
な
貯
蓄
を
作
り
あ
げ
る
。
む
ろ
ん
、

理
論
上
、

株
主
は
取
締
役
の
選
任
を

通
し
て
配
当
政
策
に
対
し
て
何
言
か
を
言
う
手
段
を
有
す
る
。
し
か
し
実
際
は
、
取
締
役
は
独
立
機
構
で
あ
り
、

巨
大
な
公
開
会
社
に
あ

つ
て
は
、
彼
ら
は
ご
く
少
数
の
者
に
よ
っ
て
の
み
選
任
さ
れ
る
。
数
人
の
識
者
は
、

継
続
法
人
は
そ
の
利
益
の
大
部
分
を
配
当
と
し
て
支

そ
れ
に
よ
っ
て
法
人
よ
り
も
む
し
ろ
株
主
に
利
潤
投
資
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
え
主
張
し
た
。
剰
余
蓄
積
政
策
は
、

払
い
、

新
規
の
証
券
を
売
却
す
る
必
要
性
を
除
去
し
、

金
融
市
場
に
よ
る
他
の
会
社
及
び
企
業
に
比
較
し
た
資
金
使
用
の
効
率
性
に
関
す
る
評
価

(
2
)
 

理
由
な
き
防
備
を
与
え
る
も
の
な
の
だ
」
「
多
数
の
法
人
は
、
明
ら
か
に
株
主
の
配
当
受
領
権
を
無
視
し
て
積
立
金
を
蓄
積
し

〈

B
)

て
い
る
。
法
人
貯
蓄
は
お
そ
ら
く
過
剰
で
あ
り
、
株
主
は
配
当
政
策
の
形
成
に
あ
た
り
も
っ
と
多
く
の
権
限
を
持
つ
べ
き
な
あ
る
」
「
配
当

に
対
し
て
、



の
規
則
的
支
払
は
、

お
そ
ら
く
あ
ま
り
に
高
価
す
ぎ
る
対
価
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、

株
主
は
板
の
現
在
の
配
当
と
そ

れ
に
対
す
る
利
子
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
彼
の
将
来
の
配
当
は
賢
明
に
管
理
さ
れ
た
積
立
金
に
よ
っ
て
十
全
に
防
衛
さ

れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
株
主
は
法
人
経
営
財
務
に
関
し
よ
り
多
く
の
情
報
を
有
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
強

い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
有
す
べ
き
だ
L

「
〔
二
六

l
二
九
年
の
。
新
時
代
。
を
特
徴
付
け
た

l
畠
山
〕
固
定
資
産
の
過
剰
拡
大
は
、
取
締
役
が

利
益
を
株
主
に
手
放
す
こ
と
に
相
当
気
乗
薄
だ
と
い
う
こ
と
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
状
態
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
取
締
役
は
事

同

業
固
定
資
産
へ
の
再
投
資
の
努
力
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
:
;
:
株
主
に
利
潤
を
与
え
ず
に
拡
張
事
業
へ
株
主
の
金
銭
を
投
資
す
る
こ
と
を

強
制
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
事
業
の
必
要
と
し
な
い
剰
余
利
益
を
分
配
し
、
そ
の
後
で
拡
張
政
策
を
達
成
す
る
の
に
要
す
る
新
規
資
本
の

た
め
の
ア
ピ
ー
ル
を
す
る
方
が
、
取
締
役
と
し
て
よ
り
一
層
公
平
で
あ
り
誠
実
で
あ
ろ
う
。
株
主
が
彼
ら
の
法
人
へ
の
投
資
を
増
額
さ
せ

る
か
あ
る
い
は
そ
の
資
金
を
他
の
ど
こ
か
に
投
資
す
る
か
は
、
完
全
に
個
々
の
株
主
が
自
分
自
身
で
決
定
す
べ
き
問
題
、
出
「
新
株
式

を
売
却
す
る
よ
り
利
潤
を
留
保
す
る
こ
と
の
長
所
は
、
株
主
よ
り
も
経
営
者
に
生
じ
て
い
る
。
そ
の
際
、
剰
余
金
〔
留
保
〕
に
対
し
て
十

分
な
回
収
額
を
稼
得
す
る
責
任
は
、
資
本
主
に
対
す
る
〔
通
常
の
事
業
経
営
の
|
畠
山
〕
場
合
の
責
任
と
同
様
に
重
〈
考
え
ら
れ
て
い
る

と
は
み
え
な
い
」
な
ど
の
主
張
で
は
、

アメリカに於ける法人税の発達

一
見
、
経
営
者
と
株
主
の
い
ず
れ
が
株
式
投
資
に
関
し
て
判
断
能
力
が
あ
る
か
、

あ
る
い
は
資
金

還
流
の
よ
で
い
ず
れ
が
、
効
率
的
か
つ
合
理
的
か
な
ど
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

む
し
ろ
よ
り
根
本
的
な
「
何
よ
り
も

株
主
に
、
彼
の
利
益
を
拡
張
目
的
の
た
め
に
法
人
内
に
維
持
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
実
質
的
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
合
(
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
)
と
い
う
価
値
的
希
求
が
表
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
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む
ろ
ん
各
種
の
実
証
的
数
理
的
検
証
は
必
要
で
あ
る
が
、
「
取
締
役

l
株
主
の
関
係
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
「
証
券
市
場
は
如
何
に
機

能
す
べ
き
か
」
な
ど
の
問
題
は
実
証
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

」
れ
ら
に
対
し
て
一
義
的
な
解
答
が
あ
り

え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
結
論
は
そ
の
当
時
の
社
会
全
体
の
状
況
や
世
論
、
意
識
な
ど
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



説

0
年
代
と
一
二

0
年
代
と
は
、
そ
の
聞
い
に
正
反
対
の
解
答
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
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大
法
人
が
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未
分
配
利
潤
を
法
人
の
現
金
所
有
を
増
加
さ
ぜ
る
た
め
に
銀
行
預
金
、
流
動
証

券
の
形
式
で
利
用
す
る
と
き
、
彼
ら
は
実
際
に
は
株
主
に
属
す
る
利
益
を
、
競
争
的
短
期
信
用
市
場
の
規
律
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
方
法

で
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
「
将
来
の
予
測
に
関
す
る
疑
問
は
、
資
本
の
用
途
に
関
し
て
競
争
し
あ
う
他
の
生
産
ラ
イ
ン
の
予
測
と
比
較
さ
れ
る
た
め

に
、
自
由
資
本
市
場
の
テ
ス
ト
に
服
す
べ
き
で
あ
る
」
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コ
一
六
年
一

O
月
一
一
一
日
の
大
統
領
選
挙
中
の
彼
の
演
説
。
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毛
・
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匂・

5
P
ロ
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M
・
こ
れ
に
対
し
て
ビ
ュ

l
ラ
l
は
、
「
多
数
の
、
お

そ
ら
く
大
部
分
の
株
主
は
、
法
人
配
当
政
策
に
関
す
る
適
切
な
判
断
を
下
す
立
場
に
な
い
。
も
し
そ
ん
な
株
主
が
法
人
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
き
な
の

な
ら
、
彼
ら
は
、
法
人
貯
蓄
の
有
効
性
を
過
大
評
価
し
て
い
る
超
保
守
的
な
取
締
役
以
上
に
、
法
人
の
基
本
的
財
政
状
態
と
内
部
機
能
を
大
き
く
毅
損

し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
批
判
的
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
株
主
は
良
識
あ
る
取
締
役
を
選
任
す
る
か
、
効
果
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
確

保
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
の
意
見
が
最
も
良
く
反
映
さ
れ
う
る
様
な
株
式
を
取
得
す
べ
き
な
の
で
あ
る
(
ミ
・
・

3
・
-
8
l二
一
〉
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中
小
企
業
に
及
ぼ
す
効
果
を
め
ぐ
る
論
議

未
分
配
利
潤
税
に
対
寸
J

る
む
き
出
し
の
敵
意
と
は
別
の
タ
政
策
的
。
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
強
い
批
判
の
一
つ
に
、

未
分
配
利
潤
税
は
資
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金
調
達
能
力
が
弱
く
、
利
潤
留
保
に
多
く
を
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
中
小
企
業
を
圧
迫
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

ニュ

l
デ
ィ

l
ル
法
人
税
制
自
体
に
ま
で
批
判
の
鉾
先
を
向
け
て
、
次
の
よ
う

に
い
う
。
「
政
府
の
小
法
人
に
対
す
る
シ
ン
パ
シ
l
は
、
健
全
な
経
済
原
則
よ
り
も
、
政
治
的
戦
略
の
上
に
見
い
だ
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
最

近
の
租
税
手
段
は
、
法
人
税
負
担
の
大
部
分
を
大
法
人
に
負
担
さ
せ
る
と
い
う
方
向
に
向
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
各
種
の
利
潤
税
の
展

開
を
慎
重
に
検
討
す
る
と
、
一
般
的
に
、
超
過
利
潤
税
は
依
然
と
し
て
成
功
大
法
人
よ
り
は
成
功
小
法
人
を
よ
り
厳
し
く
痩
せ
細
ら
せ
て

例
え
ば
ビ
ュ

l
ラ

l
は
、
そ
の
点
よ
り
説
き
起
こ
し
、

い
る
。
未
分
配
利
潤
税
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
小
法
人
に
認
め
ら
れ
た
特
別
控
除
に
よ
る
救
済
も
、

そ
こ
で
未
分
配
利
潤
税
も
ま
た
、
典
型
的
な
大
法
人
よ
り
も
典
型
的
な
小
法
人
に
痛
苦
な
圧
迫
を
加
え
る
。
と
い
う
の
は
、

と
る
に
た
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
後

伺

者
は
前
者
以
上
に
そ
の
利
潤
の
う
ち
よ
り
少
な
い
率
を
配
当
と
し
て
分
配
し
、
外
部
資
金
源
か
ら
資
本
を
調
達
す
る
際
の
小
法
人
の
相
対

的
難
易
皮
を
増
大
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
「
税
は
ま
た
弱
小
競
争
者
の
成
長
を
妨
げ
、
一
般
的
に
弱
小
法
人
の
犠
牲
の
よ
に
強
大
法
人
を
優

遇
し
て
い
る
か
ら
、
巨
大
独
占
法
人
の
有
利
に
働
く
。
三

0
年
代
の
大
恐
慌
期
を
通
じ
て
相
当
の
留
保
を
有
し
て
き
た
法
人
は
、
留
保
を

使
い
尽
し
た
競
争
会
社
に
対
し
て
決
定
的
に
有
利
で
あ
る
。
成
熟
会
社
も
若
い
成
長
法
人
に
対
し
て
戦
略
上
有
利
で
あ
ろ
う
」
「
特
定
の
法

アメリカに於ける法人税の発達

人
が
規
模
に
お
い
て
ま
す
ま
す
巨
大
と
な
る
傾
向
を
有
し
、

産
業
支
配
が
極
く
少
数
の
法
人
の
手
に
集
中
し
て
い
る
産
業
界
に
お
い
て

は
、
よ
り
小
さ
な
法
人
の
長
所
を
傷
つ
け
、
大
法
人
の
長
所
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
な
如
何
な
る
要
素
も
、

要
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

生
存
競
争
に
お
け
る
戦
略
的
重

ニュ

l
デ
ィ

l
ル
法
人
税
制
が
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
以
上
に
は
た
し
て
大
企
業
に
重
く
、
小
企
業
を
保
護
し
て
い
た
か
否
か
は
、

に
検
討
さ
る
べ
き
重
要
な
問
題
と
い
え
よ
う
ω

本
稿
は
そ
の
問
題
を
こ
こ
に
展
開
す
べ
き
資
料
に
も
準
備
に
も
欠
け
て
い
る
が
、

慎
重

北法26(4・45)635

こ
こ
で

の
問
題
は
、
未
分
配
利
潤
税
が
中
小
企
業
に
与
え
る
不
合
理
不
利
益
な
側
面
を
点
描
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
制
度
的
側
面
か
ら
そ
の
点

を
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。



説吾ぷ為

自問

中
小
法
人
を
間
わ
ず
同
一
の
累
進
税
率
が
適
用

さ
れ
る
か
ら
、
中
小
法
人
に
不
利
で
あ
る
。
特
別
控
除
制
度
も
恒
常
的
な
中
小
法
人
救
済
方
式
と
し
て
は
稚
拙
で
あ
る
。
②
一
般
に
中
小

法
人
の
方
が
、
利
潤
留
保
率
は
高
い
。
ま
た
中
小
法
人
の
利
潤
留
保
目
的
は
大
法
人
の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
、
脆
弱
な
資
本
構

《

7
v

成
と
外
部
資
金
調
達
能
力
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
法
人
と
同
率
で
課
税
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
c
③
中
小
法
人
ほ
ど
景
気
変
動
の

影
響
を
う
け
や
す
く
、
留
保
利
潤
を
一
般
的
に
必
要
と
す
る
。
④
適
用
年
度
が
三
六
年
以
降
蓄
積
さ
れ
た
利
潤
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、

〔

8
v

こ
れ
は
膨
大
な
利
潤
を
過
去
に
蓄
積
し
た
大
法
人
の
み
を
利
し
、
今
後
蓄
積
を
な
さ
ん
と
す
る
新
規
法
人
や
中
小
法
人
に
不
利
で
あ
る
。

〈

9
〉

⑤
損
失
の
繰
越
控
除
が
な
い
の
は
む
ろ
ん
法
人
に
も
不
利
に
働
く
が
、
中
小
法
人
に
対
す
る
影
響
が
よ
り
大
で
あ
る
。

以
下
が
し
ば
し
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
①
税
率
構
造
上
の
問
題

i
l大
法
人
、

北法26(4・46)636

上
記
の
諸
点
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
未
分
配
利
潤
税
の
欠
点
を
正
し
く
指
摘
す
る
も
の
と
い
え
る
。
未
分
配
利
潤
税
は
、
大
法
人
の
巨

大
な
蓄
積
剰
余
を
規
制
し
、
富
裕
者
の
法
人
形
態
利
用
に
よ
る
付
加
税
通
脱
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
大
法
人

と
中
小
法
人
を
無
差
別
に
課
税
す
る
こ
と
は
、
意
図
と
は
逆
に
中
小
法
人
を
よ
り
強
く
圧
迫
し
、
破
綻
の
危
機
を
も
た
ら
す
。
こ
こ
に
、

不
当
留
保
利
益
税
の
場
合
と
同
様
、
未
分
配
利
潤
税
の
深
刻
な

2
7
ィ
レ
ン
マ

'q

が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
点
も
、
既
に
グ
ラ
ハ
ム
の
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
全
く
技
術
的
改
善
が
不
可
能
と
ば
か
り
は
い
い
き
れ
な
い
ο

例

え
ば
下
院
案
は
、
企
業
規
模
と
留
保
率
に
応
じ
て
か
な
り
に
税
率
を
違
え
る
こ
と
で
、
中
小
企
業
の
税
負
担
の
経
和
を
図
っ
て
い
た
。
ま

た
ビ
ュ

l
ラ
!
の
い
う
法
人
税
構
造
全
体
の
逆
進
性
も
、
そ
も
そ
も

?
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
提
案
に
よ
れ
ば
、
超
過
利
潤
税
、
法
人
資
本
税
及

び
法
人
税
自
体
の
廃
止
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
い
く
つ
か
の
配
慮
、
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
提
案
を
具
体
化

し
た
下
院
案
の
中
に
は
み
ら
れ
た
が
、
多
く
は
上
院
に
よ
っ
て
骨
抜
き
に
さ
れ
た
。
そ
の
点
を
忘
却
し
て
、
こ
れ
ら
欠
点
を
未
分
配
利
潤

税
構
想
の
本
質
的
欠
点
で
あ
る
か
の
ご
と
く
非
難
す
る
の
も
公
正
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
未
分
配
利
潤
税
を
全
廃
し
て
も
、
従

来
の
〈
法
人

i
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

l
個
人
事
莱
〉
間
の
↓
諜
税
不
平
等
、
利
潤
留
保
に
よ
る
付
加
税
法
脱
と
い
う
。
抜
け
穴
。
は
全
く
改



か善
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甚見
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で
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未
分
配
利
潤
税
に
対
す
る
単
純
な
攻
撃
が
こ
れ
ら
の
点
を
い
か
ほ
ど
考
慮
し
て
い
る

白

(
1
)

宮
予
言
明
主
・
5
・
3
・
5
N
|
一
a
-

(
2〉

L
3
ミ
-
甘
・
一
己
ム
・

(
3
)
N
E
n
f
℃
・
呂
田
・

(
4
)
伊
ゅ
の
・
同
J
の
・
』
-
Z
E
D
E
F
吋

Q
H
a
E
泊
。
」
ー
の
号
、
号
令
吉
町
ミ
雪
、
ミ
F
↓
プ
ム
同
刊
の
玄
g
E
同
E匂
r
z
p
∞
・
円
ゲ
民
主
・
〈
7
宮
島
洋
「
現
代
租

税
政
策
の
形
成
過
程
i
ア
メ
リ
カ
連
邦
法
人
税
に
つ
い
て
i
」
『
一
証
券
研
究
」
一
二
三
号
二
四
O
i
二
五
六
頁
。
特
に
宮
島
氏
は
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ

る
。
「
負
担
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
時
期
の
法
人
税
改
革
を
特
徴
づ
け
れ
ば
、
小
規
模
企
業
お
よ
び
そ
れ
ら
が
大
ぎ
な
比
重
を
し
め
る
産
業
部
門

の
実
質
負
担
率
を
著
し
く
上
昇
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
主
る
。
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
特
別
控
除
の
廃
止
と
損
失
繰
越
の
禁
止
と
い
う
恐
慌
期

に
お
け
る
法
人
税
増
徴
政
策
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
超
過
利
潤
税
と
留
保
利
潤
税
〔
本
稿
に
い
う
未
分
配
利
潤
税
〕
の
導
入
は
そ
う
し
た
負
担
構
造
の

傾
向
を
更
に
強
め
る
要
因
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
(
二
四
九
|
二
五
O
頁
)
、
と
。
ま
た
同
二
五
六
頁
註
(
円
)
に
引
用
さ
れ
た
ホ
l
レ
イ
そ
の
他
の
諸
見

解
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
こ
れ
、
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
が
(
例
え
ば
、
∞
E
E
F
ξ
・
ミ
?
召
-
a
i
戸

g
i
s
-
-
r
J
M
V
E
N
同
町
、
3
2
2
〔
Z
2
J
R
C司
r
H
Y
P
O
E宅
l

E
-
7
3
A
∞
〕
4

古
会
?
の
三
7
5
2
M
恥

M
O
D
E
-
一
-
主
・
2
H
J
3
・
山
M
N
i
l
印
N
?
z
c
m
m
E
E
・

4
・
5
J
ω

己
丘
-
w
℃
印
可
山
一
F
Z
Z
E
b

u
-
n
r
O
E
u
-
-
毛
・
R
H
J
℃
町
田
Q
H
(
U
3〈

2
・
。
、
-
n
な
よ
可
・
印
ω
・
な
ど
)
、
有
力
な
反
対
説
も
存
在
す
る
。
Z
・

ω・
∞
2
z
g
P
R吋
r
g
ミ
Z
L
P
山
円
台
2

2

0
守
広
告
M
L
0
2
仲ユ
r
z
Z
2
f
w
w
印
N
G
・
、
・
町
内
。
、
ア
∞
∞
(
一
回
ω
∞
)

(
6
)

の
a
r
E
E
糸
口
ER山一一・。
k
v
'

町
民
同
J
古
・
印
日
∞
-

(
7
)

∞
E
r
r
p
C
R
戸
、
、
・
叫
4
F
H
‘℃
-
u
m
・

(

8

)

H

F

ミ
・
・
宅
・
5
ム
l
l
一口印

(
9
)

弓
ミ
・
古
・
3
0
・
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
五
五
頁
註
(
げ
)
参
照
。

(
叩
)

H

F

ミ
J
℃
・
一
一
山
・

(
け
)
0
9ロ
ω
一
ι
ω
o
p
ぬ
ま
な
ま
旬
。
、
向
島
認
定
ぬ
足
。
三
品
、
凶
丸
、
、
。
町
内
九
R
3
F

℃
一
ω
印
・
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アメリヵi'こ於ける法人税の発達



説

(
門
ど
更
に
、
例
え
ば

r
m
F
?
の
o
r
g
-
℃

-
G
N
P
E
-
N
M
W
M
ω

・
の
提
案
を
み
よ
。

(
日
〉
巧
-
F
・
(
U
E
F
4
2
E
2
3
2
2
r
r
q
z
q
¥
u
E
G
~・
同
町

2
・
5
・
品
目
|
弐
f

一
自
己
・

〈
同
)
以
上
の
様
に
ビ
ュ

l
ラ

i
は
、
大
企
業
は
既
に
十
分
課
税
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
課
税
は
不
当
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
個

人
事
業
に
比
べ
て
小
法
人
が
圧
迫
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
未
分
配
利
潤
税
を
強
く
非
難
す
る
の
で
あ
る
が
(
回
5
己
主
主
-
町
民
同
・
・

3

M
-
m
l
l
N
S
U
、
即
時
廃
止
論
に
は
与
し
て
い
な
い
。
彼
は
公
平
課
税
実
現
の
た
め
に
は
幾
ら
か
の
未
分
配
利
潤
税
は
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
小
法
人
へ

の
差
別
を
な
く
す
と
と
も
に
、
税
率
の
引
き
下
げ
と
単
一
税
率
の
採
用
、
法
人
資
本
税
及
ひ
超
過
利
潤
税
の
廃
止
、
損
失
傑
除
及
び
期
限
後
に
支
払
わ

れ
た
配
当
の
控
除
の
新
設
、
並
び
に
三
l
五
た
月
間
の
支
払
能
力
算
定
及
び
調
整
期
限
の
設
置
な
ど
の
措
置
に
よ
っ
℃
不
必
要
な
難
点
、
不
公
平
不
確

実
さ
を
除
去
し
、
こ
の
税
の
有
効
性
判
断
の
実
験
の
た
め
に
、
存
続
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
(
丈

J
3・
M

司
i
吋
口
・
)
。
突
り
多
き
批

判
と
は
ま
こ
と
に
か
く
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一

O
年
経
過
後
に
、
こ
れ
ら
の
補
整
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
未
分
配
利
潤
税
の
「
物
語
は
全

く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
更
に
小
法
人
に
適
正
な
控
除
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
法
人
へ
の
不
当
な
圧
迫
を
排
除

し
え
た
と
の
論
議
を
紹
介
し
て
い
る
(
∞
見
Z
2
-
、
与
一
同
庁
、
立
g
h
p
一
宏
∞
-
百
・
印
口
口
し
。
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論

第
四
款

未

分

配

利

潤

税

に

対

す

る

各

種

の

反

応

と

効

果

三
八
年
に
は
大
幅
改
正
さ
れ
、
翌
三
九
年
に
は
全
廃

さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
そ
の
実
施
期
間
は
三
六
、
三
七
年
の
二
年
間
に
す
ぎ
な
レ
。
従
っ
て
未
分
配
刺
潤
税
の
経
営
財
務
的
効
果
に
関

未
分
配
利
潤
税
は
、
既
に
本
章
序
説
で
触
れ
、

ま
た
次
款
で
詳
述
す
る
と
お
り
、

し
て
、
何
ら
か
の
結
論
を
下
す
こ
と
は
、

は
な
は
だ
困
難
と
い
え
る
。

し
か
し
未
分
配
利
潤
税
は
そ
の
期
間
内
に
あ
っ
て
も
種
々
の
興
味

あ
る
反
応
を
呼
び
お
こ
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
見
な
が
ら
問
題
の
所
在
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

現
金
配
当
に
対
す
る
効
果

あ
る
統
計
値
に
よ
る
と
、
一
ニ

0
年
代
を
通
し
て
配
当
率
は
ほ
ぼ
安
定
し
た
動
き
を
み
せ
、
三
六
、
三
七
年
に
特
に
著
し
い
変
化
は
み
ら

れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
二
六
、
三
七
年
は
景
気
回
復
期
で
あ
り
法
人
純
利
潤
の
増
加
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
六
、

七



へ
2
)

年
に
配
当
額
が
一
般
に
増
加
し
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
事
実
を
如
何
に
-
評
価
す
る
か
は
、
論
者

に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
o

例
え
ば
ビ
ュ

l
ラ
ー
や
グ
ラ
ハ
ム
は
、
即
時
的
反
応
と
し
て
未
分
配
利
潤
税
を
軽
減
す
る
た
め
の
現

金
配
当
の
増
加
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
逆
に
ラ
l
ム
や
キ
ャ
リ
ー
は
、
未
分
配
利
潤
税
は
配
当
政
策
に
は
何
の
影
響
も
与
え
ず
、
む

し
ろ
大
多
数
の
法
人
は
事
業
の
必
要
性
か
ら
未
分
配
利
潤
税
を
支
払
っ
て
で
も
利
潤
を
留
保
す
る
方
を
選
択
し
た
、
と
の
報
告
を
行
っ
て

(
4
v
 

い
る
。

白

し
か
し
た
と
え
前
者
の
ご
と
く
未
分
配
利
潤
税
が
現
金
配
当
を
刺
激
す
る
効
呆
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
未
分
配
利
潤
税
が
正
常

に
機
能
し
た
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
か
否
か
は
、
自
ず
と
別
個
の
問
題
と
い
え
よ
う
。
わ
ず
か
二
年
間
の
経
験
か
ら
、
未
分
配
利
潤

税
の
長
期
的
、
安
定
的
効
果
を
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
現
金
配
当
の
増
加
に
一
不
さ
れ
た
短
期
的
な
効
果
も
、
例
え
ば
最
高
裁
判
所

の
未
分
配
利
潤
税
違
憲
判
決
や
三
六
年
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
共
和
党
の
勝
利
を
期
待
し
て
、
と
も
か
く
三
六
年
度
に
関
し
て
は
未
分
配

利
潤
税
を
軽
減
す
る
た
め
に
現
金
配
当
を
増
加
さ
せ
た
法
人
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
も
し
未
分
配
利
潤
税
合
憲
判
決
や
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
再
選
が
確
定
し
た
後
に
は
、
異
っ
た
反
応
が
現
わ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
法
人
に
よ
っ
て
は
、
単
に
未
分
配
利
潤
税
を
回
避

〈

7
〉

す
る
た
め
だ
け
の
理
由
で
利
潤
留
保
を
放
棄
で
き
な
い
各
種
の
法
人
も
存
在
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

〔
日
}

の
未
分
配
利
潤
税
回
避
手
段
を
自
ず
と
採
用
す
る
方
向
に
向
お
う
。
ま
た
後
者
の
見
解
の
ご
と
く
、

ヘ7-"リガに於ける法人税の発達

そ
れ
ら
の
法
人
は
先
述
の
様
な
種
々

一
般
的
に
法
人
が
慢
然
と
未
分
配
利

潤
税
を
負
担
し
続
け
る
と
の
予
想
も
、
短
期
的
に
は
と
も
か
く
、
長
期
的
に
は
あ
り
え
な
い
予
測
と
い
え
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
未

分
配
利
潤
税
の
運
命
を
見
定
め
、
そ
れ
に
適
応
し
た
配
当
政
策
を
と
る
た
め
の
応
急
措
置
と
し
て
三
六
年
度
に
関
し
て
は
未
分
配
利
潤
税

を
支
払
っ
た
法
人
も
多
く
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

北法26(4・49)639

「
三
六

l
三
七
年
の
留
保
利
潤
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ

か
く
し
て
、
数
値
上
の
現
金
配
当
の
増
加
は
事
実
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に

カ
の
経
験
は
、
配
当
支
払
を
刺
激
す
る
効
果
が
著
し
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
台
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
の
は
早
急
に
す
ぎ
、
判
断



説

の
材
料
は
不
足
し
て
レ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
レ
の
で
あ
る
。

論

(

l

)

参
照
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
三
一
一
一

l
四
頁
。
な
お
、
本
稿
後
出
六
七
六
頁
註
(
日
)
、
参
照
。

(
2
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
回
5
2
2・
q
書
公
民
ミ
吉
宗
札
、

2
》
ご
吋
Q
h
p

宅
-
一

M
m
l一
N
7
C
B
E
g
-
。、・

2H・・℃
-
u
-
=・
回
一
回
百
三
口
mu
毛
・

町
民
?
"
向
者
・
コ
1
3
u
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
三
四
J
二
四

O
頁
、
等
を
参
照
。
更
に
そ
の
中
味
を
み
る
と
、
①
未
分
配
利
潤
税
の
施
行
さ
れ
な
か
っ
た

三
五
、
一
一
一
九
の
両
年
は
資
産
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
分
配
率
も
高
か
っ
た
、
②
一
一
一
六
、
一
二
七
年
は
、
ほ
ぼ
全
法
人
に
分
配
率
の
上
昇
が
み
ら
れ
た
が
、
そ

の
上
昇
幅
は
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
大
き
い
、
③
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
規
模
と
分
配
率
の
順
相
応
性
は
さ
ほ
ど
変
化
し
な
か
っ
た
、
な
ど
の
特
徴
が
み

ら
れ
る
。
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
三
五
頁
は
、
そ
の
原
因
を
、
「
一
九
三
六
、
一
二
七
年
に
ほ
ぼ
各
規
模
階
層
と
も
分
配
率
を
引
上
げ
た
中
で
、
小
規
模

企
業
ほ
ど
そ
の
引
上
幅
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
重
い
留
保
利
潤
税
負
担
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
外
部
資
金
調
達
の
困
難
性
か
ら
、
分

配
率
水
準
そ
の
も
の
を
大
規
模
企
業
の
水
準
ま
で
引
上
げ
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

同
三
己
晶
・

NR-
円
ご
・
も
参
照
。

(
3
)
切

5
E
F
も
・
円

hhJ
若
田
口
下
l
一
M
U
h
O
B
E
g
-
4・円九
HJ
℃
・
国
・
同
旨
、
グ
l
ド
・
滋
勝
訳
『
法
人
税
』
一

O
回
、
一
九
八
頁
、

P
2
F

。
、
.
町
民
同
よ
同
y
印
N
H
E
e
c・
。
巳

F
B
M凶
P

立吋

ro
肘

h
r
a
o『
己
耳

CE--aユ『己件。
L
H口
口
口
阿
国
ゆ
吋
凶
出
口
唱
。
ロ
丹
}
話
。
討
丹
ユ
『
己
江

O
E
C『
〈

UC弓
O
B常

思
百
一
口
同
U

〉

Z
O
F
-
-
N川
町
。
言
語
ミ
コ
円
p
o
a
-
U
A
P
3・
ω21ω
印
即
日
宮
島
・
前
掲
論
文
二
三
三
頁
。

〈

4
〉
巧
・
寸

-
E
E
E
m
b
t交
問
、
。
ミ

¥
ω
G
Eゅ
の
2
E
B円。

ω口7戸
仲

間

3
2

件
。
丹

r
c
E
E
z
r
z
H
O
L
H
V
B『
E

p

h
・
-
印
勾

a
3・
N凶
E

河内司・

品
∞
白
"
品
∞
印
(
一

8
3
・
同
国
扇
、
閉
山
E
Z
E
b
u
z
g
Hミ
・
。
、
・
円
た

w
-
v
g
T
m
J
ζ
円
H
D
S
F
E
H，
宮
恒
常
円
件
。
同

Z
Z
C
E
F
m
z
r
c
g
ι
p
c
r
t

吋
自
己
司

g
F
o
g
奇
-
r
c
t
g
c『

(
U
2
3
5古
伊
『

=
5
mヘ
同
町
内

S
。
ヨ
ミ
ミ
2
・
o
a
.
Z
2・
3

8
∞
!ω
ム
∞
・
な
お
、
参
照
。
3
3
P
毛

2H
・

℃
・
印
N
-

ロ-
M

・

ハ
5
〉
四
日
E
q
u
も
・
円
む
よ
喜
一

ω
N
i一
ωω
・

(
6
)
i
g
ミ
--Hy-ωω
・

(
7
〉
同
宮
、
・
・

8
・一

Nム|一
ωN
・
一
般
に
経
営
財
務
判
断
に
与
え
る
税
の
効
果
は
、
さ
ほ
ど
に
大
き
な
も
の
で
な
い
か
ら
、
も
し
法
人
が
宿
保
利
潤
を
ど
う

し
で
も
必
要
と
す
る
時
に
は
、
租
税
対
策
は
二
の
次
に
し
て
利
潤
僧
保
を
図
る
こ
と
に
な
ろ
う

Q
mミ

J

3
・一

N
P
一ω
ア)。

。
E
r
ω
5・
。
、
.
之
町

J
円y
u
・

(
8〉
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回
己
ゆ

E
2
・。
hv
・円
HH--

℃・一
ωω
・}向。戸尚一
ω
コ門ア。、
.
2
H
J
ω

吋《目。
L
W

百・印一三・

グ

l
ド
『
法
人
税
』
一
九
八
頁
。

現
金
配
当
以
外
の
配
当
形
式
の
利
用

さ
て
、
本
稿
は
既
に
、
直
接
現
金
配
当
を
な
さ
な
い
で
、
未
分
配
利
潤
税
を
軽
減
し
う
る
多
く
の
「
配
当
」
方
式
が
あ
る
こ
と
を
み
て

き
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
現
金
配
当
の
増
加
と
し
て
表
面
に
現
わ
れ
な
い
「
配
当
」
形
式
が
、
ど
の
程
度
頻
繁
に
利
用
さ
れ
た
か
を
、
こ

こ
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

株
式
配
当
の
急
増

i
l
一
九
三
六
i
三
七
年
は
、

h
s
q〈
・
〉
向
島
町
也
事
君
、
判
決
直
後
の
一
九
二
二
年
と
と
も
に
、
株
式
配
当

が
史
上
最
も
頻
出
し
た
時
期
で
あ
る
。

(

一

)

凶

2
2「
〈
・
ミ
h
H
h
q
S
F
ミ
判
決
は
株
式
配
当
非
課
税
宣
告
で
あ
っ
た
が
、

内
C
M
丈
日
出
札
〈
・

NL1句
N
G
町、帆
WHh

判
決
は
株
式
配
当
の
一
部
課
税
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

株
式
配
当
多
発
の
原
因
は
未
分
配
制
潤
税
回
避
目
的
以

伺

テ
ー
ラ
ー
は
い
う
、
「
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
内
ま
と

S
A
〈
・
民
主

eqsh叫
し
事
件
の
判
決
に
よ
っ
て
、
援
助
と

激
励
を
与
え
た
。
証
券
及
び
そ
の
他
の
株
式
配
当
の
波
が
、
そ
れ
に
続
い
て
生
じ
た
」
と
。
最
も
多
用
さ
れ
た
形
式
は
、
普
通
株
所
有
者

(
B》

に
対
す
る
優
先
株
式
の
賦
与
で
あ
っ
た
が
、
次
に
多
か
っ
た
の
が
優
先
株
所
有
者
に
対
す
る
普
通
株
の
賦
与
で
あ
っ
た
。
デ
ュ

l
イ

γ
グ

(

4

)

 

は
、
三
六
年
に
至
る
ま
で
優
先
株
式
に
よ
る
株
式
配
当
な
る
も
の
は
全
く
未
開
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
形
式
が
、
未
分

外
に
考
え
ら
れ
な
い
。

一アメリ ntこ於ける法人税の発達

配
利
潤
税
回
避
を
目
的
と
し
て
の
み
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
優
先
株
式
に
対
す
る
普
通
株
式
の
賦
与
は
、

回
円
。

h
F
N
S
札

〈
-
h
r
p
q
s
h
判
決
に
お
い
て
hv
課
税
所
得
。
た
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
た
形
式
で
あ
っ
た
が
、
通
常
の
法
人
に
あ
っ
て
は
既
に
普
通
株

が
優
先
株
よ
り
多
い
こ
と
、

ま
た
優
先
株
は
現
金
配
当
を
保
証
す
る
契
約
条
項
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
、

普
通
株
に
よ
る
株
式
配
当
を
な

す
に
は
株
主
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
前
者
程
の
利
用
頻
度
を
み
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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は
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「
一
九
三
六
l
三
七
年
に
お
け
る
株
式
配
当
分
配
は
、
付
加
税
に
お
け
る
控
除
の
要
件
を
充
足
さ
せ
る

た
め
に
は
、
大
部
分
の
場
合
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
数
値
を
あ
げ
て
い
る
。

(
3
)
0
・
F
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m
o
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r
z
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J
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ω
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論

ス
ク
リ
ッ
プ
な
ど
に
よ
る
配
当
の
急
増

l
i
こ
れ
ら
証
券
配
当
は
、
法
人
の
配
当
支
払
義
務
を
繰
り
延
べ
る
だ
け
で
、

法
人
の
経
営
財
務
上
の
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
未
分
配
利
潤
税
が
政
治
的
理
由
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と

に
で
も
な
れ
ば
、
大
き
な
節
税
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
株
式
配
当
に
比
べ
て
資
本
構
成
を
変
化
さ
せ
ず
、
発
行
手
続
も
簡

単
で
あ
り
ョ
こ
と
に
中
小
法
人
に
と
っ
て
は
、
株
式
よ
り
も
証
券
、
手
形
の
方
が
よ
り
大
き
な
市
場
性
と
流
通
性
を
有
し
て
い
る
。
か
く

〆戸、

一
、“ノ

社
債
、

し
て
こ
れ
ら
社
債
、
手
形
に
よ
る
配
当
は
、
こ
の
時
期
、
未
分
配
利
潤
税
回
避
手
段
と
し
て
圧
倒
的
な
利
用
を
み
た
。
特
に
ス
グ
リ
ッ
プ

三
七
年
中
に
株
式
配
当
を
含
め
た
証
券
に
よ
る
配

当
を
な
し
た
法
人
の
う
ち
、
二
五
l
二
六
%
が
二
fit-

六
年
満
期
の
ス
ク
リ
ッ
プ
配
当
を
用
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ス
グ
リ
ッ
プ
配
当
の
か
か

る
急
増
は
前
後
に
例
が
な
く
、
明
ら
か
に
未
分
配
利
潤
税
回
避
の
た
め
の
当
座
の
措
置
と
し
て
、

て
い
る
と
い
え
る
。

の
場
合
は
そ
れ
が
顕
著
で
、
総
資
産
評
価
額
一

O
O万
ド
ル
以
上
の
法
人
で
、
三
六
、

」
れ
ら
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ

(
1
)
0
2
5
m
-
毛
・
円
h
H

・4

司
・
司
プ
呂
志
H
U
m
b
p
タ

毛
-
R
H
J

司
色
ω
L
N
G
-
Z
H
P
毛・
2
H
J

司-
M

お
・
細
井
「
配
当
政
策
〈
第
二
増
補
版
)
」

一八一

l
一一頁。



(
2〉

m
r
ω
5
0
除
(
)
号
子
。
、
・

2
H
J
同

yh-uω
・

(
3
)

た
と
え
ば
、
株
式
発
行
は
定
款
変
更
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
ス
グ
リ
ッ
プ
発
行
は
取
締
役
の
裁
量
で
自
由
に
な
し
う
る
(
刀
C
5
2
r
ミ・

2
H
-
℃
-

M
品目・)。

(
4
)
m
v
g
M
m
除
。
日
〕
〉
。
』
y
h
R
H
-
-

司・品目山
ω
u
H
N
c
-
r
o
山
口
・
。
、
・
え
同
J

℃
-
M
品目・

(
5
)
詳
し
く
は
り
目
言
語
-
号
、
円
台
、
古
・
コ
ケ
列
C
5
0
3
y
hマ・
2
?
"

宅
-
M
M
m
l
l
M
M
m
u
N
A
ω
l
N印
O
U

細
井
・
前
掲
雲
、

(
6
)
0
0
三口問・

ζ
・
三
時
二
匂
・
コ
プ
細
井
・
前
掲
書
、
一
八
五
頁
。

一
八
四
l
五
賞
、
等
を
参
照
。

同

株
式
配
当
と
現
金
又
は
新
株
引
受
権
の
選
択
権
の
利
用
|

l
選
択
的
株
式
配
当
も
広
範
に
利
用
さ
れ
た
が
、

は
、
支
払
配
当
控
除
を
利
用
し
う
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
、
資
本
構
成
の
簡
潔
性
を
保
持
し
や
す
い
こ
と
、
あ
る
い
は
逆
に

そ
れ
を
故
意
に
く
つ
が
え
す
こ
と
が
で
き
る
な
ど
の
点
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
株
主
が
株
式
配
当
又
は
現
金
の
い
ず
れ
か
を

選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
、
種
々
の
圧
力
を
か
け
操
作
を
行
な
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
代
表
的
事
例
に
も
こ
と
欠
か
な
川
ぷ

こ
れ
ら
方
式
も
、
三
五
年
ま
で
の
利
用
頻
度
に
比
較
し
て
こ
の
時
期
に
格
段
の
増
加
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
主
目
的
が
未
分
配

利
潤
税
軽
減
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ハ
一
二
)

」
の
方
式
の
長
所

アメリカに於ける法人税の発達

な
お
、
現
金
と
の
選
択
闘
係
に
お
か
れ
た
株
式
配
当
に
は
、
普
通
株
式
に
対
す
る
普
通
株
式
配
当
、
普
通
株
式
に
対
す
る
優
先
株
式
配

当
が
多
く
、
優
先
株
式
に
対
す
る
普
通
株
式
配
当
は
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
経
営
者
が
普
通
株
の
増
加
を
き
ら
っ
た
と
い
う
こ

と
も
あ
る
が
、
後
者
が
内

2
と
お
誌
、
〈
'
同
t
Gミ
宮
内
判
決
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
受
取
株
主
の
課
税
所
得
を
構
成
し
(
従
っ
て
支
払

配
当
控
除
を
う
け
ら
れ
る
〉
、
特
に
現
金
と
の
選
択
関
係
に
お
く
必
要
が
な
い
の
に
対
し
て
、
前
二
者
の
う
ち
普
通
株
式
に
対
す
る
優
先
株

式
配
当
は
そ
の
点
に
疑
問
が
あ
り
、
ま
た
普
通
株
式
に
対
す
る
普
通
株
式
配
当
は
株
主
の
課
税
所
得
を
構
成
し
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
か
ら
、
安
全
を
期
す
た
め
に
あ
え
て
現
金
配
当
と
の
選
択
関
係
に
お
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
以
上
の
様
な
方
式
の
他
に
、
新
株
引
受
権
の
賦
与
も
頻
繁
な
利
用
を
み
た
が
、
そ
の
際
新
株
引
受
権
を
行
使
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
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説

う
操
作
し
た
の
は
、
グ
ラ
ハ
ム
の
予
想
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
人
は
未
分
配
利
潤
税
軽
減
の
た
め
に
現
金
配
当
を
行
な
い
、

し
か
る
後
に
新
株
引
受
権
を
株
主
に
与
え
、
新
株
を
発
行
す
る
。
株
主
は
新
株
引
受
け
を
強
制
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、
も
し
新
株
を
取

得
し
な
け
れ
ば
自
己
の
持
分
が
稀
釈
さ
れ
る
か
ら
、
新
株
を
引
受
け
る
か
、
引
受
権
を
他
者
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
法
人
は
現
金
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
ο

こ
れ
ら
新
株
引
受
権
に
よ
る
株
主
操
作
は
、
従
来
よ
り
広
く
行
わ
れ
て

き
た
が
、
三
六
、
三
七
年
に
は
、
専
ら
未
分
配
利
潤
税
軽
減
の
た
め
へ
と
そ
れ
が
転
用
さ
れ
た
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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日
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そ
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場
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目
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資
本
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成
の
簡
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化
の
保

持
で
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る
。
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同
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O
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i
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ム
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(
9
)
Q・附耐え
g

E
・
4
・
5

J

3
・
M
Z
l自由・

(
四
)

ま
と
め

l
l以
上
の
様
な
剰
余
金
の
資
本
組
入
れ
の
他
に
、

法
人
は
高
率
の
未
分
配
利
潤
税
を
一
時
的
に
回
避
す
る
た
め
に
、

経
費
支
出
の
増
大
な
ど
を
図
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
例
え
ば
、
屋
根
の
ふ
き
替
え
、
設
備
・
事
務
用
具
の
購
入
を
賃
借
に
切
り
換
え
、
保
険

加
入
、
広
告
、
訪
問
販
売
の
実
施
な
ど
)
。
こ
れ
ら
は
、
特
に
目
新
ら
し
い
も
の
と
も
い
え
な
い
が
、
未
分
配
利
潤
税
の
導
入
に
よ
っ
て
、

〈

2
v

そ
の
利
用
価
値
が
一
層
橋
大
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
と
う
て
い
長
期
に
わ
た
っ
て
未
分
配
利
潤
税
を
回
避
す
る
手
段
た
り
え
な
い
か
ら
、

そ
の
利
用
価
値
も
限
ら
れ
て
い



る
。
逆
に
、
経
営
者
、
事
業
者
が
未
分
配
利
潤
税
を
あ
く
ま
で
当
座
の
課
税
手
段
と
し
て
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。
本
稿
は
先
に
、
グ
ラ
ハ
ム
の
見
解
を
参
照
に
、
未
分
配
利
潤
税
が
多
く
の
「
抜
け
穴
」
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
き

た
。
わ
ず
か
二
か
年
の
経
験
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
十
分
証
明
さ
れ
た
と
い
い
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
法
人
の
過
大
な
剰
余
金

を
規
制
し
、
大
衆
株
主
の
手
元
に
多
く
の
資
金
を
配
布
さ
せ
る
の
が
未
分
配
利
潤
税
の
目
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
単
に
配
当
の
形
式
に

変
化
が
み
ら
れ
た
だ
け
で
は
、
そ
の
効
果
は
決
し
て
満
足
す
べ
き
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
(
2
)
 
mrEdσ

俸

の

ω
ミ
・
。
hy
円

R
F
-
U
A
∞吋

第
五
款

未
分
配
利
潤
税
の
廃
止

伺

未
分
配
利
潤
税
の
実
際
的
目
標
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
各
種
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
が
、

ィ

l
ル
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
そ
れ
は
一
九
一
三
年
以
来
の
未
解
決
の
難
題
で
あ
っ
た
〈
法
人
税
1

個
人
所
得
税
〉
の

そ
の
意
図
は
き
わ
め
て
ニ
ュ

1
デ

アメリカに於ける法人税の発達

二
本
立
税
制
に
伴
う
各
種
の
不
平
等
、

他
方
で
税
制
の
大
幅
利
用
に
よ
る
法
人
剰

不
合
理
の
是
正
を
ま
ず
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

余
金
の
規
制
と
経
営
判
断
へ
の
介
入
と
い
う
点
で
、
従
来
の
経
営
者
と
政
府
聞
の
タ
ブ
ー
を
大
き
く
打
破
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
導
入
が
ニ
ュ

l
デ
ィ

I
ル
全
体
の
高
揚
と
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
個
人
の
人
気
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、

そ
の

以
外
に
早
く
や
っ

存
立
は
何
よ
り
も
政
治
的
理
由
か
ら
、
反
対
派
の
強
い
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
機
会
は
、

北法26(4・55)645

て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
て
、
そ
の
絶
好
の
口
実
と
な
っ
た
の
が
、
既
に
序
説
で
触
れ
た
一
九
三
七
年
秋
の
「
恐
慌
の
中
の
恐
慌
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
景
気
後

退
に
よ
っ
て
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
被
っ
た
打
撃
は
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
景
気
後
退
は
資
本
主
義
の
仕
組
に
不
満
を
も
っ
ラ



説

ジ
カ
ル
な
運
動
や
リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
を
は
ぐ
く
ん
で
も
良
い
は
ず
な
の
に
、
反
対
に
保
守
派
の
強
化
に
役
だ
」
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
議
会

内
で
は
、
種
々
の
政
治
状
況
の
絡
み
あ
い
と
と
も
に
形
成
さ
れ
た
民
主
党
保
守
派
1

共
和
党
の
「
反
一
一
ナ
I

デ
ィ

l
ル
・
プ
ロ
ッ
ク
」

北法26(4・56)646

論

が
、
大
き
な
勢
力
を
有
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
「
議
員
の
多
く
は
、
景
気
下
降
が
一
つ
に
は
政
府
の
財
界
へ
の
敵
対
的
態
度

に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
と
い
う
主
張
に
同
情
的
」
で
あ
り
、
特
に
税
制
に
非
難
を
集
中
し
た
が
、
中
で
も
財
界
と
協
調
し
、
「
頑
固
な
実
業
家

に
。
励
ま
し
の
約
束
。
を
与
え
る
」
上
で
、
未
分
配
利
潤
税
が
最
大
の
邪
魔
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
内
部
の
見
解
も
分
裂
し
、
最
初

よ
り
本
税
の
ご
と
き
冒
険
的
試
み
に
反
対
で
積
極
的
な
財
界
と
の
提
携
を
主
張
し
た
モ

l
ゲ
ン
ソ
ー
そ
の
他
の
財
務
省
ス
タ
ッ
フ
は
も
と

(
8
X
9
)
 

よ
り
、
改
革
よ
り
も
計
画
的
支
出
政
策
を
説
く
ホ
プ
キ
ン
ズ
、
エ
ッ
ク
レ

l
ズ
な
ど
が
、
未
分
配
利
潤
税
の
廃
止
を
支
持
し
た
。
か
く
し

て
、
こ
の
様
な
政
治
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
、
未
分
配
利
潤
税
の
廃
止
は
、
時
間
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
1
〉
本
稿
・
前
出
、
二
六
巻
二
号
一
五
四
頁
の
他
に
、
宮
島
洋
「
法
人
税
制
の
形
成
過
程
」
『
一
証
券
研
究
』
三
三
号
二
九
四
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
恐
慌

の
原
悶
を
め
ぐ
る
様
々
の
論
議
に
つ
い
て
は
、
ル
さ
ア
ン
バ
ー
グ
『
ロ
1

ズ
ヴ
エ
ル
ト
」
一
九
四
l
五
頁
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
九
四
i
五
頁
及
び

二
九
七
頁
註
(
日
)
の
，
詳
細
な
文
献
、
新
川
『
ニ
ュ

I
デ

f

l
ル
』
二
二
一
頁
な
ど
を
参
照
。

(
2
)

ル
ク
テ
て
ハ
|
グ
・
前
掲
率
、
一
九
九
頁
。

(
3
)

ル
ク
テ
ン
ベ

l
グ
・
前
掲
者
、
二

O
一
一
具
、
新
川
・
前
掲
雷
、
二

O
九
l
一
O
頁
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
九
二

l
三
頁
。

ハ
4
〉
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
二

O
二
|
一
一
一
頁
。
参
照
、
新
川
・
前
掲
書
、
二
二
三
頁
。

(
5
〉
例
え
ば
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
社
長
の
ナ
ッ
ド
セ
ン
は
、
一
九
三
七
年
一

O
月
二
八
日
の
演
説
で
「
資
本
の
課
税
は
今
や
没
収
の
数
歩
手
前
に
達

せ
ん
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
野
津
高
次
郎
『
米
国
税
制
発
達
史
』
五
回
二
頁
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
「
租
税
の
重
圧
に
対
し
て
常
に
発
せ

ら
れ
る
慣
用
句
で
あ
る
」
。

(
6
)

ル
ク
テ
ン
パ
ー
ク
・
前
掲
勢
、
二

O
七
頁
。

(
7
)

未
分
配
利
潤
税
の
他
に
、
純
損
失
の
繰
越
控
除
の
禁
止
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
控
除
の
制
限
な
ど
が
、
実
業
家
の
大
き
な
不
満
を
形
成
し
て
い
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
八
四
頁
、
二
九
一
一
良
註
〈
加
×
幻
)
参
照
。



(
8
)

本
稿
前
出
二
六
巻
二
号
一
五
五
頁
註
(
6
)
参
照
。

(
9
〉
未
分
配
利
潤
税
が
三
七
年
不
況
に
ど
の
様
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
も
種
々
の
論
議
が
あ
る
。
例
え
ば
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
八
四
頁
は

そ
の
影
響
を
重
視
す
る
が
(
但
し
三
O
二
頁
も
参
照
)
、
ピ
ュ

l
ラ
ー
や
ハ
ン
セ
ン
は
、
原
因
は
未
分
配
利
潤
税
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
未
分
配
利
潤
税

の
全
廃
乃
至
部
分
的
廃
止
は
何
ら
継
続
的
繁
栄
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
(
切
S
E
R
-
叫
4
F
G
q
R
F
Hミ
E
Hミ

MV3》
ご
叫

4Qhp
毛
-

一日
0

・一
2
・
E
-
N
U
S
N
h
h
h
g
R
P
-
白色
w

同

y

M
包
山
ハ
ン
セ
ン
・
都
留
訳
『
財
政
政
策
と
景
気
循
環
』
〔
四
三
O
l一
一
一
一
一
良
、
一
九
五

O
年
、
日
本

評
論
社
〕
)
。
コ
ル
ム
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
未
分
配
利
潤
税
に
と
っ
て
不
運
な
こ
と
は
、
新
一
証
券
発
行
の
た
め
の
市
場
が
満
足
に
機
能
し
て
い
な
い
時

に
、
そ
れ
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(
宮
島
・
前
掲
論
文
二
八
五
頁
註
〔
3
〕〉。

(
叩
)
「
法
人
や
笑
業
家
が
一
九
三
六
年
以
来
し
ゃ
べ
り
続
け
て
き
た
未
分
配
利
潤
税
に
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
今
や
そ
の

H
標
を
達
成
す
る
機
会
を

つ
か
ん
だ
」
ハ
河
ミ
ミ
コ
吋
晶

Ha芯誌
S
礼

bszqRυ
二
芯
入
山
吉
司
片
品
唱
司
・
ミ
∞
・
〉
。
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
厳
密
な
理
論
よ
り
も
、
そ
の

き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
参
照
、
の
B〈
2
・
、
。
注
目
、
品
、
同
4
R
E
H
"
2
2丸
岡

2
5君
民
町
、

3
尚
之
句
ア
℃

-
Z
一
宮
島
・
前
掲
論
文
、
コ
一
O
二
頁
。

一
八
年
法
に
よ
る
大
幅
縮
小

白

さ
て
、
こ
の
様
な
状
況
を
反
映
し
て
連
邦
議
会
内
に
三
七
年
九
月
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
「
現
行
税
法
の
公
平
と
安
定
性
を
促
進
し
、
難

難
を
除
去
し
、
事
業
活
動
を
強
化
」
す
る
た
め
に
税
制
全
体
を
再
検
討
す
る
た
め
の
下
院
歳
入
小
委
員
会
(
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
委
員
長
〉
で
あ

っ
た
。
問
委
員
会
は
一
一
月
よ
り
討
究
に
入
り
、
翌
三
八
年
一
月
に
歳
入
委
員
会
に
報
告
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ
は
財
界
や
議
会
の
意

向
に
添
う
た
め
の
六
一
ニ
の
改
革
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
そ
の
中
心
は
一
言
う
ま
で
も
な
く
未
分
配
利
潤
税
の
修
正
で
あ
り
、
小
委
員
会
は

未
分
配
利
潤
税
に
「
特
別
の
考
慮
」
を
加
え
た
結
果
、
ま
ず
次
の
様
な
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
①
正
当
な
事
業
拡
張
を
阻
害
し
、
雇
用
に

対
し
て
逆
効
果
で
あ
る
、
②
債
務
支
払
い
に
当
期
利
得
を
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
法
人
を
処
罰
す
る
、
③
大
法
人
よ
り
も
、
小
規
模
で

北法26(4・57)647

アメリカに於ける法人税の発達

弱
体
な
法
人
の
負
担
と
な
る
、
④
州
法
の
も
と
で
配
当
支
払
い
を
制
限
さ
れ
て
い
る
資
本
欠
損
法
人
に
と
っ
て
不
公
正
、
⑤
配
当
制
限
契

約
及
び
当
期
利
益
の
債
務
支
払
い
へ
の
充
当
を
約
定
し
た
法
人
に
対
す
る
救
済
措
置
が
極
端
な
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
て
狭
す
ぎ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
は
過
去
に
も
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
、
本
稿
も
幾
度
か
言
及
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

特
に
目
新
し
い
主
張
が
あ
る



三L.
n，，" 

こ
の
様
に
歳
入
小
委
員
会
は
多
く
の
非
難
に
答
え
て
未
分
配
利
潤
税
に
種
々
の
欠
点
が
あ
る
こ
と
は
一
応
承
認
し
た
が
、

小
委
員
会
の
多
数
は
有
能
な
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
委
員
長
以
下
の
進
歩
派
民
主
党
議
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
「
未
分
配
利
潤
税
の
原

〈
日
〉

則
は
健
全
で
あ
り
、
維
持
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
捨
て
ず
、

内

4
v

を
作
成
し
て
歳
入
委
員
会
に
提
出
し
た
。

結
局
未
分
配
利
潤
税
に
大
幅
修
正
を
加
え
た
次
の
様
な
改
革
案

北法26(4・58)648

説

訳
で
は
な
い
。

①
 
純
所
得
二
・
五
万
ド
ル
以
下
の
法
人
に
対
す
る
未
分
配
利
潤
税
は
全
廃
し
、
替
り
に
一
二
・
五

l
一
六
%
の
法
人
累
進
税
を
課
す
。

② 

純
所
得
二
・
五
万
ド
ル
以
上
の
法
人
に
は
二
O
%
の
比
例
法
人
税
を
課
し
、

そ
の
際
受
取
配
当
の
一
六
万
及
び
支
払
配
当
の
四
%

を
税
額
控
除
す
る
Q

③ 

I
B
法
人
税
の
新
設
!
一
定
の
持
株
テ
ス
ト
に
令
致
し
、
純
所
得
七
・
五
万
ド
ル
以
上
を
有
し
、
且
つ
全
合
衆
国
法
人
の
平
均
留

保
率
以
上
に
利
潤
を
留
保
す
る
法
人
を
「
第
三
類
法
人
」
会
主
丘
吉
田
片

2

8
召
2
2
5ロ
)
と
し
、
そ
れ
に
二
O
%
の
罰
則
税
を
課

す
(
人
的
持
株
会
社
課
税
に
服
す
る
も
の
は
除
か
れ
る
)
。

以
上
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
、

ま
ず
①
は
未
分
配
利
潤
税
を
全
廃
し
た
点
が
最
大
の
特
色
で
あ
る
が
、

そ
の
税
率
は
僅
か
で
は
あ
る

が
累
進
税
率
が
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
か
ろ
う
じ
て
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
的
租
税
原
則
の
現
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
は
、
全
利
潤

を
留
保
す
る
法
人
は
全
部
で
二
O
Z
の
税
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
逆
に
全
利
潤
を
分
配
す
る
法
人
の
税
負
担

は
二
ハ
広
と
な
り
、
結
局
普
通
法
人
税
一
六
%
に
留
保
利
潤
税
四
広
が
。
プ
ラ
ス
さ
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
o
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
説
明
す
る

ハ
6
)

様
に
「
税
率
は
大
幅
に
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
未
分
配
利
潤
税
の
原
則
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
残
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
さ

て
提
案
の
う
ち
最
も
強
い
批
判
を
被
っ
た
の
が
、
③
の

I
B
法
人
税
で
あ
る
。

」
の
提
案
が
一
九
一
一
一
一
年
以
来
の
不
当
留
保
利
益
税
と
そ

れ
を
一
層
強
化
し
た
三
四
年
以
来
の
人
的
持
株
会
社
税
の
系
譜
を
継
承
し
、

更
に
進
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ

ぅ
。
不
当
留
保
利
益
税
の
欠
点
を
カ
バ
ー
す
る
べ
く
導
入
さ
れ
た
の
が
人
的
持
株
会
社
税
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

I
B
法
人
税
案
は
、
更
に



「
総
所
得
テ
ス
ト
」
(
本
稿
前
出
二
六
巻
二
号
一
九
八
頁
〉
を
不
要
と
し
、
投
資
会
社
以
外
の
同
族
所
有
の
閉
鎖
的
営
業
会
社
に
も
罰
則
税

を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
潤
留
保
に
よ
る
個
人
附
加
所
得
税
通
脱
を
防
止
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

務
省
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
達
の
強
い
主
張
に
よ
っ
て
法
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、

l
③
の
す
べ
て
に
反
対
し
、
特
に
@
に
強
い
批
判
を
浴
び
ぜ
た
が
果
さ
ず
、

ヴ
ィ
ン
ソ
ン
委
員
長
及
び
財

小
委
員
会
の
三
名
の
共
和
党
議
員
は
①

争
い
は
そ
の
ま
ま
歳
入
委
員
会
に
持
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。さ
て
歳
入
委
員
会
で
聞
か
れ
た
公
聡
会
で
は

結
局
一
一
五
名
の
誕
人
の
う
ち
、
最
初
に
登
場
し
た
マ
ジ
1
ル
財
務
次
官
の
み
が
政
府

の
見
解
を
代
弁
し
、
「
未
分
配
利
潤
税
乃
至
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
運
用
が
、

《

Q
U
》

は
な
い
」
と
し
て
小
委
員
会
案
を
支
持
し
た
以
外
は
、

景
気
後
退
の
主
要
因
で
あ
っ
た
と
い
う
明
白
な
証
拠

ほ
と
ん
ど
総
て
の
業
界
の
利
害
を
代
弁
す
る
証
人
が
、
未
分
配
利
潤
税
の
極
端
に

弱
め
ら
れ
た
存
続
に
さ
え
強
く
反
対
し
、
更
に
は
一
一
層
強
力
な
企
業
保
護
と
優
遇
を
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
。
歳
入
委
員
の
中
で
も
、
未

同

分
配
利
潤
税
の
完
全
廃
止
を
求
め
る
共
和
党
委
員
と
民
主
党
委
員
の
一
部
が
、
特
に
富
裕
者
経
営
の
同
族
会
社
課
税
を
企
図
し
た
③
の

I

B
法
人
税
に
強
く
反
援
し
た
。
し
か
し
卓
越
し
た
理
論
家
で
あ
り
有
能
な
指
導
者
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
努
力
が
功
を
奏
し
、
歳
入
委

員
会
は
小
委
員
会
の
コ
一
つ
の
提
案
を
か
ろ
う
じ
て
可
決
い
が
“

し
か
し
長
年
の
威
光
を
保
っ
て
き
た
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
神
通
力
も
、
遂
に
保
守
派
に
支
配
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
下
院
本
会
議
の
メ
ン
バ

アメリカに於ける法人税の発達

ー
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
下
院
は
①
②
は
歳
入
委
員
会
案
そ
の
ま
ま
に
そ
れ
を
可
決
し
た
が
、
①
の
同
族
営
業
会
社

課
税
案
に
は
強
く
反
援
し
、
遂
に
こ
れ
を
法
案
よ
り
削
除
し
た
の
で
あ
る
。

北法26(4・59)649

上
院
は
下
院
よ
り
進
歩
的
に
振
舞
っ
た
こ
と
は
一
度
と
し
て
な
く
、

一
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
導
入
の
際
に
も
一
貫
し
て
反
対

さ
て
、

の
立
場
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
下
院
案
を
大
幅
に
後
退
さ
せ
た
と
い
う
前
歴
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
も
財
政
委
員
長
パ
ッ
ト

-
ハ
リ
ソ
ン
の
「
下
院
は
未
分
配
利
潤
税
の
形
骸
の
み
を
維
持
し
て
い
る
が
、

む
し
ろ
そ
の
完
全
な
る
廃
止
と
法
人
に
対
す
る
一
率
課
税



説

が
望
ま
し
い
」
と
い
う
一
言
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
最
初
よ
り
下
院
に
反
対
の
立
場
を
も
っ
て
臨
み
、

強
い
影
響
の
も
と
に
、
次
の
様
な
未
分
配
利
潤
税
の
「
原
理
の
完
全
撤
廃
」
を
折
り
込
ん
だ
法
案
を
作
成
し
た
。

ま
ず
財
政
委
員
会
は
、

ハ
リ
ソ
ン
の

北法26(4・60)650

論

①
法
人
に
は
、
一
律
に
一
八
%
の
法
人
税
を
課
す
。

②
純
所
得
二
・
五
万
ド
ル
以
下
の
法
人
に
対
し
て
は
、

る。

そ
の
純
所
得
と
二
・
五
万
ド
ル
と
の
差
額
の
一

owmの
所
得
控
除
を
認
め

こ
の
財
政
委
員
会
案
は
、
中
小
法
人
に
対
す
る
若
干
の
緩
和
措
置
を
除
く
と
、
要
す
る
に
一
八
%
の
法
人
課
税
の
み
で
あ
っ
て
、

歳
入

委
員
会
案
①
の
同
族
営
業
会
社
税
は
も
と
よ
り
、
下
院
可
決
案
①
に
み
ら
れ
た
法
人
税
率
の
累
進
構
造
、
②
の
支
払
配
当
控
除
な
ど
を
全

く
含
ま
な
い
点
で
、
文
字
ど
お
り
「
未
分
配
利
潤
税
の
完
全
廃
止
案
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
し
て
大
勢
は
決
し
た
。
上
院
本
会
議
で
は
、
僅
か
に
ラ
フ
ォ
レ
ッ
ト
と
バ
ー
ク
レ
ー
が
型
ど
お
り
の
未
分
配
利
潤
税
廃
止
に
対
す

る
反
対
意
見
を
述
べ
た
だ
け
で
、
財
政
委
員
会
案
は
採
決
な
し
の
多
数
決
で
可
決
さ
れ
た
。

か
く
し
て
両
院
協
議
会
で
、
極
端
に
性
格
の
呉
な
る
上
院
案
と
下
院
案
の
調
整
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

を
扶
手
傍
観
し
て
き
た
ロ
l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
ハ
リ
ソ
ン
に
異
例
の
書
簡
を
寄
せ
て
、
両
院
協
議
会
の
上
院
委
員
が
下
院
案
を
支
持

す
べ
き
こ
と
を
、
史
上
前
例
を
み
な
い
歳
人
法
案
に
対
す
る
拒
否
権
発
動
を
暗
示
し
な
が
ら
要
請
し
た
。
か
く
し
て
妥
協
は
難
行
し
お
よ

そ
一
か
月
が
費
や
さ
れ
た
が
、
下
院
案
が
ほ
ぼ
復
活
し
た
。

こ
れ
ま
で
審
議
経
過

し
か
し
上
院
は
、
②
の
留
保
利
潤
税
の
施
行
期
限
を
三
八
年
と
三
九
年
の
二

か
年
に
限
定
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
特
に
③
の
同
族
営
業
会
社
税
の
不
成
立
に
ひ
ど
く
落
胆
し
、

に
表
明
し
、
拒
否
権
発
動
を
真
剣
に
考
慮
し
た
が
、
結
局
著
名
な
し
に
成
立
案
が
発
効
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

不
賛
成
を
正
式
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お
財
務
省
の
予
想
に
よ
る
と
、
全
法
人
の
八
八
%
が
①
に
属
す
る
純
所
得
二
・
五
万
ド
ル
以

下
の
法
人
で
あ
り
、
純
所
得
五
万
ド
ル
を
超
え
る
法
人
数
は
約
八
五

O
Oで
あ
り
、
更
に
純
所
得
が
七
・
五
万
ド
ル
を
超
え
て

I
B
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人
税
に
服
す
る

法
人
数
は
約
三

O
O
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O
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=-A吋・

(
8
)
E
C
Y
毛

2
?
?
同一
ο
山
富
島
・
前
掲
論
文
、
一
二

O
O頁。

(
9
)
F
c
f
毛

R
H
J
3
・M
↓
o
ー
さ
・

(
印
)
そ
れ
ら
反
対
理
由
は
特
に
歳
入
委
員
会
少
数
報
告
書
(
∞
ω
の

sh
河
内
町
・
比
三

l
Nコ
プ

豆

R
E
F
毛・

5
・℃
-
g
w
ロ・

8
・円『・

3
z
f
§
・

円凡
H
・
3
・
M一一
ilN一
日
)
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
共
和
党
的
思
考
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
て
誠
に
興
味
深
い
。
少
数
報
告
書
は

前
半
を
未
分
配
利
潤
税
の
批
判
に
、
後
半
を

I
B
同
族
法
人
税
の
批
判
に
割
い
て
い
る
が
、
ま
ず
前
半
で
は
例
に
よ
っ
て
禾
分
配
利
潤
税
に
対
す
る
一

回
の
反
論
(
前
出
六

O
七
頁
註
〔
6
〕
)
を
列
挙
し
た
後
、
マ
ジ
l
ル
は
未
分
配
利
潤
税
が
今
日
の
恐
慌
の
主
た
る
要
素
で
あ
る
と
い
う
「
明
白
な
一
証
拠

は
な
い
」
と
公
聴
会
で
証
言
し
た
が
、
未
分
配
利
潤
税
を
弁
護
す
る
た
め
に
公
聴
会
に
登
場
し
た
の
が
財
務
次
官
一
名
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
の
他
の

公
聴
会
に
霊
場
し
た
凡
て
の
実
業
家
が
未
分
配
利
潤
税
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
が
現
在
の
恐
慌
の
重
大
要
因
で
あ
る
と
一
証
一
一
一
一
目
し
て
お
り
.
そ
れ

が
一
般
的
見
解
で
あ
る
ご
と
、

z-N〉
の
チ

l
フ
・
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ

l
・
サ
ッ
ク
ス
、

Z
切
問
問
、
財
務
次
官
の
マ
ジ

l
ル
と
財

務
省
租
税
担
当
顧
問
の
シ
ヤ
ウ
プ
が
参
画
し
て
い
た
↓

=star
。
2
2ミ
己
口
子
、

R
玄
h
S
R
吋
晶
討
、
3
F
Pヨ
(
一

S
3
な
ど
が
未
分
配
利

潤
税
の
廃
止
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
未
分
配
利
潤
税
の
導
入
に
誰
よ
り
も
責
任
を
負
っ
て
い
る
は
ず
の
財
務
省
の
ハ
l
マ
ン
・
オ
リ

北法26(4・61)651

アメリカに於ける法人税の発達



説

フ
ァ
ン
ト
教
授
が
遂
に
未
分
配
利
潤
税
弁
護
の
た
め
に
今
回
の
公
聴
会
に
登
場
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、

こ
と
な
ど
を
、
廃
止
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

さ
て
後
半
が

I
B
の
同
族
法
人
に
対
す
る
罰
則
税
批
判
に
該
て
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
文
章
を
引
用
す
る
。
「
我
々

は
、
こ
の
税
が
我
々
が
既
に
言
及
し
た
未
分
配
利
潤
税
の
よ
こ
し
ま
な
原
則
則
の
拡
大
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
正
当
な
雇
用
企
業
に

怒
意
的
で
不
当
で
差
別
的
で
抑
圧
的
な
負
担
を
課
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
条
文
に
断
固
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
数
意
見
は
、
株

主
が
さ
も
な
く
ば
支
払
う
べ
き
配
当
に
対
す
る
個
人
附
加
税
の
支
払
い
の
回
避
を
さ
し
あ
た
り
可
能
に
す
る
手
段
と
し
て
、
不
当
に
そ
の
利
得
を
蓄
積

す
る
様
な
同
族
営
業
会
社
合
ゲ
持
ぞ

}
H
O
E
-
刃
包
E
H日
間
口

C
E
B
E虫
)
に
到
達
す
る
た
め
の
よ
い
方
法
が
他
に
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
税
を
弁
護
し

よ
う
と
試
み
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
前
提
を
断
然
拒
否
す
る
。
既
に
現
行
法
中
に
は
、
附
加
税
遇
税
目
的
の
た
め
に
H
設
立
さ
れ
叉
は
利
用
さ
れ
た
d

法
人
に
罰
則
税
を
課
す
条
文
(
一

O
二
条
)
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
租
税
回
避
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
直
接
的
方
法
を
構
成
し
て
い
る
。
多
数
意
見

の
プ
ラ
ン
は
、
し
か
し
無
実
の
者
を
有
罪
と
し
て
罰
す
る
こ
の
条
文
を
補
完
す
る
間
接
的
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
当
に
儲
保
さ
れ
た
利
得
を
向
時
に

処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
検
品
川
内
業
会
社
の
不
当
留
保
利
得
に
到
達
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
だ
」
「
我
々
、
共
和
党
少
数
意
見
は
、
租
税
回
避
問

題
を
取
り
扱
う
適
切
な
方
法
は
、
少
数
の
個
人
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
総
て
の
法
人
を
む
や
み
に
直
撃
し
不
当
な
罰
則
を
課
す
よ
り
も
、
現
在
一

O

二
条
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
様
に
そ
の
問
題
を
直
接
に
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
」
「
し
か
し
ま
た
、
提
案
さ
れ
た
罰
則
税
の
他
の
目
的
は
、
政

治
的
に
行
政
府
と
は
意
見
を
異
に
し
、
そ
れ
に
賛
成
し
な
い
が
故
に
特
定
の
ニ
ュ

l
デ
ィ
l
ル
政
策
に
反
抗
し
て
き
た
少
数
の
個
人
に
よ
っ
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
た
特
定
の
法
人
に
対
す
る
報
復
手
段
を
、
行
政
府
が
備
え
る
た
め
だ
、
と
い
う
世
評
が
広
く
流
布
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、

ま
た
我
々
は
そ
れ
を
疑
う
理
由
を
持
た
な
い
が
、
提
案
さ
れ
た
税
は
、
国
家
事
業
構
造
を
行
政
府
に
対
す
る
顕
著
な
反
対
者
よ
り
か
浄
化
。
(
吉
ぬ
乙

す
る
た
め
の
政
治
的
武
器
と
い
う
性
格
を
常
び
る
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
な
方
法
は
立
憲
民
主
制
国
家
の
ど
こ
に
も
な
い
」
(
∞
ω

。sh・
同
司
吋
豆
!

日吋吋∞・〉。

(
け
)
歳
入
委
員
長
で
あ
る
、
ド
l
ト
ン
ハ
戸
円
、

.
0
2事
件
。
ロ
)
は
、
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
に
、
か
つ
て
の
オ
ス
カ
l

・
ア
ン
ダ
ウ
ッ
ド
、
ク
ロ
ー
ド
・
チ
キ
ン

に
も
匹
敵
す
べ
き
政
治
家
で
あ
り
祖
税
問
題
の
権
威
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
案
に
全
生
命
を
注
い
だ
、
と
の
讃
辞
を
表
し
て
い
る
公
立
与
・
ミ

2
・)。

(
m
M
)

結
局
、
下
院
歳
入
委
員
会
(
多
数
派
〉
が
未
分
配
利
潤
税
に
下
し
た
結
論
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
未
分
配
利
潤
税
は
実
際
多
く
の
照
難
を
引

き
起
こ
し
た
が
、
①
多
く
の
場
合
、
困
難
さ
は
過
大
祝
さ
れ
て
い
る
、
②
未
分
配
利
潤
税
は
健
全
で
あ
り
、
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
③
し
か
し
な

が
ら
、
根
ぷ
的
修
正
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
④
歳
入
を
確
保
す
る
た
め
に
、
同
族
法
人
に
特
別
未
分
配
利
潤
税
を
課
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
(
∞
ω

【

ugh-
河
内
町

-
M
U
お
・
の
リ
ッ
チ
議
員
の
雅
言
中
に
引
用
さ
れ
た
も
の
を
参
回
出
)
。

北法26(4・62)652

〉
司
、
が
未
分
配
利
潤
税
廃
止
の
決
議
を
し
た

論



伺

(
は
〉
歳
入
委
員
会
は
、
七
名
の
共
和
党
蚕
口
貝
と
一
八
名
の
民
主
党
委
員
よ
り
な
り
、
共
和
党
全
員
と
民
主
党
七
名
が
小
委
員
会
案
に
反
対
し
た
が
、
ヴ
ィ

ン
ソ
ン
の
懸
命
の
説
得
の
結
果
、
民
主
党
の
反
対
者
団
名
、
が
翻
意
し
、
か
ろ
う
じ
て
小
委
員
会
案
は
可
決
さ
れ
た
(
野
津
・
前
掲
岳
、
五
四
五
頁
)
。

(
同
)
本
会
議
で
は
、
ト
リ
ー
ド
ウ
ェ
イ
、
リ
l
ド
の
荷
歳
入
委
員
を
先
頭
に
、
多
数
の
共
和
党
議
員
が
未
分
配
利
潤
税
及
び
そ
の
変
形
で
あ
る
I
B
法
人

税
(
同
族
営
業
会
社
税
)
を
攻
撃
し
た
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
民
主
党
か
ら
も
マ
コ
l
マ
ッ
ク
、
ラ
ム
ネ
グ
の
雨
歳
入
委
員
が
精
力
的
な
反
対

派
に
加
わ
り
、
特
に
マ
コ

1
7
γ
F
議
員
は
、
提
案
さ
れ
た
同
族
営
業
会
社
税
が
「
一
つ
の
有
罪
法
人
を
得
る
た
め
に
九
の
無
実
の
法
人
を
処
罰
す
る

も
の
で
、
こ
ん
な
政
策
・
理
論
は
未
だ
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
も
な
い
し
、
説
明
も
不
可
能
だ
」
「
総
て
の
小
規
模
同
族
会
社
が
こ
の
提
案
に
よ
っ
て
影
響

を
う
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
・
:
:
こ
れ
は
莫
大
な
害
惑
と
損
害
な
し
に
は
適
用
不
可
能
だ
」
(
忠
内
u
g
h
-
M
N
雪
・
福
山
田
)
、
「
結
論
と
し
て
、
こ
ん
な
税

は
不
平
等
で
不
公
正
で
差
別
的
で
不
必
要
だ
〔
拍
手
あ
り
〕
」
公
立
礼
J

℃
-

M

∞
g
・
)
な
ど
を
理
由
に
、
こ
の
同
族
常
業
会
副
税
の
完
全
削
除
を
求
め
る

修
正
案
を
提
出
し
、
遂
に
は
こ
の
修
正
案
が
一
八

O
対
一
二
四
で
可
決
さ
れ
て
、
同
提
案
は
下
院
案
よ
り
姿
を
消
し
た
。
こ
の
五
月
一
一
一
日
よ
り
一
一
白

迄
続
け
ら
れ
た
長
大
な
論
争
の
中
に
は
、
共
和
党

l
民
主
党
、
保
守
派
[
進
歩
派
、
財
界

l
行
政
府
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
利
害
の
対
立
が
表
出
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

Q
-
m・
o・
除
。
・
の
・
巴
長
タ
も
・
ミ
ニ
宅
・
念
∞
l
l
主
u
・
3
三・

4EN--
宅‘

M
g
l
Y
N
・

〈
は
は
)
野
津
・
前
掲
書
、
五
三
六
頁
。
彼
は
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
や
ド
l
ト

γ
と
は
逆
に
保
守
的
民
主
党
議
員
で
あ
っ
て
、
未
分
配
利
、
問
税
に
は
強
く
反
対
し
て
お

り
、
彼
の
強
硬
な
態
度
が
上
院
に
お
け
る
法
案
審
議
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
(
富
島
・
前
掲
論
文
、
三

O
三
頁
、
盟
会
ミ
・
。
、
・
2
H
J

司
・
邑
品
)
。

(
は
山
〉
宮
戸
同
ア
も
・
内
h

H

W

可
-
M

一
日
・
法
案
審
議
に
望
む
歳
入
委
員
会
と
財
政
委
員
会
の
基
本
的
姿
勢
の
差
異
は
、
両
委
員
会
の
報
告
書
の
冒
頭
の
文
本
か
ら
も

こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
歳
入
委
員
会
の
そ
れ
が
、
「
本
法
案
の
目
的
は
、
現
行
歳
入
シ
ス
テ
ム
を
改
善
し
、
不
公
平
を
除
去
し
、
税
負
担
を

平
等
化
し
、
そ
し
て
事
業
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
現
在
の
状
況
の
も
と
で
現
行
法
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る

の
に
対
し
、
財
政
委
員
会
の
い
わ
く
、
「
当
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
主
た
る
修
正
は
、
下
院
以
上
に
事
業
を
促
進
し
増
強
せ
ん
た
め
の
努
力
を
払

う
と
い
う
観
点
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
も
し
こ
れ
が
実
行
さ
れ
る
な
ら
、
多
数
の
失
業
は
急
速
に
減
少
し
よ
う
。
:
:
:
こ
の
勧
告
セ
な

す
に
あ
た
り
、
当
委
員
会
は
、
法
を
簡
素
化
し
そ
の
安
定
性
を
強
化
さ
せ
る
た
め
の
変
更
に
特
に
注
意
を
は
ら
っ
た
。
こ
れ
は
事
業
に
と
っ
て
も
必
要

だ
。
最
後
に
、
一
切
の
努
力
が
凍
結
資
本
を
解
放
し
そ
れ
が
再
び
生
産
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
方
策
を
採
用
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
」

と

Q
・
ω
・
ω
2
L
E
g
-
ト、
h
ご

E
H芝
、
同
な
問
。
、
じ
て
。
、
、
偽
札
止
円
・
吋
E
H
ト
Q
S
F
司・プ)。

〈
げ
)
財
政
委
員
会
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
盟
会
。
ァ
§
・
門
戸
-
害
・
品
会

1
4印
C
u

宮
島
・
前
掲
論
文
、
一
ニ

O
五
頁
註
(

6

)

、
野
津
・
前
掲
書
、
五
四
五

真
、
を
参
照
の
こ
と
。

北法26(4・63)653

アメリカに於ける法人税の発達



説

(
ゆ
〉
ラ
ブ
オ
レ
ッ
ト
は
、
財
政
委
員
会
案
全
体
及
び
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
一
課
税
が
特
に
富
裕
者
に
有
利
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
税
制
改
革
の
指
針
と

さ
れ
て
き
た
応
能
課
税
原
則
、
累
進
税
原
則
に
反
す
る
退
歩
で
あ
る
こ
と
、
個
人
間
加
税
の
最
高
税
率
が
七
九
%
で
あ
っ
て
法
人
税
率
が
一
八
%
で
あ

る
以
上
、
富
袴
者
の
利
潤
向
山
保
に
よ
る
遁
脱
の
動
機
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
廃
止
に
よ
っ
て
一
一
層
忽
保
利
潤
が
優
遇
さ
れ
富
の
集
中
が
再

発
す
る
こ
と
な
ど
、
を
理
由
に
し
て
い
る

(
g
h
g
h
河

R
S
M中
i
主
ωω)
。
ま
た
、
バ
ー
ク
レ
ー
の
反
対
理
由
は
、
未
分
配
利
潤
税
は
未
だ
十
分

に
験
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
目
∞
一
件
。
ァ

ζ
・
htHJ
℃a

合
口
一
宮
島
・
前
掲
論
文
、
一
二

O
O頁
、
野
津
・
前
掲
書
、
五
四
五
頁
、

司皆同}唱。、

2
F
-
七・同一
M
U
H
N
弘
司
。
♂
。
、
・
町
民
H

-

℃・ム吋由・

(
円
)
野
津
・
前
掲
書
、
五
四
六
頁
よ
り
文
面
を
引
用
す
る
。
「
事
業
の
回
復
を
計
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
に
は
相
違
な
い
が
、
税
制
の
上
に
不
公
正
を
し

て
ま
で
左
様
す
る
必
要
は
な
い
。
:
:
・
留
保
利
潤
に
対
す
る
何
等
か
の
特
別
な
課
税
が
な
け
れ
ば
、
個
人
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
課
税
と
法
人
の

課
税
と
の
間
に
根
本
的
に
不
公
正
な
る
不
均
等
が
生
ず
る
。
:
:
且
つ
高
い
附
加
税
を
課
せ
ら
れ
る
者
に
通
脱
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上

及
び
そ
の
他
の
現
内
で
予
は
一
九
三
六
年
に
未
分
配
利
潤
税
を
勧
奨
し
、
宰
に
議
会
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
:
:
:
そ
の
後
の
経
験
に
徴
し
、

若
干
の
修
正
殊
に
小
規
模
法
人
の
免
税
の
如
き
は
、
こ
れ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
税
の
原
理
は
あ
く
ま
で
健
全
で
あ
り
、
我
が
税
制
中
に
保
持

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
訳
文
の
一
部
を
修
正
〉
。
な
お
、
参
照
、
む

o
E一L
a
g
-
N
W
R
h
S
2
旬。、
h
g
p白
H
h
g
h
g丸
、
ミ
町
内
弘
司
2
・
q
・一
ω
印・

ハ
叩
〉
豆
島
3
・
。
、
・
円

h
H
J
3
3
?
i合
一
一
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
『
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
』
二

O
七
|
』
八
頁
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
三

O
五
頁
註
(

7

)

、
野
津

-
前
掲
書
、
五
四
五
l
四
八
頁
、

3
戸
戸
]
・
。
、
.
門
戸
"
℃
-

M

一ω
h
H
N
m
w
E
2
・
。
、
.
町
民
子
℃
・
ム
吋
叫

論

一
八
年
法
の
内
容

一
八
年
法
に
よ
っ
て
、
法
人
税
構
造
は
次
の
様
に
改
め
ら
れ
た
。

①
 
法
人
は
、
純
所
得
二
・
五
万
ド
ル
以
上
の
一
般
法
人
と
そ
れ
以
下
の
特
別
法
人
に
区
分
さ
れ
る
が
、
伝
統
的
な
普
通
税
、
付
加
税

の
法
人
税
率
の
二
段
階
構
造
は
廃
止
さ
れ
た
。

② 

一
般
法
人
の
場
合
は
、
調
整
純
所
得
の
一
九
%
を
仮
税
額
と
し
、

③ 

一
一
了
五
、

一
回
、

そ
こ
か
ら
、
他
法
人
よ
り
の
受
取
配
当
額
(
二
六
条
刷
に
規
定

の
二
・
五

wm
を
税
額
控
除
す
る
。

一
六
%
の
累
進
税
率
を
適
用
す
る
。

す
る
)

の
一
六
・
五
%
と
支
払
配
当
額
(
二
七
条
)

特
別
法
ー
人
に
は

北法26(4・64)654



④ 

純
所
得
額
が
、
二
・
五
万
ド
ル
を
僅
か
に
超
過
す
る
法
人
に
対
し
て
は
、
三
五
二
五
ド
ル
(
二
・
五
万
ド
ル
の
一
四
・
一
%
〉
プ

ラ
ス
二
・
五
万
ド
ル
を
超
過
す
る
額
の
三
二
%
の
税
を
課
す
。

⑤ 

支
払
配
当
控
除
と
し
て
、
合
意
配
当
控
除

(gロ
自
己
門
広
三
円
甘
え

R
E
5、
配
当
繰
越
控
除

2
z
r
z
g吋
4122υ
、
負
債

〔

5
)

償
還
金
又
は
準
備
金
の
他
に
、
純
損
失
の
次
年
度
繰
越
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
の
が
③
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
法
人
は
て
b
一
九
%
の
法
人
税
に
服
す
る
。
し
か
し
支
払
配

当
額
の
二
・
五
%
の
税
負
担
が
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
の
分
配
所
得
に
は
一
六
・
五
%
の
法
人
税
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
に
未
分
配
利
潤
税
二
・
五
%
が
プ
ラ
ス
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
未
分
配
利
潤
税
の
残
務
を
か
ろ
う
じ
て

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
税
率
が
三
六
年
法
の
最
高
二
七
%
に
比
べ
て
こ
・
五
%
と
極
端
に
低
い
う
え
に
、
⑤
の
ご
と
き
各
種

(

7

V

(

8

〉

の
支
払
配
当
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
、
そ
の
効
果
を
期
待
す
る
の
が
そ
も
そ
も
然
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
o

な
お
前
述
の
ご
と

く
、
こ
の
二
・
五
%
の
未
分
配
利
潤
税
は
、
三
八
、
三
九
年
度
を
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

同

(
1
〉
三
八
年
法
全
体
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

O
D
E
-
ι
z
p
毛・

2
H
J
3・
-Mci一
M
7
E
Z
R
も・

5
J
甘
・
ミ
プ
皆
同

fzmロ
チ
毛
・

2
J
B
-

Nコl
N吋
∞
山
野
津
・
前
掲
室
田
、
五
五
一

l
五
五
八
、
五
七
三
i
五
八
O
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈

2
〕
問
ぬ
〈
・
〉

a
c
h
Z
ω
∞
・
掛
誌
や
戸
γ
(
σ
γ
(の)・

(
3
〉
湖
一
品
(
白
)
・

(
5・(口〉・

〈

4
)
期

-ω(5.

(
5
〉
抑
制
い
N

白(口)・

M

吋w
N

∞
・
こ
の
う
ち
合
意
配
当
と
は
、
普
通
株
主
が
実
際
に
配
当
を
授
受
す
る
こ
と
な
し
に
法
人
の
全
所
得
を
株
主
の
割
合
的
持
分

に
分
割
し
て
課
税
さ
れ
る
単
な
る
紙
上
の
配
当
で
あ
り

(
U
O
E
E
S
F
毛
・
円
た
J

℃
一
M
N

・
〉
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
と
実
際
に
は
同
じ
効

果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
選
択
課
税
方
式
は
こ
れ
と
重
複
す
る
範
囲
で
廃
止
さ
れ
た
。

(
6
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
り
D
E
E
m
s
-
も・

2
・
宅
-
一

NNu
一
日
?
宮
島
・
前
掲
論
文
、
三

O
五
頁
註
〈
8
)参
照
。

(

7

)

確
か
に
こ
れ
ら
控
除
の
う
ち
の
一
部
は
、
来
分
配
利
潤
税
の
包
含
す
る
不
公
正
と
し
て
改
善
を
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
税
率
を
こ
の
様

北法26(4・65)655

プメリガに於ける法人税の発達



説

に
低
く
し
な
が
ら
、
更
に
こ
の
程
の
救
済
措
置
を
拡
大
す
る
こ
と
に
は
反
論
が
あ
り
え
よ
う
ハ
伊
豆
5
2
w
毛・

2
H
J

宅・

N
0
1
2・
〉
。
な
お
控
除

項
目
の
拡
大
と
し
て
重
要
な
も
の
に
、
他
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
控
除
の
大
幅
緩
和
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
宮
島
・
前
掲
論
文
、
一
二

O
一

|
二
頁
を
参
照
。

。。
=
m
-
L
ω
D
P

。、・
2
H
J

℃百一一~印・一一山日・

北法26(4・66)656

論

〈

8
〉

三
九
年
法
に
よ
る
即
時
廃
止

三
八
年
頃
よ
り
開
始
さ
れ
た
財
界

l
共
和
党

i
民
主
党
保
守
派
の
プ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
税
制
解
体
運
動
は
、

し
か
し
な

が
ら
未
分
配
利
潤
税
の
大
幅
縮
小
と
期
限
付
廃
止
で
鎮
静
す
る
ど
こ
ろ
か
、

こ
と
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
り
、

二
八
年
秋
の
総
選
挙
で
共
和
党
が
大
幅
に
議
席
を
回
復
し
た

か
ろ
う
じ
て
未
分
配
利
潤
税
の
残
浮
を
留
め
て
い
た
こ
・
五
広
の
留
保
利
潤
課
税
の
即
時
廃

止
、
更
に
は
そ
の
他
の
企
業
特
別
措
置
の
大
幅
導
入
を
求
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。
二
・
五
%
の
留
保
利
潤
税
の
実
質
的
負
担
は
取
る
に
足

り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
は
や
目
標
は
、
そ
の
経
済
的
理
由
に
基
づ
く
よ
り
も
、
改
革
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
未
分
配
利
潤
税
を
ひ

き
ず
り
お
ろ
し
て
ロ

i
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
を
一
敗
地
に
ま
み
れ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
を
は
じ
め
、
側
近
の
へ
ン
ダ
l
ソ

ン

、

依

然

と

し

て

付

加

税

通

脱

の

防

止

の

た

め

に
未
分
配
利
潤
税
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
捨
て
て
お
ら
ず
、
配
当
の
分
配
を
強
制
す
る
他
の
代
替
策
が
と
ら
れ
る
ま
で
は
そ
れ
を

円

2
)

廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
政
府
部
内
で
の
彼
ら
の
影
響
力
は
低
下
し
、
逆
に
穏
健
な
改
革
論
者

で
、
景
気
回
復
の
た
め
の
財
界
と
の
提
携
を
熱
心
に
主
張
し
て
い
た
財
務
長
官
モ

l
ゲ
ン
ソ
ー
や
、
マ
ジ
l
ル
に
替
っ
た
財
務
次
官
へ
イ

(B) 

ン
ズ

Q
・
巧
・
出
血
ロ
2
)
ら
の
発
言
力
が
徐
々
に
強
く
な
っ
て
ゆ
く
の
を
坦
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

コ
l
コ
ラ
ン
、

コ
l
エ
ン
等
は
、

か
く
し
て
財
務
省
は
、
独
自
に
議
会
保
守
派
の
改
革
要
求
に
応
ず
る
こ
と
を
決
め
、

内

4
V

視
し
は
じ
め
た
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、

他
の
改
革
派
一
一
ュ

l
デ
ィ
ー
ラ
ー
達
の
意
見
を
無

一
九
三
九
年
五
月
、

米
分
配
利
潤
税
の
全
面
即
時
廃
止
を
討
議
し
て
い
る
下
院
歳
入
委
員
会
の
公



聴
会
に
登
場
し
、
税
制
改
革
の
指
針
が
、
①
自
由
企
業
と
利
的
投
資
の
促
進
、
②
景
気
の
完
全
回
復
の
達
成
、
③
健
全
で
批
判
の
余
地
の

な
い
立
場
で
の
財
政
の
保
持
(
均
衡
財
政
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
l
畠
山
〉
、
④
税
負
担
の
公
正
分
配
と
国
民
所
得
の
よ
り
一
層
公
平
な
分

配
に
、
あ
る
と
し
た
後
、
「
未
分
配
利
潤
税
は
、
ほ
と
ん
ど
歳
入
を
生
ま
ず
、
事
業
に
対
す
る
効
果
を
有
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て

向
け
ら
れ
た
広
範
囲
で
エ
モ

l
シ
ョ
ナ
ル
な
非
難
に
よ
っ
て
、
心
理
的
刺
激
と
し
て
は
卓
抜
の
も
の
で
あ
っ
た
。
現
行
形
式
に
よ
っ
た
の

で
は
、
税
法
が
、
法
人
に
よ
る
利
潤
蓄
積
及
び
留
保
に
よ
る
個
人
所
得
税
回
避
を
防
止
す
る
と
い
う
健
全
な
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
、
保
守
派
の
主
張
を
支
持
す
る
発
言
を
行
っ
た
。
財
界
、
保
守
派
が
、
こ
の
降
服
宣
言
を
タ
エ
モ

l
シ
ョ
ナ
ル
L
V

と
名
付
け

ら
れ
た
点
以
外
で
、
全
面
歓
迎
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
し
た
る
反
対
も
な
し
に
、
下
院
本
会
議
を
三
五
七
対
て
上
院
本
会
議
を
四
時
間
討
議
の
後
の
加
拠
点
呼
で
通
過
し

た
。
か
く
し
て
財
界
は
、
「
未
分
配
利
潤
税
に
対
す
る
長
期
的
か
つ
断
出
た
る
抗
争
に
勝
利
し
た
」
の
で
あ
る
。

(
8〉

を
拒
み
、
こ
の
法
も
署
名
な
し
で
発
効
し
た
。

即
時
廃
止
案
は
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
署
名

伺

三
八
年
法
に
み
ら
れ
た
細
か
い
配
慮
を
放
棄
し
、
純
所
得
二
・
五
万
ド
ル
以
上
の
法
人
に
対
す
る
法
人
税
率
を
一
八
%

一
本
と
し
た
が
、
こ
れ
が
、
三
八
年
法
の
税
負
担
を
さ
ほ
ど
に
減
少
さ
せ
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
純
所
得
二
・
五
万
ド
ル
以
下
、

び
そ
れ
を
僅
か
に
超
過
す
る
法
人
に
対
す
る
謀
税
方
式
は
、
一
二
八
年
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。

三
九
年
法
は
、

アメリカに於ける法人税の発達

及

未
分
配
利
潤
税
が
、
一
二
五
・
六
年
頃
に
高
ま
っ
た
革
新
主
義
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
第
二
次
ニ
ュ

l
Jア
ィ

l
ル
の
ジ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と

す
る
と
、
こ
の
三
七
・
三
八
年
の
未
分
配
利
潤
廃
止
を
中
心
と
す
る
企
業
優
遇
型
租
税
政
策
を
主
導
し
た
の
は
、
端
的
に
資
本
蓄
積
促
進

主
義
で
あ
り
、
反
改
革
主
義
、
反
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
し
て
、
合
衆
国
税
制
史
上
、

北法26(4・67)657

前
代
未
聞
の
論
議
を
ま
き

ニ
ュ
l
デ
ィ

l
ル
の
興
亡
と
運
命
を
共
に
し
、
法
典
上
か
ら
完
全
に
姿
を
消
し
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
後

起
こ
し
た
未
分
配
利
潤
税
は
、

は
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
人
々
の
記
憶
の
中
に
生
き
続
け
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
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(

1

)

{

以
・
同
・

0
・
除
。
・
の
・
回
-ur巾ア

a
司旦
2
己
吋
ω
H
F
O向

z-a5P
一∞
ωpwuM∞
弘
吉

-
N川
町
。
戸
見
定
、
・

2
印
-
m
u
u
(一∞
ω∞)
h

H

ι

白ロ一"。、.町民
H-
℃同
y

N一ω
i
N一T
E
E
R
。、・

5
J
勺
・
ム
∞
?
ω
三
宮
正
ロ
チ
ミ
・

5
・
w刀
-
N吋∞

u
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
二
一
五
|
一
二
七
頁
。

(
2
)
回一白
r
3
J
。
、
.
町
民
同
・
頃
ヲ
町
田
田
町
一
句
何
回
己
ァ
。
hv-
町民
Hew-YN一
印
山
間
同
宮
内
ァ
。
』
vahhHJ
唱
'
ム
∞
∞
'

(
3〉
∞
-
長
時
ア
毛
・

5
J
宅
・
町
田
中
l
E
u
E
c
-
-
毛
・
門
戸
・

3
・
2#1lM
一田町

F
Z
R
4
町民
HJ
匂
・
お
∞

u
ル
ク
テ
ン
パ

l
グ
・
前
掲
書
、
一
九

四
頁
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
二
九
五
、
三

O
一
二
、
三

O
四
頁
註
(
1
1

(

4

)

例
え
ば
、
モ

l
ゲ
ン
ソ

l
は
既
に
三
七
年
一
二
月
の
〉

B
母
包
同
え
同
町
内
目
立
三

g]ω
巳

2
8
の
講
演
で
、
「
今
日
の
基
本
的
な
ニ

l
ド
と
は
、
私

的
資
本
の
牽
引
力
の
全
面
的
使
用
の
促
進
で
あ
る
。
我
々
は
資
本
が
私
企
業
の
生
産
回
路
に
投
下
さ
れ
る
の
を
目
撃
し
、
私
企
業
が
拡
張
す
る
の
を
目

撃
し
た
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
私
的
資
金
源
が
生
産
的
企
業
に
よ
り
一
一
層
多
く
使
用
さ
れ
る
な
ら
、
残
存
す
る
失
業
の
多
く
は
消
滅
す
る
と
信
じ
て
い

る
」
(
豆
島
a

e

N

U

丘
二
吋
C

一
・
)
と
述
べ
そ
の
後
も
そ
の
信
念
を
曲
げ
な
か
っ
た
。
ハ
リ
ソ
ン
財
政
委
員
長
は
、
こ
の
モ

l
ゲ
ン
ソ
!
の
発
言
を
「
何

と
賢
明
な
言
葉
だ
。
何
と
輝
か
し
い
哲
学
だ
。
孜
々
が
こ
こ
に
責
任
を
任
さ
れ
こ
の
理
念
を
成
し
遂
げ
ん
と
す
る
時
に
、
国
家
に
与
え
ら
れ
る
何
と
い

う
確
信
で
あ
ろ
う
」
と
誉
め
そ
や
し
て
い
る
(
∞
ω
門

ush--見
R-
会
Mm
・
-
ま
た
へ
イ
ン
ズ
は
三
九
年
の
春
に
モ

l
ゲ
ン
ソ
!
と
の
共
働
に
な
る
「
へ

イ
ン
ズ
・
プ
ラ

γ
」
を
発
表
し
、
「
自
白
人
の
国
家
に
お
け
る
自
由
企
業
制
度
(
ブ
リ
l
・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
〉
の
永
続
に
と
っ
て
不
可

欠
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
維
持
し
増
進
す
る
様
な
税
体
系
を
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
政
府
の
意
図
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
」
と
述
べ
た

(∞
g
r
oァ
。
、
.
町
民
同
;
℃

-muuhv
町田
U
-

ロ-一
0

・)。

(
5
)
呂
美
争
毛
・
円
止

J

3
・吋

g
i
g
-
H
Fロ
ア
ヰ
・

2H--
宅

-
N一印!日一四・

(
6
)

唯
一
の
反
対
は
共
和
党
の
一
ア
ィ
ン
カ
ム
議
員
で
、
彼
は
企
業
優
遇
が
未
だ
十
分
で
な
い
と
考
え
た

(FE--
主・

2
;
古・同一寸・

1

(
7〉
市
ωロ
ァ
。
、
ミ
?
H
V
-
M一∞

(
8
〉
同
N
2・
〉
円
件
。
ご
∞

ωuu
期日。一

-ω
三
宮
ユ
ω
ロ
チ
毛
・
円
た
-
-
官

-
M吋
∞
・
な
お
、
こ
の
経
過
に
若
干
附
言
す
る
と
、
ロ
ー
ズ
グ
エ
ル
ト
は
註
(
4
)の
へ

イ
ン
ズ
・
プ
ラ
ン
に
反
対
し
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
ハ
リ
ソ
ン
が
そ
れ
に
強
く
反
対
し
、
し
ば
ら
く
穆
着
状
態
が
続
い
た
。
し
か
し
ロ
ー

ズ
ヴ
ヱ
ル
ト
が
遂
に
、
不
当
磁
保
利
益
税
規
定
の
強
化
を
図
る
こ
と
、
歳
入
を
減
少
さ
せ
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
未
分
配
利
潤
税
の
廃
止
に
同
意
し
た

の
で
あ
る
〈
∞

z
r
4・
。
、
.
え
H

W

℃・吋
O
口・)。

宮
島
・
前
掲
論
文
、
三

O
六
頁
註
(
ロ
〉
。

三
九
年
法
の
そ
の
他
の
重
要
な
改
正
点
に
つ
い
て
は
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
一
二

O
二
l
一一一真、

F円
S
F
毛・

5
L
-
A白
山
・
を
さ
し
あ
た
り
参
照
。

論

(
9
)
 

(
叩
)
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(
日
)

宮
島
・
前
掲
論
文
、
一
二

O
四
頁
。

第
三
節

一ュ

l
デ
ィ

l
ル
税
制
の
消
長

人
的
持
株
会
社
謀
税
の
改
善

人
的
持
株
会
社
課
税
の
実
施

さ
て
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
人
的
持
株
会
社
課
税
は
、
前
述
の
経
過
の
後
、
三
四
年
法
中
に
規
定
せ
ら
れ
、
実
施
に
移
さ
れ
た
。

し

か
し
て
そ
の
税
率
は
、
二
O
%
、
三
O
Z
の
二
段
階
税
率
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
法
に
よ
れ
ば
、

個
人
の
付
加
所
得
税
率
は
四
克

i
六
三
%
で
あ
っ
た
か
ら
、
高
率
付
加
税
に
服
す
る
富
裕
者
に
と
っ
て
は
、
付
加
税
を
支
払
う
よ
り
は
人
的
持
株
会
社
内
に
利
潤
を
留
保

し
て
本
税
を
支
払
っ
た
方
が
依
然
有
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

目

そ
の
不
合
理
は
直
ち
に
認
識
さ
れ
た
の
で
、
翌
三
五
年
法
は
、
人
的
持
株
会
社
税
率
を
二
o
v
m
l
六
O
%
の
累
進
税
率
に
改
正
し
て
そ

れ
を
改
善
し
、
三
六
年
度
よ
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
翌
三
六
年
に
は
例
の
未
分
配
利
潤
税
が
施
行
さ
れ
、
人
的
持
株
会
社

も
当
然
そ
れ
に
服
す
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
、
未
分
配
利
潤
税
と
人
的
持
株
会
社
説
の
重
複
課
税
を
避
け
る
た
め
、
人
的
持
株
会
社
税
率
の

方
は
八
%
l
四
八
%
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
従
っ
て
三
六
年
法
の
も
と
で
人
的
持
株
会
社
の
被
る
負
担
税
率
は
、
両
税
を
あ
わ
せ
て
一

五
%
l
七
五
%
と
な
る
。
な
お
、
三
六
年
法
は
、
法
人
の
清
算
の
際
の
残
余
財
産
の
分
配
を
「
配
当
」
と
着
倣
し
て
支
払
配
当
控
除
を
認

め
る
こ
と
と
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
点
で
は
三
四
年
法
を
そ
の
ま
ま
に
維
持
し
た
。
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アメリカに於ける法人税の発達
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説

た
人
的
持
株
会
社
は
、
不
当
留
保
利
益
税
を
も
免
除
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
点
で
も
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
写
山
2
R
5
・
毛
-

R
H
J
古
・
8
N
唱
=
・
ω
∞
一
河
口
L
t
r
・
。
、
.
ミ
H
J
宅
・
一
吋
印

i
一
読
・
〉
。
し
か
し
こ
の
点
は
三
六
年
法
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
た
。

(
2
〉
初
雪
・
〉
円
円
。
『
一
一
山
ω
印
w
ゆ
一
o
u
・
の
『
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・
∞
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ピ
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E
w
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-
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E
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D
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E
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2
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0
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N
伶
〈
・
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円
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C
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目
ム
¥
切
包
』
h
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F
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4
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M
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HJ司・吋ω
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h
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ω
N
U
H
U
L
F
n
r
・
。
、
.
三
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J
宅
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九
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M
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列
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与
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ω
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印
一
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白
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-
Q
-
F
E
口
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、
・
円
F
L
u
-
ム
N
P
ロ
・
一
N
L
r向
2
Z
5
・
。
、
・
2
H
:
目
)
【

y
a
e
吋
p
z
・
均
一
河
口
L
F
n
r
・
。
』
ア

Q
H
J
3
・
一
吋
印
・
ロ
-
M
∞
-
M
O
N
・
ま
た
同
時
に
、
実
際
の
適
用
も
緩
和
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
(
叶
Z
T色
合
F

E

E
語

、

吋
b
N

降
ら
と
さ
に
E
H
h
g
〔

Z
m
宅
ペ
C
長
日
、
円
安
T
E仲
C
F
一
回
ム
∞
〕
u

宅
-
-
A
u
-
-
包
・
)
。

(
4
)

持
株
会
社
は
、
し
か
し
会
社
を
多
数
の
小
法
人
に
分
解
し
て
、
こ
の
税
率
の
軽
減
を
計
る
こ
と
が
で
き
た
(
豆
2
g
z
♂
毛
・
2
T
可

-
a
w
ロ
・
8

山
河
E
t
n
r
"
。
、
-
R
H
J
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・
M
O
N
噌
ロ
・
一
U
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・
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E
p
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号2込
日冊

欠
点
の
露
呈

前
述
の
様
に
、
こ
の
税
に
は
多
大
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
「
財
務
省
の
人
的
持
株
会
社
条
項
に
対
す
る
経
験
は
、
短
い
が
し
か

し
不
幸
な
も
の
で
あ
っ
た
」
。
つ
ま
り
財
務
省
は
三
五
年
の
こ
の
税
の
徴
収
見
積
額
を
一
一
五
ミ
リ
オ
ン
ダ
ラ
ー
と
し
た
が
、
実
際
の
徴
収

《

E
V

額
は
何
と
二
ミ
リ
オ
ン
ダ
ラ
ー
に
し
か
達
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
、
確
か
に
新
税
に
あ
り
が
ち
の
膨
大
な
申
告
書
処
理
の

ハ
qリ
〉

未
熟
よ
り
く
る
行
政
の
混
乱
に
も
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
人
的
持
株
会
社
税
の
規
定
の
仕
方
そ
の
も
の
の
中
に
、
根
本
的
な
欠
陥
が
あ
る
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
各
種
の
欠
点
は
、
一
九
三
七
年
の
「
租
税
回
避
及
び
遺
脱
に
関
す
る
合
同
委

(
4
V
 

員
会
」
報
告
に
よ
っ
て
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
主
た
る
も
の
の
み
を
採
り
上
げ
よ
う
。

問
題
と
し
て
一
般
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。
①
税
率
構
成
上
の
問
題
点
(
既
述
の
点
に
あ
た
る
〉
、
②
支
払
配
当
控
除

の
対
象
が
広
範
囲
に
す
ぎ
(
こ
の
点
は
、
本
稿
が
未
分
配
利
潤
税
の
支
払
配
当
控
除
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
昨
じ
状
況
で
あ
る
)
、
本



税
を
無
力
化
さ
せ
て
い
る
、
@
一

O
二
条
の
不
当
留
保
利
益
税
が
免
除
さ
れ
る
の
で
、
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
、
④
そ
の
他
各
種
の
重
要

な
持
株
会
社
、
例
え
ば
タ
レ
ン
ト
法
人
、
ヨ
ッ
ト
・
別
荘
の
法
人
化
、
外
国
持
株
会
社
な
ど
が
除
外
さ
れ
て
い
る
、
⑤
例
え
ば
留
保
額
の

二

O
%控
除
、
負
債
償
還
金
及
び
準
備
金
の
控
除
、
無
制
限
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
控
除
の
如
く
、
各
種
の
控
除
規
定
が
緩
慢
す
ぎ
る
山
⑥

「
総
所
得
」
テ
ス
ト
の
弱
点
、
特
に
総
所
得
テ
ス
ト
よ
り
賃
貸
料
を
除
外
し
た
こ
む
ド
|
総
所
得
テ
ス
ト
と
は
「
持
株
会
社
」
の
要
件
と

し
て
「
総
所
得
の
八

O
M以
上
が
、
使
用
料
、
配
当
、
利
子
、
年
金
、
株
式
又
は
証
券
の
売
却
よ
り
な
る
」
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
例
え
ば
法
人
は
そ
の
主
た
る
株
主
に
法
人
所
有
の
不
動
産
を
貸
付
け
、
そ
こ
か
ら
総
所
得
の
二

O
Z以
上
に
あ
た
る
賃
貸
料
を

あ
げ
る
様
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
簡
単
に
こ
の
テ
ス
ト
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
⑦
法
人
の
分
割
に
よ
る
回
避
1
1
1
小
規
模
の
持

株
会
社
を
白
白
に
魁
一
蹴
し
て
株
式
を
分
散
さ
せ
、
所
得
額
を
減
少
さ
せ
る
氾
あ
る
い
は
財
務
省
を
幻
惑
す
る
た
め
に
利
用
す
お

以
上
の
種
々
の
方
法
は
、
依
然
「
財
布
の
法
人
化
」

と
し
て
の
人
的
持
株
会
社
の
利
用
価
値
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と
を
知
ら
し
め
た
の

アメリカに於ける法人税の発達司

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
如
何
に
精
紋
に
作
成
せ
ら
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
も
、
納
税
者
が
巧
妙
に
租
税
回
避
や
節
税
を
図
ら
ん
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ら
も
容
易
に
無
力
化
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、

か
く
し
て
こ
の
人
的
持
株
会
社
税
を
め
ぐ
っ
て

も
、
納
税
者
と
財
務
省
と
の
聞
の
抗
争
が
、
止
む
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
1
)

云
2
Z
2
・
。
、
・
門
む
よ
℃
・
吋
ω
・

〈

2
〉
忌
2
S
F
。、・

2
H
J
勺
・
ロ
ロ
・

ω品
川

Ec--
。、・

5
ニ
宅
-mDIE-
な
お
H
N

主
主
唱
。
、
・

5
・
弘
司
一
吋

m
l一
司
・
は
、
人
的
持
株
会
社
税
は
哉

入
自
体
を
あ
げ
る
の
が
目
的
で
は
な
い
か
ら
不
成
功
と
は
い
え
ず
、
配
当
の
強
制
に
よ
っ
て
む
し
ろ
個
人
所
得
税
徴
収
額
は
増
大
し
て
い
る
と
い
う
。

(
3〉

ζ
q
r
E・
e
-
q
p・
t
・
ロ
ロ
・

2.

(
4
)

河
内
、
ミ
H

。」「
H

F

内
向
、
ミ
ミ
。
。
苦
吉
宮
町
内

S
叫
dQ-Hheね
た

S
Q
S札
与

S
R
S円
偽

(

〉

C

四・印
w
S勾
)
こ
の
報
告
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
三

七
法
改
正
の
際
の
下
院
歳
入
委
員
会
報
告
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
抜
奉
が

F
E
E
S
-
宮
崎
"
に
お
ご
宮
町
な
芯
ミ
。
L

司
、
ミ
・

ir・叫
dQH

F
Q
H
E
F

官官・

5
印j
-
8
・
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
よ
り
引
用
す
る
。
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ハ
5
〉
本
稿
，
前
出
六
一
六
頁
以
下
。

(
6
)
ζ
R
S
F
毛
・
円
h
H
4
3・
8
・ロ・

MM-
吋
N
-
P
M∞
・
こ
の
点
も
既
に
触
れ
た
。
前
出
六
五
九
|
六

O
頁
註
(
1
1

(
7〉
こ
れ
ら
の
占
山
は
、
次
に
述
べ
る
「
モ

l
ゲ
ン
ソ
ー
か
ら
ロ

i
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
へ
の
手
紙
」
の
中
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
叙
述

の
関
係
上
、
こ
こ
に
そ
の
内
容
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
タ
レ
ン
ト
法
人
と
は
、
俳
優
、
歌
手
、
著
作
家
、
漫
画
家
な
ど
の
自
己
の
才
能
を
売

り
も
の
に
す
る
者
が
、
自
ら
の
才
能
、
資
産
、
身
体
な
ど
を
出
資
し
て
、
自
己
が
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
々
設
立
す
る
。
法
人
は
依
額
人
に
役
務
(
サ

ー
ビ
ス
)
な
市
場
レ
l
ト
で
売
却
す
る
が
、
タ
レ
ン
ト
自
ら
は
自
己
の
役
務
を
法
人
に
そ
れ
よ
り
低
い
レ
l
ト
で
売
却
し
、
法
人
に
利
潤
を
発
生
さ
せ

な
が
ら
タ
レ
ン
ト
の
個
人
所
得
は
最
低
に
抑
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
法
人
は
利
潤
を
分
配
せ
ず
そ
の
ま
ま
に
留
保
す
る
。
次
に
ヨ
グ
ト
・
別

荘
の
法
人
化
と
は
、
富
裕
者
が
自
己
の
ヨ
ッ
ト
や
別
荘
を
法
人
化
し
、
そ
の
法
人
に
ヨ
ッ
ト
や
別
荘
の
管
理
・
運
営
の
全
費
用
を
賄
う
に
丁
度
充
分
な

所
得
を
迭
出
す
る
有
仰
証
券
を
移
譲
し
、
本
来
な
ら
ば
認
め
ら
れ
な
い
ヨ
ッ
ト
・
別
荘
に
対
す
る
個
人
的
支
出
を
経
費
と
し
て
控
除
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
円
以
後
に
外
国
持
株
会
社
と
は
、
税
の
軽
い
バ
ハ
マ
諸
島
、
パ
ナ
マ
、
ニ
ュ
l
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
な
ど
に
本
広
を
移
し
、
低
倫
設
立
者
・
取
締

役
な
ど
を
利
用
し
な
が
ら
所
得
額
そ
の
他
の
情
報
の
隠
蔽
を
計
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
浅
沼
潤
一
二
郎
「
米
国
に
お
け
る
租
税
回
避

の
理
念
例
帥
」
「
税
法
学
』
一
六
七
ぢ
一
九

i
二
四
頁
、
一
六
八
号
一
一
一
一
t
i
-
-

一
四
頁
及
び

C
3
5♂
て
な
S
E
S
H
h
g
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S
F
、
3
5
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3
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E
M
-

-
u
?
に
引
用
さ
れ
た
「
モ

l
ゲ
ン
ソ
ー
よ
り
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
」
の
手
紙
を
参
照
せ
よ
。
更
に
以
下
の
説
明
も
参
照
の
こ
と
、

]
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司
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-

(
け
〉
冨
2
g
E
-
毛・

2
Hニ
℃
-
u
w
口・

ωω

山一男己
LFnru
。k
v
・
門
戸
頃
匂
-
M
O
M
-
=・
一
回
一
-

(
ロ
〉
例
え
ば
、
あ
る
納
税
者
は
九
六
の
法
人
を
全
国
に
設
立
し
、
ま
た
あ
る
納
税
者
は
二
三
の
人
的
持
株
会
社
を
利
用
し
、
財
務
省
の
検
査
の
妨
害
を
計

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
前
出
「
モ

1
ゲ
ン
ソ
ー
よ
り
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
へ
の
手
紙
」
〈
浅
沼
・
前
掲
論
文
、
『
税
法
学
』
一
六
七
号
二
一
一
良
二
段
目
〉
。

(
U
h
.

司
ω戸
ア
。
h
V
-
2
-
H

・官官

MO一l
l
N
ロ∞

論

〈
内
川
)

北法26(4・72)662



三
七
年
の
脱
税
封
じ
込
め
法
に
よ
る
改
正

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
連
邦
議
会
に
、

モ
I
ゲ
ン
ソ
l
財
務
長
官
よ
り
彼
に
あ
て
た
種
々
の
租
税
回
避
手
段
の
具

さ
て
、
三
七
年
六
月
、

体
例
を
列
記
し
た
私
信
を
示
し
、
こ
れ
ら
租
税
回
避
手
段
の
封
じ
込
め
が
な
さ
れ
る
よ
う
税
制
改
革
を
促
し
た
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
議
会

内
に
は
前
述
の
「
租
税
回
避
と
遁
脱
に
関
す
る
合
同
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
検
討
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
討
議
の
中
で
も
、
依
然
と
し

ま
た
人
的
持
株
会
社
税
が
そ
の
封
じ
込
め
に
役
立
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明

て
持
株
会
社
が
最
も
頻
繁
に
利
用
さ
れ
る
回
避
手
段
で
あ
り
、

ら
か
に
さ
れ
た
が
、
欠
陥
の
中
で
も
最
も
重
要
な
の
は
先
述
の
⑤
で
あ
っ
て
、
特
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
の
無
制
限
控
除
は
、

会
社
に
、
通
常
の
法
人
以
上
の
優
遇
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

人
的
持
株

三
七
年
法
は
、
そ
れ
ら
各
点
に
多
く
の
修
正
を
加
え
、
そ
の
結
果
条
文
も
数
倍
に
長
く
な
っ
た
が
山

る
と
ゆ
①
従
来
、
人
的
持
株
会
社
に
含
め
ら
れ
ず
、

そ
の
う
ち
主
た
る
も
の
を
列
記
す

一O
二
条
の
不
当
留
保
利
益
税
を
も
免
が
れ
て
い
た
タ
レ
ン
ト
法
人
、

ヨ
ッ
ト
・
別

荘
の
法
人
化
、
外
国
持
株
会
社
な
ど
に
関
す
る
条
文
を
細
分
化
し
、
人
的
持
株
会
社
税
の
対
象
と
し
た
。
外
国
持
株
会
社
に
つ
い
て
は
、

l斗

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
で
株
主
に
直
に
課
税
す
る
。
②
寛
大
な
控
除
を
大
幅
に
制
限
し
た
。
即
ち
不
当
留
保
利
益
税
の
控
除
を
否
認
し

アメリカに於ける法人税の発達

ヨ
ッ
ト
・
不
動
産
経
費
の
控
除
に
制
限
を
加
え
、
二

O
M留
保
額
控
除
を
廃
止
し
た

た
他
、
寄
付
金
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
、

(
但
し
負

債
償
還
金
控
除
は
も
と
の
ま
ま
)
。
①
八

O
Zの
総
所
得
テ
ス
ト
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、

一
度
「
人
的
持
株
会
社
」
に
該
当
す
る
と
、

年
以
内
に
総
所
得
テ
ス
ト
で
受
取
配
当
そ
の
他
が
七

O
w
m以
下
に
、
あ
る
い
は
株
式
所
有
テ
ス
ト
で
「
人
的
」
な
要
件
を
免
れ
な
い
限

北法26(4・73)663

り
、
そ
の
ま
ま
人
的
持
株
会
社
に
留
め
ら
れ
る
。
④
賃
貸
料
は

総
所
得
の
五

O
%を
超
過
し
な
い
場
合
に
は
総
所
得
に
算
入
さ
れ
る
ο

⑤
法
人

ハ
ー
ト
ナ
l
シ
ッ
プ
及
び
不
動
産
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て

又
は
そ
の
た
め
に
直
接
・
間
接
に
所
有
さ
れ
て
い
る
株
式
な
ど
は
、

株
主
、
パ
ー
ト
ナ
ー
及
び
受
益
者
の
個
人
的
持
分
に
分
解
さ
れ
て
課
税
さ
れ
る
。
⑥
税
率
は
、
各
々
、
未
分
配
調
整
純
所
得
が
二

0
0
0



説

ド
ル
以
上
の
法
人
に
つ
い
て
は
七
五
広
、
そ
れ
以
外
の
法
人
に
つ
い
て
は
六
五
%
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

応、

北説、26(4・74)664

論

も
し
あ
る

法
人
が
課
税
要
件
に
該
当
し
、
本
税
が
賦
課
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
当
該
法
人
に
と
っ
て
相
当
な
負
担
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、

こ
の
様
に
、
一
二
七
年
法
に
よ
っ
て
人
的
持
株
会
社
税
は
広
範
囲
に
、

し
か
も
か
な
り
徹
底
的
に
改
善
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

予
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
l
〉
本
稿
前
川
六
六
一
il--
二
頁
註
(
4
)
(
7
〉
の
文
献
の
他
に
、
一
般
的
に
参
照
戸
。
・
除
。

-n-
∞U
F
F
E
3
5
見。〈
g

E
〉

a
c町
一
回
ミ
V
M
吋
入
山
首
-

F
S
-
F
4・
2
∞
-
m
s
i
g
o
(一
8
3
u
pロ
ア
毛
-
h
h
H
J
3・
ぉ
ー
さ
一

5
・頃吋

R
Bな
3
3
H
F
G
C
・m-MOω
一
宮
同
志
ア
毛
・
門
誌
-e
官・ミ吋・

(
2
)

∞F
r
a
-
毛
・
町
民
H

w

℃
・
呂
田

L
d
z
一
¥amz-
〉
♀
G
ご
∞
ω
吋¥
w

印
C
-
n
t・
~
u
h州

E
-
S
i
m一-

(

3

)

H

J

w

己
・
。
、
・

2
H
・暗唱・由一

LEn--口r
・
。
、
・
門
戸
唱
匂
・
一
吋
白
・

(
4
)

】
刊
の
〈
・
〉
の
円
。
ご
∞

ωア
務
一

1lω-NOT-MO戸

M
m
d・
ω
(い・〉
-
u
a
i
a
u・

(
5
)

技
術
的
な
改
正
点
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
概
要
を
列
示
す
る
に
止
め
た
。
改
正
内
容
と
そ
の
改
正
理
由
に
つ
い
て
は
伊
】
L
E
E
-
毛

長

唱

3
・
一
日

iNCω
・
を
み
る
の
が
便
利
で
あ
る
が
、
そ
の
他
改
正
の
主
要
点
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
ヒ
r
F
ζ
・
円
止
・

3
・
品
目
ー
だ
戸

ζ
q
r
E
-

ζ
2
H
・・

3
・
a
l
g
h
E
L、
・
号
-
w

宅

-
m
M
l
E
一
河
口
伝
n
F
毛

5
・・

3
・一吋印

l
一
g
L
C
M
-
M
O
?
ω
己伸一戸市円
}ω
コ
デ
毛
円

mp
宅

-N吋由

l
M吋
吋
・
等
を
参
照
。

(
6
〉
こ
の
様
に
、
人
的
持
株
会
社
説
税
の
範
囲
が
広
範
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
税
が
「
善
意
の
持
株
会
社
」
に
脅
威
を
与
え
る
と
の
指
摘
が

ω・吋・

O
B
P
R
U
R
邑
g
B
C『
子
。
。
。
弓
O
B
Z
U巾
i
R
E
ζ
2虫
色
『
〉
〈
S
L
Z
m
ω
広
司
仲
良

m
m
G
ロ
H
E
Z
E
S
F
u
-
-
印
吋
内
語
、
町
内
門
、
.
』
い
・

P
E
U
∞N

(一出会

)hζEos-
も
・
三
円
・
・
旬
・
吋
白
川
河
丘
-
n
F
ξ
・
ぇ
h

・
・
宅

NBlN04・
等
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
同
で
触
れ
る

予
定
て
あ
る
。

四

そ
の
後
の
改
正

l
ま
と
め

政
府
及
び
下
院
の
指
導
者
達
が
、
未
分
配
利
潤
税
に
替
わ
る
も
の
と
し

て
、
人
的
持
株
会
社
税
を
一
一
周
拡
大
し
た
同
族
営
業
会
社
税

(
I
B
法
人
税
)
を
強
く
主
張
し
、
そ
れ
が
下
院
の
反
対
に
よ
っ
て
廃
案
と

三
八
年
の
未
分
配
利
潤
税
の
存
廃
を
め
ぐ
る
抗
争
の
中
で
、



な
っ
た
経
緯
は
、
既
に
記
述
し
た
。
三
八
年
法
は
か
く
し
て
人
的
持
株
会
社
税
に
特
に
目
立
っ
た
改
正
を
加
え
な
か
っ
た
。
三
九
年
法
は

そ
の
頃
特
に
強
く
な
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
意
見
を
反
映
し
て
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
の
無
制
限
控
除
、
純
損
失
の
二
年
間
繰
越
控
除
の
認
容
な

ど
を
規
定
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
適
用
も
人
的
持
株
会
社
に
つ
い
て
は
制
限
さ
れ
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
控
除
は
否
認
さ
れ
、
ま

た
繰
越
控
除
も
一
年
に
短
縮
さ
れ
た
。
ま
た
四
二
年
法
は
戦
時
に
な
さ
れ
た
大
増
税
法
で
あ
り
、
人
的
持
株
会
社
税
に
も
、
税
率
の
各
々

七
五
%
、
八
五
%
へ
の
引
上
げ
、
課
税
所
得
の
増
加
な
ど
の
他
に
、
優
先
株
式
の
償
却
額
の
一
定
額
の
控
除
の
認
容
な
ど
の
重
要
な
技
術

的
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。

(斗

こ
の
様
に
し
て
、
人
的
持
株
会
社
の
税
負
担
は
一
一
層
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
デ
ィ
l
ン
は
そ
こ
で
、
人
的
持
株
会
社
が
こ
の
過

重
な
税
負
担
を
免
れ
る
方
法
は
、
①
敗
北
を
認
め
て
法
人
を
解
散
す
る
、
②
全
所
得
を
分
配
し
、
支
払
配
当
控
除
を
利
用
す
る
、
③
み
な

し
配
当
(
口
C
2
5
2
去
三
含
包
)
を
利
用
し
て
税
を
株
主
に
負
担
さ
せ
る
、
の
三
つ
の
方
法
し
か
な
く
、
近
時
の
多
く
の
持
株
会
社
の
解

散
は
こ
の
税
の
た
め
で
あ
り
、
特
に
善
良
な
持
株
会
社
が
解
散
の
危
機
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
と
慨
嘆
す
(
日
。
こ
の
論
旨
の
当
否
は
、
後

に
生
じ
た
結
果
を
み
な
が
ら
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
点
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
に
一
一
一

0
年
代
に
進
め
ら
れ
た
持
株

会
社
に
対
す
る
課
税
の
試
策
は
、
一
応
こ
こ
に
至
り
頂
点
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
人
的
持
株
会
社
税
の
当
座
の

改
正
は
不
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
現
に
重
要
な
改
正
は
-
九
六
四
年
ま
で
な
さ
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

アメリカに於ける法人税の発達

の
で
あ
る
。

'"〆'、
2 1 
¥ノ¥ノ
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本
稿
前
出
六
四
八

l
九
頁
。

な
お
、
小
規
模
ロ
l

ン
会
仕
は
、
三
八
年
法
に
よ
っ
て
人
的
持
株
会
社
よ
り
除
外
さ
れ
た
。
同
N
2・
〉
の
件
。
『
一
国
ω
∞
・
調
会
日

(
5
・円以・

ζ
2
S
F

。kv‘
町
民
H
e
-
-

》・吋?=・
4

口・

(
3
)
F〈
-
k
p
与
え
一
∞
ω
∞
ふ
即
日
一
一

(σγ

同一同(白)・

2
・
ω三一言一
P
E
L、・
2
H
頃
石

N
a
i
M吋
u
n
p
L
E
T
毛・

2
・・匂
-
M
3
・
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さ'b-
ロ何百

(

4

)

H

N

2

・
〉
円
件
。
『
一
回
治
、
期
一
∞
一

-
Q
-
亡
σ
5
・。、・

2
F
℃
-
h
p
N

∞u
Z

M

∞
二
ζ
R
Z
E
・。、

R
F
-
H
Y

ヰ・

〈

5
)

そ
の
他
、
四
二
年
、
法
に
お
け
る
改
正
に
つ
い
て
は
、

ζ
2
Z
F
屯・

2H--
宅
・
司
l
a・
を
一
般
的
に
参
照
。

(
6
)
U
S
P
毛・

2
・
・
宅
-
∞
一
l
I
∞N
・
デ
ィ
i
ン
は
、
更
に
、
支
払
配
当
控
除
項
目
に
優
先
株
式
の
償
還
費
用
を
含
ま
せ
る
こ
と
を
否
定
し
た
∞

s
a

。『吋，
mx
〉
向
者
富
一
・
の
決
定
が
、
納
税
者
の
不
利
益
を
一
一
層
増
大
さ
せ
た
と
批
判
す
る
が
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
は
四
二
年
法
に
よ
っ
て
改

善
さ
れ
た
。

(
7
)

か
く
し
て
デ
ィ
l
ン
は
「
必
然
的
な
結
論
は
、
法
人
手
段
は
個
人
付
加
税
を
減
少
さ
せ
る
手
段
と
し
て
の
実
効
性
を
多
大
に
喪
失
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
課
せ
ら
れ
る
高
額
の
罰
則
税
に
よ
っ
て
、
法
人
は
租
税
回
避
の
た
め
の
危
険
き
わ
ま
り
な
い
道
具
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ

る
(
忌
に
-
w

可・

2
・1

人
的
持
株
会
社
税
を
い
さ
さ
か
過
大
評
価
し
て
い
る
嫌
い
が
な
い
で
も
な
い
が
、
実
業
家
の
懐
く
危
機
感
は
良
く
示
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

不
当
留
保
利
益
税
の
強
化

欠
陥
の
露
呈
と
改
正
の
必
要
性

三
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
、
か
、

法
人
内
へ
の
利
潤
留
保
に
よ
る
付
加
税
週

不
当
留
保
利
益
税
が
有
し
て
い
た
本
質
的
難
点
を
是
正
し
、

脱
を
防
止
せ
ん
と
す
る
役
割
を
担
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
際
、
未
分
配
利
潤
税
と
不
当
留

保
利
益
税
を
併
用
す
る
こ
と
は
無
期
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
納
税
者
に
過
重
な
負
担
と
な
る
こ
と
か
ら
、

て
、
各
々
二
五
%
、
一
二
五
%
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
税
率
は
、
三
六
年
法
に
よ
っ
て
更
に
、

一
五
%
、

五
% 

ま
で
引三
き四
下年

Zき
:!e巴」

た3よ。
っ

ま
た
三
六
年
法
は
、
未
分
配
利
潤
税
の
導
入
に
伴
う
各
種
の
用
語
の
混
乱
を
避
け
、

更
に
課
税
ベ

l
ス
の
算
定
手
続
を
他
の
規
定
と
統
一

化
す
る
た
め
に
、
従
来
の
課
税
ベ

l
ス
た
る
「
調
整
純
所
得
」
(
邑
吉
田

Haロ
Z
E
n
o
s与
を
「
留
保
純
所
得
」
(
円
巾

E
E注
目
二
言
。
ョ
m
〉

に
、
ま
た
「
利
得
及
び
利
潤
」
(
ぬ
巳
ロ
目
白
ロ
牛
耳
。
宮
田
〉
を
「
利
益
又
は
利
潤
」
(
巾

R
E口
問
出
国
ロ
仏
胃
え
伊
丹
田
)
に
改
め
た
。
前
者
の
「
留
保

純
所
得
」
と
は
「
特
別
調
整
純
所
得
」
よ
り
未
分
配
利
潤
税
の
場
合
と
同
様
に
、

支
払
配
当
及
び
配
当
制
限
契
約
額
な
ど
を
控
除
し
た
も



ハ
2
〉

の
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、
意
味
内
容
の
差
異
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
一
説
明
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
既
に
幾
度
か
触
れ
て
き
た
様
に
、
不
当
留
保
利
益
税
は
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
な
る
本
来
的
に
暖
昧
で
多
義
的
な
要
件
の
故

(
5〉

に
、
常
に
納
税
者
と
財
務
省
聞
の
ト
ラ
ブ
ル
の
種
で
あ
っ
た
が
、
殊
に
課
税
庁
側
が
そ
の
適
用
の
難
か
し
さ
を
痛
感
し
て
い
た
(
本
稿
前

出
二
六
巻
二
号
一
七
八
頁
)
。
財
務
省
は
そ
れ
で
も
三

0
年
代
に
入
る
や
徐
々
に
そ
の
適
用
を
強
化
し
、
特
に
三
五
年
頃
よ
り
適
用
に
や
や

積
極
的
と
な
っ
た
が
、
そ
の
適
用
の
適
否
を
め
ぐ
る
之
と
な
更
に
の
ミ
門
司
可
、
。
也
、
道
、
お
誌
、
事
件
と
の
司
円
札
N
N
W
-

匂
司
ミ
ミ
同
町
事
件
に

お
い
て
巡
回
控
訴
裁
判
所
で
敗
れ
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
o

か
く
し
て
財
務
省
は
、
連
邦
議
会
へ
直
接
規
定
強
化
を

訴
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
不
当
留
保
利
益
税
に
代
替
す
る
と
み
ら
れ
て
い
た
未
分
配
利
潤
税
の
廃
止
が
決
定
し
た
こ
と
に

こ
の
点
か
ら
も
不
当
留
保
利
益
税
を
改
善
強
化
す
る
要
請
が
強
く
叫
ば
れ

よ
っ
て
不
当
留
保
利
益
税
の
役
割
が
再
び
浮
上
し
た
た
め
に
、

る
こ
と
に
な
っ
た
。

(三当

(
1
)
ζ
2
2
F
主・

5
4
3・
ω
8
1
8品
川
口
・
ム
M
u
p
&
n
F
§
・
ミ

3
3・
一
三
l
l
-
3
・

(
2
)
阿
川

2
・
〉
口
丹
え
一
∞
ω由・申

-ON
ハ口
)
-
Q・
ζ
2
2
P
も
-
h
m
H

・・

3
・
ω
2
1
8印
噌
出
口
・
ぉ
・
ム
ム
・

(
3
)
H
N
2・
〉
え
と

3
8・
m
一一印

-
Q・
ζ
2
Z
5・
毛
町
民
同
二
刀
・

ωω
印
な
お
以
上
に
つ
い
て
は
、
他
に

ω
2
L
ヨ
ω
P
4・円む・

3
・
MωmiNω
∞-

MAm-
に
故
悲
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
討
議
参
照
。

(
4
)

巧
-
f
p
q
-
Z司】
t
o
o
-
]
2
4
5
2
0『

p
a
-
s
一O
M
(円)
J

目。。。
N
S
N
-
h
-
見

3
・一日∞
NW
一日∞
N
C
2
3
・

(
5
)

河ロハロ口
F
。H
Y

江
戸
曹
司
・
一
寸
∞
二
凶
包
ι
E
E噌。
ky
円止
-w

官官・ムム
1
1
ム印・

(
6
)
z
a
F
O
E
-
0
3
2
q
の
0
・
は
一
九
一
一
一
一
年
一
月
終
了
の
課
税
年
度
に
お
い
て
八

O
O万
ド
ル
の
剰
余
金
と
七
八
万
ド
ル
の
当
期
利
益
を
計
上
し
た

が
、
配
当
は
一
九
一
七
、
一
八
の
両
年
に
二
・
五
万
ド
ル
を
分
配
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
負
債
額
は
一

O
O万
ド
ル
以
下
で
あ
り
、
債
務
勘

定
も
四

O
万
ド
ル
を
超
え
ず
、
棚
卸
資
産
額
も
一
度
も
三
一
一

O
万
ド
ル
を
超
過
し
な
か
っ
た
。
単
独
株
主
が
個
人
的
事
情
か
ら
会
社
に
融
資
を
願
う
際

に
は
、
会
社
は
通
常
無
利
子
で
そ
れ
を
貸
付
け
て
い
た
。
彼
は
か
く
し
て
当
該
課
税
年
度
の
一
四
万
ド
ル
を
含
め
六
一
万
ド
ル
を
法
人
よ
り
借
入
し
て

い
た
。
法
延
で
会
社
総
裁
及
び
単
独
株
主
は
株
主
に
対
す
る
付
加
税
通
脱
の
意
図
は
な
か
っ
た
と
証
言
し
た
が
、
第
三
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、
納
税
者

北法26(4・77)667

7メリカに於げる法人税の発達



説

に一

O
二
条
の
納
税
義
務
あ
り
と
し
た
B
T
A
決
定
を
証
拠
不
十
分
と
し
て
取
消
し
た

(
h
E
E
S
B
H
C
3
2ミ
向
。
君
、

gu二
、
旬
、
同
号
、
3
hツ
U
M

mJ

〔
包
〕
包
一
〔
の
の
・
〉
・

ω
内「一∞
ω
吋
〕
・
)
。
ま
た
大
映
画
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
あ
っ
た
セ
シ
ル
・
B
・
デ
ミ
ル
の
場
合
も
、
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
(
法

人
)
が
巨
大
な
利
潤
を
留
保
し
て
い
る
点
は
前
の
例
に
酷
似
し
て
い
た
が
、
更
に
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
主
要
株
主
た
る
彼
の
所
得
を
受
領
す
る
た
め
に

利
用
さ
れ
る
と
い
う
典
型
的
な

5
2弓
D
B
Z
L
宮
島
2
Z
D
T
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
九
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、
留
保
金
は
将
来
の
映
画
製
作
の
た

め
の
必
要
資
金
源
だ
と
い
う
彼
の
主
張
を
認
め
、
一

O
二
条
の
適
用
を
否
定
し
た
f

。
。
語
草

5
5
N司
〈

-
n買
え

出

-
b
G
ミ
ミ
句
、
3
E
R
S
P

U
D

司・〔
M
L
〕
一
日
〔
の
・
の
〉
・
白
骨
7
・
3ω
吋〕・)。ハ

l
ラ
ン
及
び
パ
ク
の
附
議
員
は
特
に

Z
込
」
。
3
9
q
の
0
・
判
決
を
の
E
q
で
あ
る
と
決
め
つ

け
、
そ
の
対
策
を
考
え
る
の
が
連
邦
議
会
の
責
務
で
あ
る
と
強
く
主
張
し
て
い
る
〈

g
n
g
h
-
河
内
町

-

M

宏
己
。
な
お
、
以
上
に
つ
い
て
は
、
一
般
的

に
ロ

gf
毛

5
・匂・吋
M
h
p
e
n
y
$・
3H-w
℃
・
コ
∞
更
に

P
E
E
P
毛・

5
・・

3
・
主
|
合
u

∞ω
円

ugh-
河
内
町

Mコ
∞
・
に
引
用
さ
れ

た
下
院
歳
入
委
員
会
報
告
及
び
少
数
報
告
書
を
参
照
せ
よ
。

三人

員同

三
八
年
法
に
よ
る
改
正
1
1
挙
証
責
任
の
転
換

か
く
し
て
、
未
分
配
利
潤
税
の
大
幅
縮
小
を
討
議
す
る
三
八
年
の
第
七
五
国
会
に
お
い
て
、
併
せ
て
不
当
留
保
利
益
税
の
改
正
も
検
討

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
不
当
留
保
利
益
税
の
本
質
的
欠
点
が
、
課
税
要
件
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
「
付
加
税
通
脱
の
意
図
」

の
立
証
の
困
難
さ
と
、
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
を
超
え
て
利
潤
が
留
保
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
「
一
応
の
証
拠
」
力
し
か
持
ち
え
な
い
と

い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
致
を
み
た
も
の
の
、
具
体
的
な
解
決
策
の
立
案
に
あ
た
っ
て
は
、
様
々
の
粁
余
曲
折
を
経
た
。

ま
ず
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
下
院
歳
入
小
委
員
会
及
び
全
体
委
員
会
は
、
未
分
配
利
潤
税
と
人
的
持
株
会
社
税
を
混
成
し
た
形
式
の

同
族
営
業
会
社
税

(
I
B
法
人
税
)
の
新
設
を
強
く
主
張
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
共
和
党
委
員
の
少
数
意
見
書
は
、
次
の
様
に
述
べ
て

そ
れ
に
反
対
し
て
い
た
。

「
我
々
、
共
和
党
の
少
数
意
見
は
、
租
税
回
避
問
題
を
取
り
扱
う
適
切
な
方
法
は
、

少
数
の
個
人
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
総
て
の
法

人
を
む
や
み
に
直
撃
し
不
当
な
罰
則
を
認
す
よ
り
も
、

現
在
一

O
二
条
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
後
に
そ
の
問
題
を
直
接
に
取
り
扱
う
こ

北法26(4・78)668



一
O
二
条
は
か
か
る
性
格
を
有
す
る
実
際
の
租
税
回
避
案
件
を
処
理
す
る
に
十
分
で
あ
る
し
、

うと
る2で
」心あ

とる
ι と

か思
くう
し。

て
共
和
党
メ

ン

も

ま
た
そ
う
構
成
さ
れ

未
分
配
利
潤
税
の
廃
止
と
交
替
に
不
当
留
保
利
益
税
の
改
正
強
化
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
点
だ
け
は
一
応
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
ら
は
し
か
し
具
体
的
に
改
革
措
置
を
提
案
し
た
訳
で
も
な
く
、
そ
の

目
的
も
政
府
や
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
企
図
し
た
同
族
営
業
会
社
税
の
導
入
を
阻
止
す
る
の
が
専
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
共
和
党
の
少
数
意
見
に
同
調
す
る
マ
コ

l

マ
ッ
ク
、

ラ
ム
ネ
ク
の
両
民
主
党
歳
入
委
員
も
、
同
族
営
業
会
社
税
に
替
え
て

「
株
主
に
対

す
る
付
加
税
を
回
避
す
る
目
的
」
の
文
言
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
意
図
」

《

4
)

る
と
の
少
数
意
見
を
報
告
書
に
付
記
し
た
c

結
局
、
問
題
は
付
加
税
通
脱
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、

の
立
証
を
不
要
な
ら
し
め
る
と
い
う
改
革
で
十
分
で
あ

一
O
二
条
の
強
化
で
十
分
か
、

と
も
進
ん
で
同
族
営
業
会
社
税

(
I
B
法
人
税
)
の
様
な
よ
り
強
力
な
措
置
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
勺
ぃ
下
院
本
会
議
で
は
、
そ
そ
れ

の
点
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
議
が
戦
わ
さ
れ
た
が
、
結
局
本
会
議
は
、
同
族
営
業
会
社
税
を
法
案
よ
り
削
除
し
な
が
ら
、

当
留
保
利
益
税
の
強
化
の
方
は
、
何
ら
具
体
策
を
構
じ
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
。

一
O
二
条
の
不

lヌJ

さ
て
舞
台
は
上
院
に
移
っ
た
が
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
富
裕
者
の
法
人
利
用
に
よ
る
付
加
税
遁
脱
の
防
止
と
い
う
錦
の
御
旗
を
根
拠
に

アメリカに於ける法人税の発達

未
分
配
利
潤
税
の
存
続
を
主
張
し
て
い
る
以
上
、

上
院
と
し
て
も
簡
単
に
未
分
配
利
潤
税
を
全
廃
し
て
、
事
を
済
ま
す
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
。
か
く
し
て
上
院
も
不
当
留
保
利
益
税
の
改
正
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
が
、
上
院
は
も
と
も
と
政
府
の
企
図
し
て
い
た
同
族

営
業
会
社
税
に
反
対
な
だ
け
で
あ
っ
て
不
当
留
保
利
益
税
の
欠
点
を
痛
感
し
て
い
た
訳
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
大
幅
な
改
正
は
好
ま
ず
、

結
局
「
利
益
及
び
利
潤
が
不
合
理
に
蓄
積
さ
れ
た
と
の
決
定
が
な
さ
れ
た
後
に
は
、
株
主
に
対
す
る
付
加
税
を
遁
脱
す
る
意
図
の
一
か
存
岳

を
証
拠
の
明
白
な
優
勢
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
を
、
株
主
に
要
求
す
る
」
と
の
改
正
を
求
め
る
に
至
っ
た
。

北法26(4・79)669

」
の
上
院
案
が
最
終
的
に

三
八
年
法
中
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
「
遺
脱
の
意
図
」
の
立
証
責
任
の
財
務
省
か
ら
納
税
者
へ
の
転
換
は
、

上
院
の
企
図

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

不
当
留
保
利
益
税
の
歴
史
の
中
で
、
き
わ
め
て
重
大
な
影
響
を
有
す
る
改
正
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



説

そ
こ
で
三
八
年
法
の
内
容
に
目
を
移
そ
う
。
三
八
年
法
は
旧
来
の
一

O
ニ
条
ω仰
を
更
に
刷
と
例
に
細
分
し
、
次
の
様
に
規
定
し
た
。

ヨヨ斗
再開

ω一
応
の
証
拠
「
こ
の
い
か
な
る
法
人
も
単
な
る
持
株
A
L
社
叉
は
投
資
会
社
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
株
主
に
対
す
る
付
加
税
の
回
避
の
目
的
の
一
応

の
証
拠
守
5
5
p
a
o
巾三円一

gnと
と
す
る
」
。

同
目
的
の
決
定
的
証
拠
「
法
人
の
利
得
又
は
利
潤
が
事
業
の
合
理
的
必
要
を
超
え
る
蓄
積
を
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
も
し
法
人
が
明
白
な
証

拠
の
優
勢
に
よ
っ
て
反
証
し
な
い
限
り
、
株
主
に
対
す
る
付
加
税
の
回
避
の
目
的
を
決
定
す
る
(
宮
牛
2
2
2
5
E
S〉」。
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こ
の
条
文
よ
り
判
明
す
る
様
に
、

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
、

利
潤
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
に
対
す
る
付
加
所
得
税
を
回
避
す
る

た
め
に
法
人
が
設
立
又
は
利
用
さ
れ
た
と
決
定
を
下
し
た
場
合
に
は
、
株
主
が

「
証
拠
に
よ
っ
て
最
初
に
打
っ
て
出
る
対
応
責
任

(
n
o
コ
巾
唱
。

EFロ
m
寸
己
正
叩
【
戸
。
同
町
F

円印同肉。

Em川
町
。
コ
ミ
白
円
仏
当
ご
}
d

巾
〈
丘
巾
口
口
巾
)
」
及
び
証
拠
の
優
勢
に
よ
っ
て
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
決
定
が

誤
り
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
責
任
を
負
う
こ
と

r
な
る
。

こ
の
挙
証
責
任
の
転
換
に
よ
っ
て
歳
入
局
は
き
わ
め
て
有
力
な
武
器
を
入
手
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次

の
様
な
、
全
く
異
な
る
立
場
か
ら
の
消
極
的
意
見
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
こ
の
規
定
の
実
効
力
を
疑
問
視
す
る
見
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
論

者
に
よ
る
と
、
先
の

Z
E
J
0
5
2
4
。
。
・
事
件
で
、
納
税
者
側
は
株
主
、
役
員
、
会
計
士
、
取
引
銀
行
な
ど
の
証
拠
書
類
を
総
動
員
し

て
反
証
を
試
み
た
の
に
対
し
、
歳
入
局
側
は
単
に
納
税
申
告
書
と
会
計
報
告
書
を
提
出
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
納
税
者
側
は
既
に

法
改
正
以
前
よ
り
同
等
の
立
証
責
任
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
歳
入
局
は
敗
訴
し
た
。
従
っ
て
今
回
の
法
改

正
に
よ
っ
て
従
来
の
状
態
が
好
転
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
の
見
解
は
、
全
く
逆
に
、
歳
入
局
の
権
限
強
化
に

危
倶
を
い
だ
く
も
の
で
あ
る
。
歳
入
局
は
納
税
者
の
一
方
的
犠
牲
の
上
に
不
当
留
保
利
益
税
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
三
九
年
以
降
、
財
務
省
・
歳
入
局
は
省
令
を
発
し
、
利
益
の
七

O
%以
上
を
分
配
し
な
い
法
人
に
対
し
て
は
不
当
留
保
利
益
税
賦
課

の
た
め
の
精
密
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
か
ら
、
画
一
的
適
用
の
危
険
は
一
層
強
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。



戸J

(
1
)
ω
2仏

BE-
毛
-
n
h
h

ニ
宅
・
ぉ

i
品
目
'
の
下
院
歳
入
小
委
員
会
、
同
全
体
委
員
会
及
び
上
院
財
政
委
員
会
の
各
報
告
書
、
参
照
。

(
2
)

本
稿
前
出
六
五
二
頁
。

(
3
)

∞ω
。。ぷ叫
-
M
N
R
-
N
コ∞

(
4
)

「
こ
の
条
文
の
も
と
で
は
、
合
理
的
必
要
を
超
え
て
留
保
す
る
と
レ
う
点
に
関
連
し
て
、
付
加
税
の
支
払
い
を
回
避
す
る
た
め
と
い
う
グ
白
的
4

を

立
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
条
文
は
こ
の
規
定
を
侵
害
す
る
有
罪
の
法
人
を
直
接
の
標
的
と
し
て
い
る
。
無
実
の
法
人
を
標
的
と
は
し
て
い

な
い
。
一

O
二
条
は
、
表
題
I
B
が
達
成
す
る
と
委
員
会
の
多
数
意
見
の
主
張
す
る
目
的
を
獲
得
す
る
に
あ
た
っ
て
委
員
会
の
当
面
す
る
問
題
に
対
す

る
、
直
接
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
処
理
す
る
方
法
は
上
記
一

O
二
条
の
強
化
に
よ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
署

名
者
〔
マ
コ

l
マ
ッ
ク
、
ラ
ム
ネ
ク

l
畠
山
註
〕
の
見
解
で
あ
る
。
我
々
は
、

M
M

株
主
に
対
す
る
付
加
税
を
回
避
す
る
目
的
d

の
立
証
を
不
必
要
と
す

る
上
記
一

O
二
条
の
刷
項
の
修
正
案
を
提
案
す
る
。
こ
の
修
正
案
は
表
題
I
B
が
獲
得
せ
ん
と
し
て
い
る
目
的
を
達
成
す
る
で
あ
ろ
う
」

(
ω
m
E
5
2
w

毛
・
ミ
F
w

七
・
合
・
〉
と
同
名
は
述
べ
る
。

Q
-
P予
も
-
n
p二
》
芯
笥
・

〈
5
)
例
え
ば
、
共
和
党
議
員
以
上
に
精
力
的
に
同
族
蛍
業
会
社
税
の
導
入
阻
止
に
働
い
た
マ
コ

i
マ
ッ
ク
議
員
は
、
本
会
議
で
も
本
文
と
同
じ
主
張
を
繰

り
返
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
委
員
会
の
多
数
意
見
を
代
弁
し
て
、
パ
ク
議
員
が

Z
込
F
O
E
-
C
3
3
q
の
0

・
判
決
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
「
我
々

委
員
会
の
~
専
門
家
は
二

0
年
間
に
渡
っ
て
そ
の
条
文
を
強
化
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
が
、
無
駄
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
の
反
論
を
加
え
(
∞
ω
門

ugh-

HNR-M∞巴
l
M∞
竺
)
、
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
議
員
も
「
過
去
一
五
乃
至
二

0
年
問
、
責
任
あ
る
地
位
に
あ
る
人
々
が
現
在
の
一

O
二
条
の
文
言
を
機
能
さ
せ
る

た
め
に
絶
望
的
な
努
力
を
は
ら
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
が
真
実
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
公
聴
会
に
登
場
し
た
吾
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
友
人
で
あ
り
、

か
つ
て
歳
入
委
員
会
及
び
財
務
省
に
関
係
し
現
在
我
国
の
指
導
的
租
税
専
門
家
で
あ
る
エ
ル
ボ

I
ド
氏
が
、
我
々
は
一

O
二
条
を
強
化
す
る
方
法
を
知

ら
な
い
、
と
は
述
べ
な
か
っ
た
の
か
」
と
反
論
し
て
い
る

(
S
N
R・
-u
・
ω
8
3
0
.
h
u

ハ
6
)

や
や
具
体
的
と
み
ら
れ
る
も
の
に
、
ハ

l
ラ
γ
議
員
の
提
案
が
あ
っ
た
。
ハ

I
ラ
ン
議
員
は
、
付
加
税
通
脱
に
対
し
て
は
一

O
二
条
の
強
化
に
ょ
っ

て
あ
た
る
べ
く
、

I
B
法
人
税
は
不
必
要
で
違
憲
の
疑
い
が
あ
り
、
政
治
的
に
賢
明
で
な
い
と
い
う
理
由
で
そ
れ
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
(
∞
ω
の
S
同
-

b
R
-
N
U
8
1呂
町
-
Y
一
O
二
条
の
「
事
業
の
合
理
的
必
要
」
に
換
え
て
「
事
業
の
、
当
期
営
業
経
費
及
び
約
定
債
務
の
た
め
の
合
理
的
必
要
」
の
文

言
を
挿
入
す
べ
き
で
あ
る
と
の
修
正
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
提
案
に
対
し
、
マ
コ

l
マ
ッ
ク
議
員
が
こ
の
修
正
案
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
が
方
向
性
に
お

い
て
は
正
し
い
と
し
た
の
に
対
し
、
あ
く
ま
で
I
B
法
人
税
の
弁
護
を
図
る
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
、
ク
l
パ
ー
ら
が
、
条
文
も
不
正
確
で
総
て
の
法
人
利
潤
に

一
O
二
条
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
反
対
し
、
結
局
こ
の
修
正
案
は
否
決
さ
れ
た
〈
ぇ
・

shに・・問者・
ω
o
g
-
-
g口
ω〉。
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E
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吉
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Z
F
E
E書
偽
吋
Q
N
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丸
、
ミ
ミ
位
、
s
t
g
-
宅
-
一
お
l
-
A
U
・
)
適
用
は
三
段

階
に
区
分
さ
れ
て
な
さ
れ
る
が
、
徐
々
に
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
立
場
が
優
位
と
な
っ
て
ゆ
く
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。
①
法
人
が
単
な
る
投
資
会
社
で
も

な
く
、
又
は
利
潤
を
不
当
に
蓄
積
し
て
い
な
い
場
合
l
条
文
ど
お
り
の
責
任
を
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
負
う
。
②
法
人
が
単
な
る
持
株
会
社
又
は
投
資
会

社
で
あ
る
場
合
|
加
重
推
定
(
邑
L
E
G
S
-
司
5
2
5三
宮
乙
が
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
認
定
に
加
わ
る
。
@
利
潤
が
事
業
の
合
理
的
必
要
を
越
え
て
蓄

積
さ
れ
た
場
合
1
l
納
税
者
が
総
て
の
日
証
拠
の
明
白
な
優
越
に
よ
っ
て
、
逆
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Q
-
m
ι
w
y
。、
-nhH・・官-

一
∞
プ
∞
ω

。sh
-
M
N
2
S
N∞l
念
日
出
・
会
可
・
の
ハ
リ
ソ
ン
財
政
委
員
長
の
説
明
。
な
お
、
従
来
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
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-恥叶自白
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論

ま

め

と

し
か
し
前
ニ
の
末
尾
に
指
摘
し
た
問
題
点
は
、
本
来
不
当
留
保
利
益
税
が
内
有
す
る
幾
つ
か
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
現
出
に
他
な
ら
な
い
。

不
当
留
保
と
正
当
な
留
保
と
の
聞
に
明
確
な
区
分
を
引
き
難
い
こ
と
に
あ
る
。
縫
か
に
挙
証
責
任
の
転
換
そ
の
他
は
、

矛
盾
の
第
一
は
、

一
O
二
条
の
適
用
強
化
を
結
果
し
、
従
来
の
租
税
回
避
は
減
少
し
よ
う
。
し
か
し
画
一
的
適
用
の
拡
大
は
、

他
方
に
多
く
の
法
人
が
「
必

三
の
者
を
理

要
性
」
の
反
証
の
失
敗
故
に
高
度
の
罰
則
税
を
課
さ
れ
る
危
険
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
不
当
留
保
利
益
税
が
「
二
、

由
に
し
た
魔
女
狩
川
口
で
あ
る
と
の
批
判
の
生
じ
る
根
拠
が
あ
る
。
第
二
の
矛
盾
は
、
大
法
人
、
公
開
会
社
よ
り
も
、
数
に
お
い
て
圧
倒

的
多
数
を
占
め
、
少
数
の
株
主
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
が
ち
な
小
法
人
、
閉
鎖
会
社
の
方
が
、

そ
の
経
営
基
盤
の
脆
弱
性
か
ら
、
利
潤
を



よ
り
多
く
留
保
し
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

そ
の
結
果
、
一

O
二
条
の
適
用
は
富
裕
者
の
百
円
。
召

2
2
2
宮
n
r
E
g
c
w
を
対
象
と

〈

2
〉

(
3
v

し
な
が
ら
も
、
自
ず
と
小
法
人
に
偏
り
が
ち
に
な
る
。
こ
れ
は
不
当
留
保
利
益
税
の
内
包
す
る
実
質
的
な
課
税
不
平
等
に
他
な
ら
な
い
。

第
三
は
、
あ
ま
り
弱
す
ぎ
る
財
務
省
の
権
限
は
一

O
二
条
を
空
文
化
す
る
が
、
逆
に
財
務
省
の
強
す
ぎ
る
権
限
は
、
必
然
的
に
権
限
濫
用

を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
特
に
コ
メ
ン
ト
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
以
上
の
ご
と
き
問
題
点
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、

一
九
一
三
年
の
所
得
税
法
施
行
以
来
、

そ
の
無
力
を
嘆
か
れ
て
き
た
不
当
留

と
も
か
く
も
画
期
的
な
課
税
強
化
の
た
め
の
改
革
を
み
た
と
い
う
こ

保
利
益
税
は
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

i
ル
を
め
ぐ
る
抗
争
と
混
乱
の
中
で
、

〈

4
〉

と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
不
当
留
保
利
益
税
は
実
務
上
、
経
営
上
及
び
法
理
論
上
か
つ
て
な
い
程
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

円

5
〉

あ
っ
て
、
戦
中
、
戦
後
に
か
け
て
、
税
制
上
の
論
争
の
中
心
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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(
4
〉
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
税
制
の
展
開
に
よ
っ
て
富
裕
者
の
税
負
担
が
増
大
し
、
租
税
通
脱
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
一
般
的
必
然

的
事
情
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
混
乱
か
ら
未
分
配
利
潤
税
が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
偶
然
的
事
情
が
働
い
て
い
る
こ
と
、
本
文
中
に
指
摘

し
た
と
お
り
で
あ
る
。

〈

5
)

こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
膨
大
な
文
献
は
、

ζ
3
Z
2
・
。
、
・
門
戸
-
一
甲
山

O
F
3
r
s
gグ
却
さ
・
0

一
右
・
印
山
〉
・
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の

う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
木
稿
何
で
採
り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。

北法26(4・83)673

アメリカに於ける法人税の発達

戦
時
税
制
へ
の
移
行
l
小
括
に
か
え
て

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
ニ
ュ

i
デ
ィ

1
ル
税
制
の
戦
時
期
に
お
け
る
役
割
に
、
若
干
言
及
し
な
が
ら
、

簡
単
な
総
括
を
試
み
る
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こ
と
に
し
よ
う
。

北法26(4・84)674

ま
ず
、
〈
法
人
l
株
主
〉
課
税
に
加
え
ら
れ
た
修
正
で
あ
る
が
、
三
四
年
に
一
部
を
除
き
全
廃
さ
れ
た
連
結
申
告
は
、
戦
時
税
務
行
政

の
混
乱
と
手
数
緩
和
を
理
由
に
、
ま
ず
四

O
年
に
超
過
利
潤
税
に
、
次
い
で
四
二
年
に
は
(
二
%
の
付
加
税
賦
課
が
あ
る
が
)
法
人
税
自

体
に
も
認
め
ら
れ
る
に
至
ア
た
v

こ
の
連
結
申
告
書
提
出
に
基
ご
つ
く
親
子
会
社
聞
の
損
益
通
算
(
相
殺
)
特
権
の
賦
与
は
、
特
に
高
度
の

超
過
利
潤
税
と
法
人
税
負
担
に
哨
ぐ
企
業
に
直
接
の
救
済
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
企
業
合
同
、
持
株
会
社
設
立
の
大
き
な
誘
因
と
な

り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
次
大
戦
中
の
大
合
同
、
独
占
進
行
を
助
長
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
法
律
改
正
に
ま
で
は
至
ら
な
か

っ
た
が
、
不
当
留
保
利
益
税
は
、
ま
ず
超
過
利
潤
税
な
ど
の
戦
時
特
別
税
に
よ
っ
て
法
人
の
税
負
担
が
著
し
く
増
大
し
た
こ
と
、
及
び
戦

後
へ
の
移
行
の
た
め
の
巨
大
な
偶
発
損
失
積
立
金
の
必
要
性
を
根
拠
に
留
保
金
積
立
の
奨
励
が
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
顕
著
な

適
用
緩
和
を
み
た
と
い
わ
れ
る
。

~A 

「師団
~、一、

ア
メ
リ
カ
経
済
史
上
、
第
四
期
の
独
占
形
成
日
大
合
同
の
時
代
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
巨
大
な
資
金
源

と
な
っ
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
政
府
の
直
接
投
資
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
産
寧
相
互
依
存
体
制
」
を
創
出
す
る
基
礎
と
な
っ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
が
、
他
方
民
間
セ
ク
タ
ー
に
目
を
む
け
る
と
、
こ
こ
で
の
主
要
資
金
源
は
依
然
と
し
て
法
人
の
自
己
資
金
(
留
保
刺
潤
〉
で
あ
っ

た
。
こ
の
場
合
、
留
保
利
潤
に
依
拠
す
る
度
合
は
、
一
般
的
に
大
企
業
よ
り
も
中
小
企
業
に
高
い
の
で
あ
る
が
、
大
企
業
の
場
合
に
も
そ

の
割
合
は
決
し
て
低
く
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
大
企
業
は
そ
の
豊
富
な
資
金
源
に
も
の
を
い
わ
せ
、
従
来
中
小
企

業
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
産
業
分
野
に
ま
で
進
出
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
第
二
次
大
戦
中
は
、

さ
て
そ
の
際
、
そ
れ
ら
の
動
向
に
税
制
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。

し
か
し
前
述
の
法
人

の
留
保
利
潤
に
殆
ど
有
効
な
課
税
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

法
人
の
利
潤
留
保
が
放
任
同
然
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
点
の
指
摘
は
許
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
法
人
利
潤
に
は
確
か
に
最
高
九
五
広
に
至
る
超
過
利
潤
税
、
及
び
四

O
%に
達
す
る
法
人
税
が
課
さ
れ
、

法
人
の
税
負
担



-1ー
で「

し
か
し
同
時
に
個
人
所
得
税
率
も
例
え
ば
四
三
年
法
に
よ
っ
て
二
三
%
l
九
一
%
に
ま
で
引
き
上
げ
ら

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
利
潤
留
保
の
う
ま
み
は
依
然
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
(
本
稿
前
出
二
六
巻
二
号
二
ハ
O
l
一
六
五
頁
参
照
〉
。
更

に
人
的
持
株
会
社
税
は
適
用
が
偏
在
し
が
ち
で
あ
り
、
不
当
留
保
利
益
税
も
適
用
が
緩
和
さ
れ
、
ま
た
前
述
の
様
に
連
結
申
告
制
度
も
復

活
し
た
。
更
に
さ
し
あ
た
り
本
稿
の
対
象
外
で
あ
る
が
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
大
幅
緩
和
、
減
価
償
却
規
定
の
自
由
化
、
百
分

率
減
耗
控
除
の
認
容
な
ど
〈
同
前
一
六
五
頁
)
を
全
体
的
に
考
膚
す
る
と
、
利
潤
留
保
は
抑
制
さ
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
積
極
的
に
保
護

奨
励
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
税
法
上
の
留
保
利
潤
に
対
す
る
優
遇
措
置
が
、
利
潤
留
保
を
ど
の
程
度

助
長
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
強
い
規
制
効
果
を
有
し
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

ま
た
利
潤
留
保
の
法
人
株
主
聞
に
及
ぼ
す
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。
利
潤
留
保
が
一
般
的
に
大
株
主
に
よ
り
有
利
で
あ
る
こ
と
は
、
既

に
幾
度
か
触
れ
て
き
た
。
ク
ラ
ム
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
利
潤
留
保
を
通
じ
た
大
株
主
に
よ
る
小
株
主
の
タ
搾
取
'
ず
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、

適
正
な
留
保
利
潤
課
税
の
欠
如
が
、
戦
時
、
戦
後
の
事
業
拡
大
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
資
金
の
調
達
形
態
に
。
何
ら
か
の
影
響
。
を
与
え
た

点
は
否
定
で
き
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
状
況
は
、

は
著
し
く
増
大
し
た
と
い
え
る
。

一
九
二

0
年
代
に
あ
ま
り
に
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

アメリカ粍於ける法人税の発達

〈l
)

こ
の
点
も
本
稿
叫
で
詳
述
し
た
い
と
思
う
が
、
さ
し
あ
た
り
」
ω
・
伊
広
E
E頃
ト
偽
h
主
主
N
S
同
む
言
、
、
。
、
、
ぇ
q
h
h
p
g
語
、
S丸
岡

H
R
E

h
u
E〉
.HM
叫

4
R
E
s
h
-
z
a
l
一
∞
包
(
Z
2
JヘC
円

r
H
F
g
-
P
一
回
印
ω
)
ψ

害
-
M
D
2
1
M
O
ω
プ
∞
-
E
g
g
-
A
O
B
O
E
ω
E
F
Z
B
吉
伸
r
o

明止
0
5
-

吋
Z
ω
3
g
g
・
3

∞
弓
と
£
吋
a
h
目
、
・
M
g
-
同
吋
国
〈
-
U
印
h
c
h
h
p
〉
・
回
白
日
】
吉
伸
Z
p
z
、
吋
志
の
C
円
℃

0
3
2
0ロ

ω
E
Hロ
g
g
o
同
，
Z
1
・
M
M

同
h
q
H
f
N凶
E
-
N
N
S
-
M
3
・
ミ
∞
(
一
回
品
ω
)
一C
3
5
p
h
v
E
H
g
号
吋
ぬ
H
A
E
S
S丸
岡

2
5
苦
庁
、
3
m
z
h
p
市
民

v
e
U
M
ψ
8
・
な
ど
を
参
照
。
連
結

申
告
は
選
択
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
%
の
付
加
税
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
結
申
告
提
出
の
方
が
有
利
な
法
人
の
み
が
、
こ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
利
用
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
既
に
本
稿
前
出
二
四
巻
二
号
二
七
二
頁
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
三
九
年
法
の
純
損
失
の
繰
越
控
除
の
認
容

に
よ
っ
て
、
連
結
申
告
と
ほ
ぼ
向
、
じ
効
果
が
達
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
(
恩
回
g
d
s
-
毛
・

5
・・

3
・
M田中
lM吋
0

・〉。

〈
2
〉
』
c
g
p
n
。
、
、
。
、
a
h
h
。
、
側
、
s
a
a
n
p
司
・
ω
一
白
・
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(
3
)
p
q・。、・

2---v・
芯
∞
プ
キ
ン
メ
ル
・
大
原
訳
『
租
税
と
企
業
』
八
九
i
j
九

O
頁
、
同
，

z
r
m
E
2
F
毛
・
円
R
H

・・司・

5--

(
4
)
】

0
5
0
・
。
、
・
ミ
H

ミ
ヲ

ω
二・

〈
5
)
』C
ヨ
ク
ヰ
-
E
N
-
-
3・
ω
一印
llω
一
∞
・
神
野
・
宇
治
田
『
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
生
成
と
発
展
』
二
七
七
|
二
八
二
頁
、
武
山
『
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義

の
構
造
』
ニ
一
一
一
七

l
二
四

O
頁
な
ど
を
参
照
。

(
6
〉
本
稿
前
出
二
六
巻
二
号
一
五
八
頁
註
(
3
)
に
掲
げ
た
文
献
参
照
。

(

7

)

グ
l
ド
『
法
人
税
』
四
二
一
具
、
の
32ω
・
。
、
・
町
民
同
・
・
司
・
合

U
O
三

r
s
g
D
b
o
oロ
官
=
ゅ
の
号
、
号
泊
x
h
4
3
3
1
a目
、
。
ご
町
、
・

ω
円

La--
宅
'

印ο吋戸噌印忠吋

N
l印足叫包ロu?.印忠
N∞?U叩民向
cs釦四
-EωE口昆仏チ.〔。川。雪、ミ、苦。号、ミお
sHごE鞘s。s芯匂?刷.

O
頁、

5
3
K
Z
E
-
-
C耳
、
。

3
5認
可

3
2
2・
宅
・

-Mωω
唱

-
M
g
l
-
M
U吋・

(
8
)
円以・

0
『

2
2
・
。
k
v
・
円
止
ニ
℃
・
品
目
一
の
三
rEmw口
己
保

0
0己
聞
と
ァ
。
kv
・
2
H
-
w
℃
・
印
N

∞・

(
9
〉
の
♀
r
E
S
己
保
U
C
C
同h
ニ
ァ
。
、
・
2
H
-
-
H
y
m
D
1
・

(
悶
)
こ
の
際
、
政
府
投
資
の
大
部
分
が
、
政
府
と
独
占
企
業
体
問
の
契
約
に
よ
っ
て
大
企
業
に
流
れ
た
こ
と
が
、
決
定
的
重
要
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
〈
神
野
・
宇
治
問
・
前
掲
書
、
二
八
二
l
一一一頁、』
C
E
P
毛・

5
・
3
ω
一印
llω
一白・

ω
M
ω
l
s
s
・

(
け
)
参
照
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
数
値
を
一
つ
だ
け
引
用
し
て
お
こ
う
。

説論

較す
支払 留保利l配当|留保|
配当

潤額|率|率額

1929 8.4 5.8 2.6 69! 311 
1930 2.5 5.5 -3.0 202 1 

1935 2.3 2.9 一 .6 126 1 

1936 4.3 4.6 一 .3 107 1 

1937 4.7 4.7 一 .008100 1 

1938 2.3 3.2 - .9 139 1 

1939 5.0 3.8 1.2 761 24 

1940 6.4 4.0 2.4 621 38 

1941 9.4 4.5 4.9 481 52 

1942 9.4 4.3 5.1 461 54 

1943 10.4 4.5 5.9 431 57 

1944 10.8 4.7 6.1 441 56 

1945 8.7 4.7 4.0 541 46 

1946 12.8 5.6 7.2 441 561 

1947 18.1 6.9 11.2 381 62 

1948 20.1 7.8 12.3 39 61 

北法26(4・86)676

• Iは欠損を示す

・単位はビリオンダラー

• Source : Survey of Current 

Business， cited in Proceedings 

of the Nat'l Tax Asso.， 

1949， p. 445. 



こ
の
様
に
、
戦
時
中
に
異
常
に
拡
大
し
た
法
人
利
潤
は
多
く
の
部
分
が
留
保
に
廻
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
分
間
額
の
割
は
逆
に
減
少
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

(
ロ
)
名
目
、

.
n
z
F
F
4
7
0
H
a
m
E
E
g
g
ω
円

o
n
r
r
c
F
E
-
-
U
2
0・、
-
F
S・
5
・
A
o
ー
だ
っ
8
3
・

(
は
)
の
E
5・。、・

hp
℃
・
ぉ
・
ま
た
士
口
国
氏
も
「
ア
メ
リ
カ
企
業
の
資
本
構
成
に
お
い
て
内
部
留
保
が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
は
:
:
:
ア
メ
リ
カ
経
済

の
実
力
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
税
制
が
こ
れ
の
一
因
と
な
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」

(
吉
国
二
郎
『
法
人
税
法
〔
理
論
編
〕
全
訂
版
』
五
四
頁
)
と
、
そ
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
四
節

一ュ

l
デ
ィ

i
ル
税
制
の

「
客
観
的
L

評
価
の
試
み

ニュ

l
デ
ィ

l
ル
政
策
は
、
全
体
と
し
て
統
一
的
理
念
や
理
論
に
機
導
さ
れ
た
整
然
た
る
改
革
で
は
な
く
、
多
く
は
場
当
り
前
な
、

か
し
旧
来
に
比
較
す
る
と
独
創
的
で
大
胆
な
種
々
の
実
験
の
混
清
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
大
恐
慌
と
い
う
未
曽
有
の
国
家
的
危
機
を
乗
り
切

る
た
め
に
事
後
的
に
緊
急
に
採
用
さ
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
が
故
に
、

し

一
面
で
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
の
意
欲
的
な
施
策

国

は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
政
争
と
理
論
的
又
は
感
情
的
な
諸
々
の
非
難
を
生
み
だ
し
た
。
か
く
し
て
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
第
二
次
大
戦
の

直
前
に
は
、
大
部
分
の
共
和
党
、
実
業
界
、
財
界
、
民
主
党
右
派
な
ど
を
敵
に
ま
わ
し
て
戦
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
開
制
税

アメリカに於ける法人税の発達

制
度
を
め
ぐ
る
抗
争
に
も
こ
の
図
式
の
該
当
す
る
場
面
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
も
既
に
み
て
き
た
。
共
和
党
及
び
民
主
党
右
派
や
そ
れ
に

同
調
す
る
実
業
界
、
法
・
曹
、
経
営
学
者
な
ど
の
ニ
ュ

i
デ
ィ

l
ル
税
制
に
対
す
る
批
判
も
、
し
ば
し
ば
理
論
的
根
拠
に
基
づ
く
よ
り
も
、

税
制
の
政
治
的
意
図
(
大
統
領
選
挙
へ
の
人
気
と
り
、
財
界
攻
撃
〉
、
経
営
干
渉
へ
の
反
接
、
没
収
的
課
税
へ
の
憎
悪
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

北法26(4・87)677

個
人
へ
の
反
感
、
租
税
障
害
の
過
大
評
価
な
ど
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
ホ
ッ
ト
な
抗
争
の
所
産
で
あ
る
ニ
ュ

l
デ
ィ

i
ル
法
人
税
制
を
厳
正
に
不
偏
不
党
的
な
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
理
論
的
に
総
括

す
る
の
は
、

い
か
に
も
困
難
な
こ
と
に
違
い
な
い
。
ま
た
そ
の
様
な
試
み
は
拙
速
に
な
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
も
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は



説

そ
の
最
低
限
の
試
み
を
、

一
九
三
九
年
に
発
表
さ
れ
た

Z
E
F
O
E
-
H
a
R
〉

g
o
n
-
2
5ロ
の
連
邦
法
人
税
に
関
す
る
最
終
報
告
書
を
紹
介

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。
即
ち
こ
の
報
告
書
は
、

一
九
三
九
年
と
い
う
年
よ
り
判
明
す
る
よ
う
に
、

ニ
ュ

l
デ
ィ

北法26(4・88)678

ヲノ弘
同岡

ー
ル
税
制
の
動
向
を
事
後
的
に
概
観
す
る
に
は
都
合
が
よ
く
、

ま
た
フ
イ
ス
カ
ル
ポ
リ
シ
ー
理
論
が
全
面
的
に
登
場
す
る
直
前
で
あ
る
た

ア
イ
ス
カ
ル
ポ
リ
シ
ー
理
論
の
内
包
す
る
様
々
な
利
害
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ

円

2
〉

る
こ
と
な
く
、
比
較
的
純
粋
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
?
ま
た
こ
の
報
告
書
が
租
税
専
門
家
、
租
税
学
者
の
手
に
な
る
点
も
、

め
に
、

八
法
人

i
株
主
〉
課
税
を
め
ぐ
る
理
論
的
課
題
が
、

そ

の
「
一
任
観
性
」
を
高
め
る
こ
と
に
あ
ず
か
ろ
う
。

(
1」
』

?.5ミ
河
ぬ
、
。
立
。
H
，

HF偽
。
。
語
、
E
H
司令氏。刊

HF偽
足
Q
H
S
E
N
h
叫

dhNh付
与
h旬。
hha足
。
ぉ
。
潟
町
内
弘
司
RNN
叫

d
b
h
E
H
S芯
。
¥
。
。
培
、
、
。
、
QH芯
P

E

P
O
R
E
-口
問

ω
C『
仲

Z
Z注目
05-
、Hacx
〉
自
己
円
E
Z
D
ロ
D
ご
∞
ω少

3
・

a吋
l
l
巴
一
・
な
お
、
こ
の
う
ち
五
四
四
l
五
五
四
頁
は
、
後
に
の
3
S
ω
2・

3
G
S
Vミ
ミ
h
g
p
h
F
N
R
?
E
2
F
官
官
二
一
ー
ー
一
巴
・
に
収
録
さ
れ
た
。

(
2
)

こ
の
委
員
会
は
、
一
二
名
の
メ
γ
パ
ー
よ
り
な
っ
て
い
た
が
、
議
長
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
へ
イ
グ
で
あ
っ
た
た
め
に
へ
イ
グ
委
員
会
、
へ
イ
グ
報

告
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
に
は
、

G
・
コ
ル
ム
、

M
・
S
-
ケ
ン
ド
リ
ク
ス
(
コ

l
ネ
ル
大
学
経
済
学
、
財
政
学
教
授
〉
、
T
-
R
-
パ

ウ
エ
ル
(
ハ

l
ヴ
7

l
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
)
、

M
・
グ
レ
ヴ
ス
ハ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
租
税
財
政
コ
ミ
7

シ
ョ
ナ
l
)
、G
・
ネ
ル
ソ
ン
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

タ
イ
ム
ズ
財
政
記
者
)
、
F
・

E
・
セ
イ
ド
マ
ン
?
、
シ
ガ
ン
公
認
会
計
士
)
、

D
・
品
。
ウ
ア
ン
ス
(
シ
カ
ゴ
会
計
土
)
、
利
税
弁
護
士
で
あ
る
W
・
A
-
サ

ザ

l
ラ
ン
ド
、

A
-
ケ
ン
ト
、
F
・

s-
エ
ズ
ム
ン
ド
、

R
・
C
-
ベ
ケ
ッ
ト
な
ど
、
か
含
ま
れ
て
い
た
(
え
・
司

E
ア

吋

ahg立
S

3

S
ぬ円、・匂・・

℃・日一∞・〉。

最
終
報
告
書
の
基
本
視
点

最
終
報
告
書
は
、
ま
ず
冒
頭
で
、
そ
の
目
標
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
こ
の
報
告
書
の
こ
の
挙
で
我
々
は
公
平
と
い
う
問
題
の
一
特
定
側
面
を
考
察
す
る
。
我
々
は
-
つ
の
目
標
を
扱
う
が
、
そ
の
目
標
の
達
成
と
い
う
こ

と
が
、
法
人
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
非
常
に
多
く
の
連
邦
歳
入
法
を
動
機
づ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
所
得
税
を
、
担
税
力
の
基
準
に
応



じ
て
連
邦
政
府
財
政
負
担
を
分
配
す
る
た
め
の
効
来
的
手
段
た
ら
し
め
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
。
我
々
の
第
一
の
任
務
は
、
個
人
所
得
税
の
も
と
で
の

公
平
の
達
成
を
促
進
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
税
が

l
ー
も
し
存
在
す
る
と
し
て

l
l法
人
利
潤
に
賦
課
さ
れ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(
可
輔
さ
に
ぬ
ぬ
、
。
、
ァ
古
・
印
ω一回・)。

報
告
書
は
ま
た
「
過
去
二
五
年
に
わ
た
り
、
個
人
累
進
所
得
税
は
、
連
邦
歳
入
構
造
の
柱
石
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

個
人
の
納
税
義
務

即
ち
担
税
力
と
い
う
用
語
で
一
不
さ
れ
て
い
る
も
の
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
嘗
て
工
夫
さ
れ
た
最
も
正
確
で
精
妙
な
財
政
手
段

で
あ
る
」
(
帆

F
R・-
h
y
g
@
・
〉
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
が
既
に
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
の
二

O
年
前
後
の
提
案
に
み
た
の
と
同
様
、
こ
こ
に

も
個
人
所
得
税
へ
の
揺
ぎ
な
き
確
信
と
信
頼
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
人
税
は
、
個
人
所
得
税
を
中
心
と
す
る
応
能
課
税
(
担
税
力
に

応
じ
た
課
税
)
の
体
系
を
補
正
し
、
最
終
的
な
完
成
に
近
づ
け
る
た
め
の
補
助
的
二
次
的
手
段
な
の
で
あ
っ
て
、
法
人
税
改
革
の
目
標
も

そ
こ
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
報
告
書
を
貫
く
基
本
視
点
で
あ
る
。

を
正
義
、

で
は
法
人
税
改
革
の
具
体
的
目
標
は
何
か
。
報
告
書
は
、
続
け
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
。

l一二ッ

「
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
課
税
ベ

i
ス
が
、
政
府
負
担
の
持
分
を
引
き
受
け
る
個
々
人
の
磁
力
の
中
の
、
実
質
的
且
つ
重
要
な
要
素
を
な
す
所
得
成
分
を

除
外
す
る
様
に
定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
、
個
人
所
得
税
は
公
平
で
も
公
正
で
も
な
く
な
ろ
う
。
法
人
へ
の
課
税
は
政
府
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
個
人
所
得
税

を
一
つ
の
成
分
l
l法
人
の
未
分
配
利
潤

l
ー
に
適
用
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
法
人
の
未
分
配
利
潤
は
、
個
人

所
得
税
ベ

l
ス
の
重
要
な
成
分
を
構
成
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
基
本
的
経
済
的
感
覚
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
貯
蓄
会

2
5巴
で
あ
っ
て
、
貯
蓄
は
最
良
の
相

対
的
担
税
カ
尺
度
と
し
て
ア
メ
リ
カ
人
民
の
良
心
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
課
税
所
得
概
念
の
一
部
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
の
貯
蓄
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
ま
ず
第
一
に
法
人
と
し
て
知
ら
れ
る
汐
人
造
人
間
4

〈
P
E
P
E
胃
E
S
)
の
貯
蓄
で
あ
る
。
し
か
し
法
人
の
貯
蓄
は
、
基
本
的
に
法
人
を
所
有

す
る
個
々
人
の
貯
蓄
で
あ
る
。
も
し
貯
蓄
が
一
般
的
に
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
の
な
ら
、
彼
ら
の
投
資
が
そ
の
利
得
を
迅
速
か
つ
完
全
に
分
配
し
な
い

法
人
の
中
の
株
式
と
い
う
法
形
式
を
と
る
か
ら
と
い
っ
て
、
特
定
の
個
人
貯
蓄
を
免
税
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
法
人
貯
蓄
〈
未
分
配
利
潤
〉
は
、
我

国
に
お
い
て
は
巨
額
に
達
す
る
。
そ
れ
ら
を
免
税
と
す
る
こ
と
は
、
他
の
貯
蓄
形
式
を
使
用
す
る
者
に
対
し
て
甚
だ
し
く
不
公
正
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

租
税
遁
脱
の
た
め
の
大
通
り
(
『
円

E
仏
ミ
2
5〉
を
設
け
る
様
な
も
の
で
あ
る
。
郎
ち
彼
の
貯
蓄
に
対
す
る
税
を
回
避
し
よ
う
と
望
む
個
人
は
、
彼
の
目
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説

的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
単
に
彼
の
貯
蓄
を
法
人
貯
蓄
と
い
う
形
式
の
中
へ
投
ず
れ
ば
良
い
か
ら
で
あ
る
」
(
を

F
3
包

T
2
0・)。

ミム
H問

も
は
や
多
く
の
コ
メ
ン
ト
は
必
要
あ
る
ま
い
。
か
く
し
て
最
終
的
結
論
は
次
の
様
に
な
る
。

「
個
人
所
得
税
は
貯
蓄
を
免
税
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
信
念
は
、
平
均
人
の
巨
義
癒
覚
の
中
に
深
く
根
を
は
っ
て
い
る
」
「
も
し
他
の
形
式
の
貯
蓄

が
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
人
貯
蓄
も
税
を
免
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
唯
一
の
公
平
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
か
か
る
貯
蓄

に
税
を
適
用
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
方
法
が
探
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
芯
ミ
-
w

℃

-
Z一・〉。

か
く
し
て
問
題
状
況
と
課
題
は
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
第
一
次
大
戦
終
了
後
の
二

O
年
前
後
に
、

T
-
s
・
ア
ダ
ム
ス
、

ま
た
三
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
の
導
入
を
動
機
付
け
た
も
の
と
全
く
同
様
の
も
の
で

フ
ェ
ア

チ
ャ
イ
ル
ド
を
含
む
多
く
の
租
税
学
者
が
当
前
し
、

あ
り
、
本
稿
の
討
究
課
越
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
更
に
進
ん
で
、
そ
の
課
税
方
式
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
な
問
題

意
識
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
時
々
の
具
体
的
な
政
治
的
社
会
的
経
済
的
状
況
の
中
で
、
い
か
な
る
手
段
を
最
善
の
も
の
と
し
て
選
択
す
る
か

と
い
う
点
に
存
す
る
。
つ
ま
り
具
体
的
に
一
九
三
九
年
と
い
う
時
代
的
背
景
の
も
と
で
、
委
員
会
メ
ン
バ
ー
が
目
前
に
あ
る
租
税
体
系
を

い
か
な
る
課
税
方
法
を
最
善
の
も
の
と
し
て
具
体
的
に
提
案
し
た
か
が
よ
り
重
要
で
あ
っ
て
、

い
か
に
評
価
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
報
告
書

の
真
価
が
間
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
1
〉
所
得
税
と
は
稼
相
伴
さ
れ
た
又
は
稼
得
す
べ
き
所
得
に
対
し
課
税
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貯
蓄
が
所
得
と
し
て
税
を
賦
課
さ
れ
る
の
は
当
然
の
よ
う

に
も
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
し
報
告
書
は
こ
こ
で
一
部
の
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
個
人
支
出
税
(
宮
E
C
E一
作
品
。
口
伝
2
2
C
C
を
念
頭
に
お

き
、
そ
れ
を
「
平
均
人
の
正
義
観
」
に
反
す
る
と
し
て
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
&
丈
-
W
3・

au--0・1
な
お
、
支
出
税
に
関
す
る
詳
細
は
、

へ
イ
グ
の

ε
の
D
=
g
z
c『
F
E
E
t
-
u
v
o包
7
5
L
岡山口

023=口
〉
も
2同
¥
w

古
河
内
品
是
認
同
句

3
H
Z
同円。、"さき円
h

。
ヘ
叫
4
Q
H
Q
H
3
P
H
V℃
-
Z
i

g-
を
参
照
。
ま
た
時
代
は
下
る
が
、

N
・
カ
ル
ド
ア
・
時
子
山
常
三
郎
鮫
訳
『
総
合
費
消
税
』
(
一
九
六
三
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
〉
、
シ
十
ウ
プ
・

塩
崎
監
訳
『
財
政
学
』
(
第
一
三
'
革
、
一
九
七
三
年
、
有
斐
閣
〉
な
ど
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
で
あ
る
。
ま
た
、
金
子
宏
一
「
組
税
法
に

北法26(4・90)680



お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
付
」
法
協
八
三
巻
九
・
一

O
号
一
二
五
四
l
五
七
頁
参
照
。

(
2
〉
な
お
、
こ
の
文
節
に
は
、
現
在
の
歳
入
法
に
充
満
し
て
い
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
軽
朝
刊
が
、
内
部
留
保
に
よ
る
課
税
回
避
の
誘
因
と
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
原
一
誌
が
つ
い
て
い
る
(
&
ミ
・
唱
甘
-
Z
0・ロ
-
m
・〉。

留
保
利
潤
税
の
諸
方
式
と
そ
の
選
択

報
告
書
は
、
そ
こ
で
続
け
て
各
種
の
留
保
利
潤
課
税
方
式
を
列
記
し
、
そ
の
特
徴
、
長
短
所
を
検
討
し
て
い
る
。
報
告
書
が
理
論
的
に

可
能
な
方
法
と
し
た
の
は
、
①
棚
卸
方
式
公
ミ

3
5弓
S
2
7
0
5、
②
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
、
③
強
制
配
当
方
式

fog-v己
5
4

仏
広
三
σ
E
Z戸

B
2
7
C仏
)
、
④
補
整
税
方
式

(
8
5
M〉
2
2
5吋
可

5
2
r
o仏
〉
の
四
種
で
あ
る
が
(
志
ミ
・
・
宅

-Eιlgω
・
)
、
そ
の
詳
細

な
説
明
は
さ
し
あ
た
り
必
要
で
な
い
の
で
、
省
略
す
る
。

本
稿
に
と
っ
て
興
味
を
引
く
の
は
、
現
行
税
制
に
対
す
る
委
員
会
の
評
価
で
あ
る
が
、

報
告
書
は
具
体
的
に
、
留
保
利
潤
課
税
の
一
方

式
で
あ
る
不
当
留
保
利
益
税
に
触
れ
て
い
る
。
報
告
書
に
よ
る
と
、

不
当
留
保
利
益
税
は
そ
の
高
い
罰
則
税
率
に
よ
っ
て
一
定
の
法
人
に

同

配
当
を
強
制
し
、
付
加
税
の
遺
脱
の
防
止
に
役
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
方
式
は
、

公
正
且
つ
健
全
な
税
務
行
政
を
犠
牲
に
し
な
が

アメリカに於ける法人税の発達

ら
、
せ
い
ぜ
い
問
題
の
ご
く
一
部
を
解
決
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
報
告
書
の
先
に
示
し
た
四
つ
の
方
式
は
、

そ
の
利
潤
留
保
の

動
機
を
間
わ
ず
留
保
利
潤
が
一
般
的
に
享
受
し
て
い
る
優
遇
を
是
正
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、

結
局
事
業
拡
張
の
た
め
に
正
当
に
利
潤
を
留
保
す
る
法
人
の
留
保
利
潤
は
そ

不
当
留
保
利
益
税
は
法
人
の
動

機
、
行
動
の
動
機
を
原
因
に
課
税
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら

の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
主
主
-
-
℃
℃
・

8
ω
i
ω
E・)。
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「
動
機
に
依
拠
し
た
こ
の
手
段
の
導
入
も
、
同
じ
目
的
の
た
め
に
非
法
人
事
業
体
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
貯
蓄
に
比
較
し
て
、
法
人
形
式
の
事
業
が
事

業
用
途
の
た
め
に
蓄
積
す
る
貯
蓄
の
大
部
分
が
も
っ
優
遇
的
な
租
税
地
位
を
、
結
局
の
と
こ
ろ
置
き
残
す
こ
と
に
な
る
」
(
&
ミ
二
℃
・
印
Z
-
V



説

報
告
書
の
こ
の
法
人
税
体
系
全
体
に
対
す
る
評
価
は
、
真
に
正
確
に
八
法
人
i
株
主
〉
課
税
の
問
題
状
況
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
点
こ
そ
、
不
当
留
保
利
益
税
の
適
用
強
化
で
事
足
れ
り
と
す
る
論
者
に
欠
落
し
て
い
る
視
点
な
の
で
あ
る
。

自命

報
告
書
は
そ
こ
で
い
よ
い
よ
具
体
的
な
八
法
人

l
株
主
〉
課
税
方
法
の
選
択
と
提
案
に
移
る
が
、
「
我
々
は
全
員
が
、

公
平
の
考
慮
は
分

北;1;26(4・92)682

配
利
潤
に
対
す
る
の
と
閉
じ
重
さ
の
税
負
担
を
未
分
配
利
潤
に
対
し
て
も
要
求
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
一
致
し
た
」
(
&
ミ
J

℃
・
目
印
〉

と
の
原
則
を
確
認
し
つ
つ
も
、
①
改
革
案
に
対
す
る
法
律
的
、
行
政
的
実
際
性
と
、
②
法
人
貯
蓄
に
対
す
る
評
価
の
違
い
か
ら
、

統
一
し

た
シ
ス
テ
ム
を
提
案
す
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
次
の
課
税
方
法
を
併
記
し
て
い
る
。

行
政
的
に
可
能
な
限
り
拡
大
す

べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
の
憲
法
的
評
価
(
違
憲
性
)
に
関
す
る
見
解
は
様
々
で
あ
る
が
、

①
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
の
選
択
l
二
名
を
除
き
全
員
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
を
、
法
的
、

適
用
範
囲
は
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
り
吏
に
広
い
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
方
式
の

お
そ
ら
く
我
々
の
数
千
の
巨
大
会
社
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
、

と

述
べ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
(
&
ミ

-LY
印
日
・
〉
。

②
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
が
不
採
用
と
な
っ
た
場
合
の
代
替
策
に
関
す
る
見
解
も
様
々
で
あ
る
が
、

法
人
貯
蓄
の
優
遇
は
、
こ
こ
で
も
「
多
数
意
見
の
観
点
よ
り
す
る
と
、
内
包
さ
れ
る
公
平
の
考
慮
は
、

る
補
助
金
と
い
う
長
所
よ
り
も
重
要
で
あ
る
」
(
&
ミ
J
U
-
u
g
・
)
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
る
。

二
名
の
少
数
意
見
の
主
張
す
る

申
立
の
あ
っ
た
法
人
貯
蓄
に
対
す

こ
こ
で
個
々
人
の
各
種
提
案
に
触
れ
る
余
裕
も
な
い
が
、
全
員
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
を
閉
鎖
会
社
に
適
用
し
、

大
企
業
に
は
強

制
配
当
方
式
を
適
用
し
て
何
ら
か
の
留
保
利
潤
課
税
を
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
点
を
補
記
し
て
お
こ
う
(
&
ミ
J

℃
℃
・
目
。

{

2

V

F

3

)

 

!
日
∞
・
)
。
他
方
二
名
の
少
数
意
見
は
、
法
人
利
潤
留
保
政
策
を
積
極
に
一
評
価
し
、
留
保
利
潤
課
税
は
不
当
で
あ
っ
て
、
バ

l
ト
ナ
l
シ
ッ

(
4〉

プ
も
不
可
能
か
つ
非
現
実
的
で
あ
る
、
と
多
数
意
見
を
論
難
す
る
も
の
で
あ
る
が
公

F
t・-宅・
ω
S
1
8
0・
〉
、
こ
の
論
旨
の
詳
細
な
紹

介
も
お
そ
ら
く
不
要
で
あ
ろ
う
。



同

各
方
式
の
要
点
を
簡
単
に
記
し
て
お
く
。

①
棚
卸
方
式

l
l二
つ
の
時
点
に
お
け
る
個
人
所
有
の
株
式
の
価
額
を
比
較
し
、
そ
の
増
加
分
を
算
定
し
、
そ
れ
を
株
主
の
所
得
と
し
て
株
主
に
課

税
す
る
。
株
式
価
額
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
留
保
利
潤
、
企
業
内
容
、
将
来
性
な
ど
、
一
切
の
株
式
価
額
に
影
響
の
あ
る
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
。
法

人
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
理
論
的
に
は
、
法
人
未
分
配
利
潤
に
対
す
る
個
人
所
得
税
適
用
問
題
の
完
全
に
満
足
の
ゆ
く
精
密
な
解
決
策
」
で

あ
る
が
、
完
全
一
一
正
縫
な
評
価
は
実
際
に
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
実
行
さ
れ
た
た
め
し
が
な
い
。

②
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
ヅ
方
式
l
株
価
に
影
響
を
与
え
る
種
々
の
要
素
は
無
視
さ
れ
、
法
人
の
未
分
配
利
潤
の
み
が
個
人
の
申
告
書
に
按
分
さ
れ
、
個

人
所
得
税
を
課
さ
れ
る
。
こ
れ
は
実
行
上
の
難
点
と
と
も
に
、
周
知
の
憲
法
上
の
疑
義
が
存
す
る
。

③
強
制
配
当
方
式
|
|
法
人
に
圧
力
を
加
え
て
、
利
潤
の
強
制
的
分
配
を
図
る
も
の
。
配
当
は
必
ず
し
も
現
金
た
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
株
式
配
当
、

株
主
の
持
分
報
告
証
書
で
も
か
ま
わ
な
い
。
こ
の
方
式
は
、
行
政
上
の
難
点
は
な
い
が
、
法
人
の
資
本
構
造
に
悪
影
響
を
与
え
る
な
ど
、
経
済
的
機
能

が
問
題
で
あ
る
。

④
補
整
税
方
式
|
l
こ
れ
は
株
主
に
課
税
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
税
を
法
人
利
潤
に
課
し
、
法
人
利
潤
が
株
主
に
分
配
さ
れ
課
税
さ
れ
た
場

合
と
同
額
の
歳
入
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
分
配
が
な
さ
れ
た
際
に
は
、
株
主
に
税
額
控
除
や
還
付
な
ど
の
再
調
整
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
代

表
的
な
も
の
は
英
国
の
グ
ロ
ス
・
ア
〈
フ
方
式
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
方
式
で
あ
っ
た
受
取
配
当
控
除
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

な
お
、
以
上
の
諸
方
式
に
つ
い
て
は
、
井
藤
半
弥
『
租
税
論
』
(
九
六
頁
以
下
、
特
に
一

O
六
l
七
、
一
一
一
一
頁
、
一
九
五
七
年
、
子
会
書
房
一
)
の

説
明
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2〉
注
目
す
べ
き
は
、
コ
ル
ム
、
ヶ
ン
ト
、
セ
l
ド
マ
ン
、
サ
ザ
l
ラ
ン
ド
の
四
名
が
、
上
記
の
提
案
が
総
て
容
れ
な
い
場
合
に
は
、
補
整
的
性
格
の
未

分
配
利
潤
税
も
己
む
無
し
と
し
て
「
財
務
省
の
利
益
を
防
衛
す
る
た
め
の
額
の
供
給
を
ね
ら
い
と
す
る
税
率
構
成
が
、
も
し
未
分
配
利
潤
に
適
用
さ
れ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
貧
乏
株
主
に
不
公
正
に
機
能
し
、
富
裕
者
に
補
助
金
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
よ
り
生
ず
る
不
公
正

は
、
法
人
貯
蓄
の
分
配
が
強
制
さ
れ
ず
、
立
つ
い
か
な
る
補
整
税
が
賦
課
さ
れ
な
い
状
態
に
存
す
る
不
公
正
よ
り
は
、
少
い
も
の
で
あ
る
」
公
玄

F

3
・
印
印
∞
!
日
戸
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
3
)

財
界
の
意
向
に
近
い
と
み
ら
れ
る
ネ
ル
ソ
ン
と
エ
パ
ン
ス
の
両
名
で
あ
る
令
雪
作
咽
℃

-a印w
口
-
M
U

・)。

(
4
〉
二
名
は
、
不
当
留
保
利
益
税
以
外
の
税
を
法
人
留
保
利
潤
に
課
す
べ
き
で
は
な
く
、
法
人
と
同
じ
特
権
を
個
人
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
も
与
え
れ

ば
良
い
と
す
る
。

北法26(4・93)683
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説

(
5
〉
か
く
し
て
多
数
意
見
が
再
度
鋭
案
し
た
の
は
、
従
来
理
論
的
に
は
正
当
と
み
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
都
度
、
行
政
的
煩
雑
さ
を
理
由
に
否
定
さ
れ
続

げ
て
き
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
で
あ
っ
た
。
多
数
意
見
が
こ
れ
ら
批
判
を
忘
失
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
あ
え
て
反
論
を
予
想
し
な
が
ら

こ
の
提
案
に
踏
み
切
っ
た
点
に
積
極
的
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
数
怠
見
は
、
安
易
な
予
想
に
基
づ
く
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
の

放
棄
を
戒
め
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
不
当
留
保
利
益
税
及
び
人
的
持
株
会
社
税
に
か
え
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
が
顧
り
み
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
も
の
に

H
N
C
E
n
r
-

主・

5
3
3・
2
∞
lMMご
2
5
3
5・
毛

-
n
F
3・
∞
子
二
千
l
-
8
・
が
、
未
分
配
利
潤
税
に
つ
い
て
も
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
方
式
の
選
択
を
認
め
る

べ
き
だ
と
す
る
も
の
に
の

Z
E
E
-
4・
2
F
-
℃
・
一
∞
・
が
あ
る
。
な
お
、
時
代
は
や
や
下
る
が
の
B
〈
戸
、
、
・

2
H
3
3
・
日

l
g・
の
主
張
も
こ
れ

ら
に
近
い
。

論

-一

L
l
デ
ィ

l
ル
税
制
の
詐
価

報
告
書
は
、
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
税
制
に
対
す
る
一
評
価
を
各
所
で
試
み
て
い
る
が
、
そ
れ
を
見
る
前
に
、
報
告
書
が
租
税
政
策
全
体
、

に
租
税
を
歳
入
目
的
以
外
の
社
会
政
策
、
経
済
政
策
に
利
用
す
る
こ
と
の
是
非
を
ど
の
様
に
評
価
し
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
o

し
か
し
こ
の
点
に
関
す
る
報
告
書
の
論
旨
は
、
必
ず
し
も
明
解
な
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
報
告
書
は
三
五
年
、
一
二
六
年
の

?
l
ス
ヴ
ェ
ル
ト
の
諸
提
案
を
採
り
上
げ
、
「
も
し
小
法
人
を
育
成
し
、
大
法
人
を
規
制
す
る
こ
と

が
良
き
政
策
と
み
な
さ
れ
る
の
な
ら
、
法
人
累
進
税
は
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
有
望
な
方
法
で
あ
ろ
う
」
公
示
、
よ
宅
・

ω
S
l
u
g
-
)、

「
所
与
の
経
済
計
画
が
、

租
税
立
法
が
そ
れ
に
調
和
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
は
望
ま
し
い
」
ハ
♀

ζ
J
匂
・
勾
ω
・
)
な
ど
と
、
租
税
政
策
に
や
や
積
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
る
。
し
か
し
何
が
良
き
経
済
政
策
か
に
つ
い
て

の
世
論
は
一
致
を
み
る
こ
と
は
難
か
し
い
し
、
将
来
の
予
測
も
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
次
の
様
な
苦
慮
に
満
ち
た
意
見
が
出
て
く
る
。

一
般
に
認
め
ら
れ
た
公
序
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、

「
我
々
は
財
政
学
徒
と
し
て
、
特
定
の
経
済
的
結
果
の
達
成
を
助
長
す
る
こ
と
に
当
座
の
利
益
が
存
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
特
定
の
経
済
結
果
達

成
の
た
め
に
課
税
を
、
特
に
連
邦
所
得
税
の
様
な
一
般
的
基
本
的
な
税
を
使
用
す
る
と
い
う
早
急
且
つ
無
分
別
な
提
案
に
対
し
て
は
、
間
u
告
を
発
し
て
お

:lt没';26(4・94)684

特



き
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
、
決
し
て
い
か
な
る
環
境
の
も
と
で
も
、
課
税
が
経
済
政
策
の
施
行
の
た
め
の
有
望
な
方
法
を
提
供
す
る
も
の
で
は

な
い
と
の
確
悶
た
る
立
場
に
同
意
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
逆
に
課
税
が
経
済
統
制
叉
は
奨
励
す
る
た
め
に
利

用
さ
れ
う
る
、
更
に
は
利
用
さ
れ
る
べ
き
分
野
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
さ
ミ
ニ
℃
・
印
吋
日
・
〉
。

報
告
書
が
こ
の
様
に
粁
余
曲
折
し
た
説
明
を
重
ね
る
理
由
は
、

て
お
り
、
経
済
政
策
の
内
容
も
甚
だ
し
く
多
岐
に
渡
る
以
上
、

お
そ
ら
く
公
序
(
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
)

な
る
も
の
が
価
値
分
裂
し

一
面
的
で
一
万
両
断
的
な
-
評
価
は
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
即
ち
公
平
負
担
を
根
本
原
則
と
す
る
報
告
書
と
し
て
は
、
一
二
五
、

一
六
年
の
ロ

l
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
提
案
に
は
、

や
や
好
意
を
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
報
告
書
の
発
表
さ
れ
た
三
九
年
当
時
に
は
、
逆
に
景
気
回
復
や
私
的
資
本
可
動
の
た
め
の
企
業
優
遇
の
戸

が
専
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
達
成
目
標
が
そ
の
内
容
を
大
き
く
違
え
て
い
る
以
上
、

委
員
会
が
両
者
を
支
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
o

か
く
し
て
報
告
書
は
次
の
様
な
評
価
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
困
難
な
問
題
に
一
応
結
論
を
下
す
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に

こ
の
報
告
書
の
性
格
が
良
く
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

同

「
厳
格
な
る
公
平
基
準
か
ら
の
一
切
の
離
脱
は
、
そ
の
目
的
が
い
か
に
袈
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
納
税
者
間
の
差
別
と
い
う
点
で
、
コ
ス
ト
を
学

む
。
こ
の
衝
突
は
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
将
来
の
効
果
が
そ
こ
に
苧
ま
れ
た
公
平
の
犠
牲
を
相
殺
し
て
余
り
あ
る
の
は
如
何
な
る
特
定
め
場
合
か
を

決
定
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
非
常
に
難
か
し
い
。
目
標
は
明
確
に
公
共
の
利
益
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
少
数
者
、
圧
力
団
体
の
利
己
的
利
益
に

お
か
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。
一
般
に
、
あ
る
間
接
的
な
経
済
効
果
を
達
成
す
る
た
め
に
課
税
の
公
平
を
犠
牲
に
す
る
様
な
提
案

に
対
し
て
は
、
好
意
が
も
た
れ
る
よ
り
も
、
ま
ず
疑
念
が
晴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
ら
ミ
二
方
勾
ω
)
。

アメリカに於げる法人税の発達

さ
て
、
以
上
の
了
解
を
前
提
に
、

い
よ
い
よ
報
告
書
が
未
分
配
利
潤
税
に
触
れ
た
箇
所
に
限
を
移
そ
う
。

ご
九
三
六
年
の
未
分
配
利
潤
貌
は
、
連
邦
所
得
税
発
達
史
の
中
に
お
け
る
重
要
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
報
告
書
も
、
こ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
の
重
要
性
に
対
す
る
何
ら
か
の
言
及
な
く
し
て
は
、
不
完
全
な
も
の
と
な
ろ
う
。
〔
中
略
〕
メ
ン
バ
ー
の
全
員
は
、
法
は
幾
多
の
点
に
お
い
て
重
大
な

北法26(4・95)685



説主h
H岡

欠
点
を
も
っ
、
し
か
し
決
し
て
総
て
の
欠
点
が
税
の
基
本
的
性
格
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
同
意
し
た
。
税
が
異
常
に
巨
額
の

現
金
分
配
を
刺
激
し
た
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
分
配
は
景
気
循
環
の
異
常
に
不
幸
な
段
階
で
発
生
し
た
。
そ
し
て
資
本
市
場
に
接
す
る
準
備
の
な
い

幾
つ
か
の
事
業
体
に
あ
っ
て
、
分
配
は
窮
境
と
幾
多
の
望
ま
し
か
ら
ざ
る
経
済
的
反
援
(
町
内
司
2
2
3
0る
を
内
包
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
未
分
配
利
潤
税
の
突
施
は
、
そ
れ
が
法
人
貯
蓄
を
個
人
所
得
税
目
的
の
た
め
に
完
全
且
つ
迅
速
に
見
積
る
こ
と
の
失
敗
に
含
ま
れ
る
不
公
正
の

重
要
性
の
確
認
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
と
い
う
点
で
、
真
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
わ
が
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
誰
一
人
、
少
く

{
2
)
 

と
も
広
範
な
修
正
な
く
し
て
三
六
年
法
の
存
続
を
望
む
者
は
い
な
い
。
し
か
し
〔
二
名
を
除
く
l
畠
山
註
〕
メ
ン
バ
ー
の
多
数
は
、
こ
の
法
の
目
的
へ
の

共
感
(
弓
ヨ
宮
子
己
を
書
き
留
め
る
こ
と
を
望
み
、
更
に
、
現
在
も
総
て
の
法
人
貯
蓄
に
完
全
且
つ
迅
速
に
個
人
所
得
税
を
適
用
す
る
た
め
に
あ
る
べ
き
何

ら
か
の
条
文
が
歳
入
訟
中
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
、
と
い
う
こ
と
を
書
き
留
め
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
一
九
三
九
年
の
未
分
配
利
潤
税

の
消
滅
を
認
容
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
連
邦
議
会
は
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
問
題
よ
り
後
退
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
今
日
も

連
邦
法
人
課
税
の
全
領
域
を
通
じ
て
、
お
そ
ら
く
最
も
重
大
な
問
題
と
し
て
我
々
の
面
前
に
残
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
み
主
-
W
3・
可
∞
l
可申・)。

ニ
ュ

i
デ
ィ

l
ル
末
期
の
政
治
状
況
の
中
で
、

未
分
配
利
潤
税
は
、
専
ら
留
保
利
潤
の
経
営
経
済
的
重
要
性
の
一
方
的
強
調
と
、
政
治

的
な
抗
争
と
い
う
側
面
よ
り
論
ぜ
ら
れ
た
。
も
し
こ
の
報
告
書
の
よ
う
に
、

不
当
留
保
利
益
税
を
含
め
て
、

と
付
加
税
通
脱
の
防
止
と
い
う
観
点
よ
り
多
く
が
論
ぜ
ら
れ
た
な
ら
、
未
分
配
利
潤
税
を
め
ぐ
る
物
語
も
、
多
少
呉
っ
た
も
の
に
な
っ
た

ろ
う
。
未
分
配
利
潤
税
は
、
急
進
的
政
策
の
典
型
の
よ
う
に
非
難
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ポ

l
ル
の
い
う
よ
う
に
、
へ
イ
グ
、
ケ
ン
ド
リ
ク

〈

4
)

ス
、
パ
ウ
ェ
ル
、
サ
ザ

l
ラ
ン
ド
、
コ
ル
ム
そ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
は
、
お
よ
そ
ん
ゲ
ラ
ジ
カ
ル
。
と
い
う
に
は
程
遠
い
。
し
か
し
彼
ら
租
税

専
門
家
が
、
未
分
配
利
潤
税
に
タ
共
感
。
を
示
し
、
議
会
の
態
度
に
タ
遺
憾
の
意
。
を
表
し
、
最
後
に
、
必
要
と
あ
ら
ば
未
分
配
利
潤
税

の
再
導
入
さ
え
示
唆
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
問
題
の
重
要
さ
と
早
急
な
解
決
の
必
要
性

を
、
鮮
明
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
慎
重
で
広
範
囲
で
、
真
に
厳
正
で
客
観
的
な
分
析
と
検
討
が
望
ま
れ
て
い
た
。
し

か
し
未
分
配
利
潤
税
の
早
急
な
廃
止
は
そ
れ
を
不
可
能
に
し
た
の
で
あ
り
、
前
代
未
聞
の
貴
重
な
実
験
の
機
会
は
、

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
層
広
い
公
平
課
税
の
実
現

そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
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(
1
)

し
か
し
セ

l
ド
マ
ン
は
、
未
分
配
利
潤
税
は
、
景
気
の
上
昇
を
呼
び
起
こ
し
復
興
に
役
立
っ
た
と
し
て
、
こ
の
文
節
に
唯
一
人
賛
成
し
て
い
な
い
。

(
h
a
S
S
N

河内、。
Y
H
W

℃・印吋一
y

z
・∞∞
m
y
)

。

(
2
〉
ネ
ル
ソ
ン
と
エ
パ
ン
ス
の
二
名
、
が
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
。

(
3〉
同
旨
の
見
解
と
し
て
更
に
、

c・
2
G
P
A
S
2
E
E品
、
叶

Z
2
5
え
の

G弓
c
z
r
F
2
2
σ
H
a
z
a
5ロ
¥
・
吋
ト

-Awn-
吋
-

N

白
?
の

3
2
y

。、・

2
・・℃・

2
.
参
照
。

(
4
)
M
V
E
-
-
叫4
Q
H
Q
H
h
S
S
H
F
。

q
・
同
・
ヲ

M一∞‘

臼

〈
補
註
V

米
分
配
利
潤
税
に
対
す
る
吋

2
2
z
a
r
の
巾
口
同
ロ
ミ
司

5
子
、
お
町
宮
崎
ミ
ミ
叫
d
Q
h
円
、
、

.8町内言

(
-
S
3
・
の
評
価
に
つ
い
て
。

三
0
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
の
当
面
し
て
い
た
租
税
問
題
に
包
括
的
検
討
を
加
え
た
も
の
と
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
、
シ
ャ
ウ
プ
ら
の
右
報

告
書
が
あ
る
。
こ
の
報
告
書
は
右
記
協
会
の
委
託
の
も
と
に
、
シ
ヤ
ウ
プ
、
ブ
ロ

1
、
ニ
ュ

i
カ
マ

l
の
三
名
が
そ
の
見
解
を
ま
と
め
た
も
の
で
(
そ
の
過
程

で
ヴ
イ
ヅ
ク
レ

l
、
ス
ト
レ

l
ャ
l
、
父
セ
リ
グ
マ
ン
、
へ
イ
グ
な
ど
の
意
見
が
参
照
さ
れ
て
い
る
〉
、
我
国
の
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
と
同
様
の
提
案
が
既
に
そ

こ
に
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
最
近
比
較
検
討
の
素
材
と
し
て
の
前
一
憂
さ
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
貴
重
な
成
果
も
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
(
宮
島
洋
「
シ
ャ
ウ

プ
勧
合
の
再
検
討
」
〔
「
経
済
評
論
』
一
九
七
二
年
一
一
月
号
、
一
七
六
頁
以
下
〕
、
林
健
久
「
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
と
税
制
改
革
」
〔
『
戦
後
改
革
』
第
七
糸
、
二

O
五
頁
以

下
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
四
年
〕
)
。
し
か
し
そ
の
大
部
な
報
告
書
の
全
体
を
紹
介
す
る
余
白
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
先
述
の
「
最
終
報
告
書
」
と
対
比
す

る
形
で
、
最
小
必
要
部
分
を
紹
介
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
(
な
お
、
こ
の
「
当
面
す
る
租
税
問
題
』
に
は
、
先
の
三
名
の
手
に
な
る
報
告
書
〔
宅
-
一
l
l
お白・〕

の
他
に
、
パ

l
キ
ン
ソ
ン
、
ビ
ー
ド
ロ
ペ
ヘ
イ
グ
、
モ
リ
ノ
l
、
息
子
セ
リ
グ
マ
ン
、
ア
ゾ

1
ル
よ
り
な
る
特
別
委
員
会
の
報
告
書
〔

3
・
会
吋
l
l
印
口
印
〕
も

収
録
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
問
に
は
若
干
の
見
解
の
差
異
も
み
ら
れ
る
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
者
を
「
租
税
問
題
」
、
後
者
を
「
特
別
報
告
」
と
略
称
引
用

す
る
こ
と
に
す
る
)
。

さ
て
シ
ヤ
ウ
プ
ら
の
「
租
税
問
題
」
(
本
稿
の
関
連
部
分
は
ほ
と
ん
ど
シ
ヤ
ウ
プ
と
ブ
ロ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
る
)
も
、
個
人
所
得
税
が
税
制
の
中
心
と
な

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
「
最
終
報
告
書
」
と
狼
本
的
に
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
否
む
し
ろ
「
個
人
所
得
税
は
納
税
者
の
個
人
的
事
情
を
非
常
に
良
く

割
酌
し
う
る
の
で
、
我
々
は
そ
れ
を
行
政
上
の
考
慮
が
許
す
限
り
最
も
低
額
の
所
得
ま
で
含
め
る
べ
く
、
現
在
の
水
準
以
下
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を

勧
告
す
る
。
こ
れ
ら
低
所
得
グ
ル
ー
プ
の
新
し
い
負
担
は
、
し
か
し
他
の
税
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

(
3・ム一
ω
lム
一
品
・
「
特

別
報
告
」
は
そ
の
点
を
一
一
層
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
円
以
℃
・
お
白
j
怠
口
・
)
と
述
べ
る
限
り
で
は
、
個
人
所
得
税
中
心
主
義
を
一
一
層
徹
底
し
て
い
る
と
さ
え
い
え
よ

う
〈
参
照
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
一
八
四

l
五
頁
)
。
し
か
し
こ
と
応
能
課
税
と
い
う
点
に
関
し
て
、
法
人
税
の
性
格
は
、
個
人
所
得
税
と
は
明
ら
か
に
異
な
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説

る
。
「
法
人
税
は
、
究
極
的
納
税
者
の
経
済
的
社
会
的
事
情
を
個
人
所
得
税
以
上
に
十
分
に
創
酌
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
個
々
人
よ
り
も
集
団
を
打
刺
草
す

る
が
故
に
、
必
然
的
に
粗
雑
な
課
税
手
段
で
あ
り
」
ハ

3
・
ω
8
1
8
3、
「
担
税
力
理
論
と
い
う
観
点
よ
り
す
る
と
、
相
対
的
に
貧
弱
な
租
税
で
あ
る
」
(
?

士
子
〉
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
早
急
に
法
人
税
廃
止
の
要
求
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
配
当
は
株
主
の
手
元
で
は
他
の
所
得
穫
に
厳
格
に
課
税

さ
れ
な
い
が
故
に
、
「
全
く
補
完
的
な
法
人
税
な
し
に
、
全
般
的
に
個
人
所
得
課
税
に
依
拠
す
る
い
く
つ
か
の
.
フ
ラ
ン
に
み
ら
れ
る
欠
点
も
、
重
大
で
あ
る
」

2
・

ω匂
・
)
。
こ
の
様
に
し
て
、
法
人
税
の
全
廃
は
政
策
選
択
と
し
て
妥
当
で
は
な
い
が
、
そ
の
役
割
は
大
幅
に
縮
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
法
人
税
の
役

割
は
、
株
主
に
対
す
る
個
人
所
得
税
の
源
泉
徴
収
手
段
、
非
居
住
株
主
に
対
す
る
唯
一
の
課
税
手
段
、
更
に
H
H

不
労
所
得
d

に
対
す
る
部
分
的
課
税
手
段
な
ど

に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
守
・
士
子
〉
。
従
っ
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
他
人
事
業
の
利
潤
よ
り
も
法
人
利
潤
に
重
く
課
税
す
べ
き
だ
、
又
は
大
企
業

は
そ
れ
自
体
処
関
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
一
般
的
合
理
性
が
な
い
以
上
、
法
人
累
進
税
率
は
廃
止
さ
れ
、
軽
度
の
比
例
税
率
、
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
な
官
・

ω由〕
J

お
0

・
)
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
租
税
問
題
」
は
、
全
体
と
し
て
決
し
て
法
人
課
税
を
軽
視
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
事
業
組
織
が
政
府
の
特

別
コ
ス
ト
を
発
生
さ
せ
純
利
潤
増
大
と
い
う
特
別
の
利
益
を
得
て
い
る
場
合
に
は
、
特
別
賦
課
金
制
度
又
は
法
人
に
限
定
さ
れ
な
い
高
度
の
超
過
利
潤
税
な
ど

が
採
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
(
ヲ
合
目
・
)
。
こ
の
様
な
法
人
税
制
の
多
様
化
と
い
う
復
限
的
視
点
に
、
「
租
税
問
題
」
の
特
色
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
う
。

さ
て
、
「
租
税
問
題
」
も
多
く
の
報
告
書
や
論
稿
と
同
様
、
個
人
所
得
税
と
法
人
税
と
い
う
二
本
立
税
制
の
事
業
組
織
問
、
納
税
者
聞
に
も
た
ら
す
税
負
担

の
不
平
等
性
を
十
分
に
認
識
し
、
様
々
の
課
税
方
法
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
(
宅
・
型
臼
i
一g
・1
し
か
し
具
体
的
な
課
税
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
に
述
べ

る
独
自
の
最
終
的
解
決
法
を
提
案
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
単
に
州
法
人
税
と
州
個
人
所
得
税
の
統
合
に
関
し
て
、
受
取
配
当
税
額
控
除
、
同
所
得
控
除
を
簡

単
に
示
唆
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

さ
て
最
後
に
、
本
稿
の
中
心
諜
題
で
あ
る
一
二
六
年
の
未
分
配
利
潤
税
に
「
租
税
問
題
」
「
特
別
報
告
」
が
言
及
し
た
部
分
の
分
析
に
移
ろ
う
。
そ
の
前
に
、
「
租

税
問
題
」
が
「
課
税
は
社
会
統
制
の
手
段
た
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
目
的
に
と
っ
て
租
税
は
通
常
組
野
な
手
段
で
あ
り
、
も
し

他
に
よ
り
有
効
な
手
段
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
我
々
は
、
租
税
手
段
の
経
済
的
効
果
の
予
測
の
困
難
さ
や
、
税

務
行
政
の
技
術
的
困
難
さ
、
民
主
的
分
権
国
家
に
不
可
分
の
政
治
上
の
税
的
困
難
さ
な
ど
に
無
知
な
ま
ま
に
、
重
大
か
つ
複
雑
な
社
会
改
革
の
た
め
に
租
税
制

度
を
使
用
せ
ん
と
す
る
人
々
の
素
朴
さ
に
筈
告
を
発
す
る
。
こ
の
決
意
は
絶
望
の
哲
学
へ
と
繋
が
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
租
税
体
系
を
そ
れ
ら
統

制
に
と
っ
て
有
効
た
ら
し
め
る
た
め
の
租
税
技
術
を
工
夫
し
、
租
税
知
識
を
拡
大
す
る
た
め
の
多
大
の
努
力
が
望
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
問

題
の
た
め
の
研
究
の
必
要
性
を
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
」
(
ヲ
・

ω
虫
・
〉
と
述
べ
て
い
る
点
を
記
憶
に
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
様
な
慎
重
な
態
度
よ

り
す
る
と
、
十
分
な
検
討
と
予
測
な
し
に
、
導
入
さ
れ
た
未
分
配
利
潤
税
に
、
次
の
様
な
評
価
が
下
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。

三"-

""" 
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一刻、

「
我
々
は
、
未
分
配
利
潤
税
を
賦
課
す
る
法
律
の
早
急
な
可
決
を
、
遺
憾
に
思
う
。
か
か
る
複
雑
な
経
済
効
果
を
も
っ
方
法
は
、
更
に
注
意
深
い
研
究
が
な

さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
(
匂
・

ωω
∞・〉。

し
か
し
、
こ
の
批
判
は
直
ち
に
未
分
配
利
潤
税
廃
止
論
に
連
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
論
者
に
も
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
理
由
の
み
で
、
早
急
な
廃
止
を
指
令
す
る
に
十
分
な
理
由
に
な
る
と
は
思
わ
な
い
」

2
・
ω
∞
∞
)
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
禾
分
配
利
潤
税
は
早
拙
の

立
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
貴
重
な
実
験
の
機
会
は
、
簡
単
に
放
棄
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
シ
ャ
ウ
プ
ら
の
判
断
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
「
租
税
問
題
」
が
未
分
配
利
潤
税
に
下
し
た
最
終
的
結
論
は
、
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
も
し
課
税
株
式
配
当
叉
は
新
株
引
受
権
の
発
行
が
、
中
及
び
小
規
模
法
人
の
、
彼
ら
の
利
益
処
分
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
爽
失
を
回
復
す
る
に
足
る

実
際
的
手
段
で
あ
る
ニ
と
が
近
い
将
来
示
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
法
人
の
未
分
配
利
潤
に
対
す
る
連
邦
付
加
税
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

2
・

su・〉。

し
か
し
、
こ
の
提
案
は
、
文
字
ど
お
り
の
完
全
廃
止
案
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
次
の
様
な
留
保
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
一
九
三
八
年
歳
入
法
の
中
で
な
さ
れ
た
、
法
人
投
資
家
を
パ
ー
ト
ナ
ー
及
び
個
人
事
業
投
資
家
と
同
一
の
諜
税
ベ
l
ス
に
置
こ
う
と

す
る
試
み
は
、
我
々
が
断
固
た
る
共
感
(
ω

日
去
る
晶
子
ち
を
一
万
す
目
標
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
守
・

ω
匂
・
)
、
「
我
々
は
、
こ
の
税
を
、
現
在
の
憲
法
上
の

制
約
の
も
と
で
法
人
税
と
個
人
所
得
税
を
統
合
す
る
た
め
の
有
望
な
方
法
と
み
て
い
る
。
こ
の
税
は
、
そ
れ
自
体
、
慎
重
な
研
究
と
公
正
な
審
判
に
値
す
る
。

こ
の
統
合
の
一
つ
の

U
的
は
、
個
人
所
得
税
に
よ
っ
て
造
出
さ
れ
て
き
た
法
人
配
当
を
留
保
せ
ん
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
、
除
去
す
る
こ
と
に
お
か
れ
る

べ
夕
、
で
み
め
る
」
(
古
・
ω
山
∞
)
。

こ
の
様
に
し
て
、
「
組
税
問
題
」
の
提
案
を
、
実
業
界
や
保
守
派
議
員
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
単
純
な
未
分
配
利
潤
税
廃
止
案
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
租

税
問
題
」
は
、
む
し
ろ
多
く
の
欠
点
を
是
正
し
た
上
で
の
、
叉
は
最
終
的
な
解
決
策
が
採
用
さ
れ
る
ま
で
の
「
穴
う
め
(
込
名
品
名
)
」
守
・
ω
∞
∞
・
)
と
し
て
そ

れ
が
維
持
存
続
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
強
く
希
望
し
て
い
た
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
最
後
に
、
「
租
税
問
題
」
の
い
う
グ
最
終
的
解
決
法
d

と
は
何
か
。
そ
れ
が
既
に
我
国
に
も
紹
介
の
あ
る
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
と
、
キ
ャ
ピ

タ
ル
・
ゲ
イ
ン
及
び
ロ
ス
を
発
生
時
点
で
と
ら
え
て
課
税
す
る
た
め
に
、
毎
年
一
定
時
点
で
株
式
価
格
を
測
定
し
て
そ
の
差
額
に
全
額
課
税
す
る
と
い
う
、
棚

卸
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
(
林
・
前
掲
論
文
、
二
三
九
頁
、
宮
島
・
前
掲
論
文
、
一
八
一

l
二
頁
〉
。
「
最
終
報
告
書
」
は
棚
卸
法
を
理
論
的
に
は
完
全
と
し
な
が

ら
も
、
実
現
、
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
を
ベ
ス
ト
と
し
て
提
案
し
た
。
そ
の
棚
締
法
を
ベ
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
こ
の
「
租
税
問
題
」
の
最
大
の
特
色
と
い
っ
て
工
い
ら
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
提
案
が
実
業
界
や
議
会
保
守
派
の
主
張
し
た
手
放
し
の
留
保
利
潤
弁
護
論

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
一
隅
厳
格
に
間
保
利
潤
を
個
人
所
得
課
税
に
服
せ
し
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
租
税
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説

問
題
」
は
更
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
課
税
方
式
を
も
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
未
分
配
利
潤
税
に
庁
シ
ン
パ
シ
1
4
を
表
明
し
、
そ
の
早
急
な
廃
止
を
戒
め
て
い

る
。
そ
う
す
れ
ば
幾
つ
か
の
点
で
、
先
の
「
長
終
報
告
書
」
と
の
共
通
点
を
指
摘
す
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
ハ
な
お
、
そ
れ
に
対
し
て
「
特
別
報

告
」
は
、
よ
り
詳
細
に
未
分
配
利
潤
税
の
効
果
、
欠
点
を
検
討
し
た
結
果
〔

3
・品目
ω
j
A∞
プ
〕
、
経
済
政
策
手
段
と
し
て
の
未
分
配
利
潤
税
に
は
正
式
に
反
対

し
〔
勺
・
4

3

・
〕
、
三
六
年
の
未
分
配
制
潤
税
は
、
欠
陥
の
是
正
が
不
可
能
な
の
で
、
全
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
〔

3
・4
会
ー
ム
ミ
・
〕
と
し
た
。
そ
の
点
で
は
「
租

税
問
題
」
と
の
隔
り
を
指
摘
し
う
る
が
、
「
特
別
報
告
」
も
棚
卸
法
に
基
づ
く
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
全
額
課
税
を
主
張
し
て
い
る
点
で
、
結
論
に
大
き
な

差
異
は
な
い
。
単
純
に
全
廃
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
〔

3
・
令
下
よ
笥
・
〕
J
。

か
く
し
て
租
税
学
者
の
多
く
は
未
分
配
利
潤
税
の
提
起
し
た
問
題
の
正
当
性
を
十
分
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
代
替
策
に
苦
慮
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ

て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
未
分
配
利
潤
税
以
上
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
、
窓
法
改
正
一
を
含
む
改
革
さ
え
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

論
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